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[―—議案第 3 8号

：
 

令和 6年第 1回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計（令和5年度補正第14号）
（歳出）

項
（款 項目）

------------．．．．．．．．．．．．．．．．源―---．．．．．棄―ー．．．．．．．．否―.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

補正額 説 明
番

（主 管課）

（款）総務費（項）総務管理費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）財産管理費 I | | 283, 1581 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

公共施設等再編整備基金積立金
283,158 

市有土地売払収入を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するも
1 

（資産経営課） の。

＊決定過程理事者調整（令和6年2月27日）

（款）衛生費（項）保健衛生費 国庫支出金 1 県支出金 I 地方債 I その他 I 一般財源
（目）保健衛生総務費 26, 1811 I | I ........................................................................................................ 

地域医療推進事業費
26,181 

地域の医療体制を下支えするため、医療機関や薬局等の事業運営を支援す
2 

（地城保健課） ることに伴い、印刷製本費、通信運搬費、負担金補助及び交付金を増額す
るもの。

＊決定過程理事者調整（令和6年2月27日）

（単位：千円）
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[／ー議案第39 号—――-]
茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例について

1 提案の理由

地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令の改正を踏まえ、これ

らのサービスに係る事業の人員及び運営に関する基準を改めるため提案する。

2 根拠法規

介護保険法（平成 9年法律第 12 3号）第 59条第 1項第 1号、第 78条の 2の2第

1項、第 78条の 4第 1項及び第 2項、第 81条第 1項及び第 2項、第 11 5条の 14 

第 1項及び第 2項並びに第 11 5条の 24第 1項及び第 2項

3 条例の概要

(1) 茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例関係

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の管理者が従事することができ

る他の事業所、施設等の職務について、同一敷地内におけるものであることを要し

ないこと等とした。（第 7条、第48条、第 59条の 4、第 59条の 24、第 62条、

第 66条、第83条、第 11 1条、第 12 1条、第 13 1条、第 16 6条、第 19 

2条関係）

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の提供に当たっては、利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはなら

ないこととし、身体的拘束等を行う場合にはその態様等を記録しなければならない

こととした。（第 24条、第 51条、第 59条の 9、第 59条の 30、第 70条関係）

ウ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならないこととした。（第 34条関係）

工 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等は、身体的拘束の態様等の記録

を整備し、保存しなければならないこととした。（第42条、第 58条、第 59条の

1 9、第 59条の 37、第 79条関係）

オ 指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じなければならないこと等とした。

（第 92条、第 19 7条関係）

力 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その生産性の向上に資する取組の促進を

図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならないこととした。（第
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1 0 6条の 2関係）

キ 指定認知症対応型共同生活介護事業者及び指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、協力医療機関を定めるに当たっては、利用者の病状が急変した場合等

において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること等の要件

を満たすものを定めるよう努めなければならないこと等とした。（第 12 5条、第 1

4 7条関係）

ク 介護機器を複数種類活用していること等の要件のいずれにも該当する場合は、指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる看護職員及び介護職員の人員

配置の基準を緩和することとした。（第 13 0条関係）

ケ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、医師及び協力医療機関の協力を得て、 1年

に 1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じてその変更を

行わなければならないこと等とした。（第 16 5条の 2関係）

コ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること等の要件

を満たす協力医療機関を定めておかなければならないこと等とした。（第 17 2条関

係 ）、

サ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならないこととした。（第 18 7条関係）

シ 規定を整備することとした。（第 6条、第9条、第 47条、第 65条、第 71条、

第 82条、第 10 7条、第 12 7条、第 12 8条、第 14 8条、第 14 9条、第 1

5 1条、第 15 2条、第 16 7条、第 17 6条、第 17 7条、第 18 9条、第 19 

1条、第 20 1条から第 20 3条まで関係）

ス 所要の規定を整備することとした。（第 14条、第 59条の 20の 3関係）

(2) 茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例関

係

ア 指定居宅介護支援事業所における従業者の員数の基準は、利用者の数が 44又は

その端数を増すごとに 1とすること等とした。（第 4条関係）

イ 指定居宅介護支援事業所の管理者が従事することができる他の事業所、施設等の

職務について、同一敷地内におけるものであることを要しないこととした。（第 5条

関係）

ウ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護等がそれぞれ位置付けられた居宅

サービス計画の数が占める割合等につき説明を行い、理解を得るよう努めなければ
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ならないこと等とした。（第 6条関係）

工 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘

束等を行う場合にはその態様等を記録しなければならないこと等とした。（第 15条

関係）

オ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならないこととした。（第 26条関係）

力 指定居宅介護支援事業者は、身体的拘束の態様等の記録を整備し、保存しなけれ

ばならないこととした。（第 34条関係）

キ 規定を整備することとした。（第 3条、第 36条関係）

ク 所要の規定を整備することとした。（第 35条関係）

(3) 茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例関係

ア 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の管理者が従事する

ことができる他の事業所、施設等の職務について、同一敷地内におけるものである

ことを要しないこと等とした。（第 6条、第 10条、第 47条、第 72条、第 79条

関係）

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならないこととした。（第 33条関係）

ウ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、身体的拘束の態様等の記録を整備

し、保存しなければならないこととした。（第42条関係）

工 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこ

ととし、身体的拘束等を行う場合にはその態様等を記録しなければならないことと

した。（第 44条関係）

オ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が身体的拘束等の適正化を図るため

の措置を講じることとした。（第 55条関係）

力 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その生産性の向上に資する取組

の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならないことと

した。（第 63条の 2関係）

キ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関を定めるに当た

っては、利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行
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う体制を常時確保していること等の要件を満たすものを定めるよう努めなければな

らないこと等とした。（第 83条関係）

ク 規定を整備することとした。（第 9条、第 11条、第46条、第 64条、第 85条、

第 86条、第 91条関係）

ケ 所要の規定を整備することとした。（第 16条関係）

(4) 茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例関係

ア 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事

業所ごとに 1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専

門員を置かなければならないこと等とした。（第4条関係）

イ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援事業

所ごとに置く管理者は、主任介護支援専門員でなければならないこと等とした。（第

5条関係）

ウ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を

提供した際に利用者から支払を受ける利用料のほか、利用者の選定により通常の事

業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それ

に要した交通費の支払を利用者から受けることができること等とした。（第 12条関

係）

工 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならないこととした。（第 25条関係）

オ 指定介護予防支援事業者は、身体的拘束の態様等の記録を整備し、保存しなけれ

ばならないこととした。（第 33条関係）

力 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘

束等を行った場合にはその態様等を記録しなければならないこと等とした。（第 35 

条関係）

キ 規定を整備することとした。（第 6条、第 14条関係）

ク 所要の規定を整備することとした。（第 13条、第 26条、第 37条、第 38条関

係）

(5) この条例は、一部の規定を除き、令和 6年 4月 1日から施行することとし、所要の

経過措置を設けることとした。
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茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

員数）

第 6条略

2 略

3 略

4 オペレーターは専らその職務に従事する者で

なければならない。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若し

くは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問

介護事業所（指定居宅サービス等基準省令第 5

条第 1項に規定する指定訪問介護事業所をいう

。以下同じ。）、指定訪問看護事業所（指定居

宅サービス等基準省令第60条第 1項に規定す

る指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）若

しくは指定夜間対応型訪問介護事業所（第47

条第 1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事

業所をいう。以下この条及び第32条第2項に

おいて同じ。）の職務又は利用者以外の者から

の通報を受け付ける業務に従事することができ

る。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等

がある場合において、当該施設等の入所者等の

処遇に支障がないときは、前項本文の規定にか

かわらず、当該施設等の職員をオペレーターと

して充てることができる。

(1) 

｝略

(10) 

叫略

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専

ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は匝

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

員数）

第 6条略

2 略

3 略

4 オペレーターは専らその職務に従事する者で

なければならない。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若し

くは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問

介護事業所（指定居宅サービス等基準省令第 5

条第 1項に規定する指定訪問介護事業所をいう

。以下同じ。）、指定訪問看護事業所（指定居

宅サービス等基準省令第60条第 1項に規定す

る指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）若

しくは指定夜間対応型訪問介護事業所（第47

条第 1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事

業所をいう。以下この条及び第 32条第2項に

おいて同じ。）の職務又は利用者以外の者から

の通報を受け付ける業務に従事することができ

る。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等

がある場合において、当該施設等の入所者等の

処遇に支障がないときは、前項本文の規定にか

かわらず、当該施設等の職員をオペレーターと

して充てることができる。

(1) 

l 略

(10) 

旦且健康保険法等の一部を改正する法律（平

成 18年法律第83号）附則第 13 0条の 2

第1項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第 26条の規定による改正前

の法第48条第 1項第 3号に規定する指定介

護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医

療施設」という。）

饂略

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専

ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は回

ぐ



-11-

--0123456789

7 

一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指

定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する

ことができる。

｝ 略

1 2 

（管理者）

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従

事し、又は 他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。

（内容及び手続の説明及び同意）

第9条略

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出があ

った場合には、前項の規定による文書の交付に

代えて、第 5項で定めるところにより、当該利

用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該

文書を交付したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の使用に係る電子計算機と利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録された前項に規定する重

要事項を電気通信回線を通じて利用申込者

又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する

7 

ー施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指

定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する

ことができる。

！ 略

1 2 

（管理者）

第 7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設

等の職務に従事することができるものとする。

（内容及び手続の説明及び同意）

第 9条略

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、利用申込者又はその家族からの申出があ

った場合には、前項の規定による文書の交付に

代えて、第 5項で定めるところにより、当該利

用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって次に掲げるもの（以下この条におい

て「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該

文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の使用に係る電子計算機と利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録された前項に規定する重

要事項を電気通信回線を通じて利用申込者

又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに当該重要事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する
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方法）

(2)電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第 203条第 1項において

同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって

調製するファイルに前項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法

3 略

4 略

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、第2項の規定により第 1項に規定する重

要事項を提供しようとするときは、あらかじめ

、当該利用申込者又はその家族に対し、その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。

(1)第2項各号に規定する方法のうち指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用

するもの

(2) ファイルヘの記録の方式

6 略

（心身の状況等の把握）

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供に当たっては、計画作成責任者に

よる利用者の面接によるほか、利用者に係る指

定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当

者会議（茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成30年茅ヶ崎市条例第 9号。以下「指定居宅

介護支援等基準条例」という。）第 15条第 1

旦に規定するサービス担当者会議をいう。以

下この章、第59条の 6、第59条の 28及び

第59条の 29において同じ。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具

体的取扱方針）

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の方針は、次に掲げるところによるものと

する。

(1) 

！略

(7) 

堡指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

方法）

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物

をもって

調製するファイルに前項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法

3 略

4 略

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、第2項の規定により第 1項に規定する重

要事項を提供しようとするときは、あらかじめ

、当該利用申込者又はその家族に対し、その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。

(1)第 2項各号に規定する方法のうち指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用

するもの

(2) ファイルヘの記録の方式

6 略

（心身の状況等の把握）

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供に当たっては、計画作成責任者に

よる利用者の面接によるほか、利用者に係る指

定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当

者会議（茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成30年茅ヶ崎市条例第9号。以下「指定居宅

介護支援等基準条例」という。）第 15条第9

星に規定するサービス担当者会議をいう。以

下この章、第 59条の 6、第59条の 28及び

第59条の 29において同じ。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具

体的取扱方針）

第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の方針は、次に掲げるところによるものと

する。

(1) 

｝ 略

(7) 



-13-

--0123456789

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。

但身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

皐略

旦旦略
（掲示）

第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項（以下この

条において「重要事項」という。）を掲示しな

ければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、重要事項 を記載した書面を当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、皿壁の規定によ

る掲示に代えることができる。

旦指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。

（記録の整備）

第42条略

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から 5年間保存しなけ

ればならない。

(1) 略

(2) 第 20条第 2項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3)略

(4) 略

豆第24条第 9号の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

豆第28条の規定による市への通知に係る記

録

立L第 38条第 2項の規定による苦情の内容等

の記録

坦第40条第2項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

（訪問介護員等の員数）

堡L 略

(9) 略

（掲示）

第 34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項

を掲示しな

ければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、前項に規定する事項を記載した書面を当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、回壁の規定によ

る掲示に代えることができる。

（記録の整備）

第42条略

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から 5年間保存しなけ

ればならない。

(1) 略

(2) 第 20条第 2項に規定する＿＿提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3)略

(4) 略

(5)第 28条に規定する 市への通知に係る記

録

皿第38条第2項に規定する 苦情の内容等

，の記録

辺第40条第 2項に規定する 事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

（訪問介護員等の員数）
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第47条略

2 略

3 略

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内

に次に掲げるいずれかの施設等がある場合にお

いて、当該施設等の入所者等の処遇に支障がな

いときは、前項本文の規定にかかわらず、当該

施設等の職員をオペレーターとして充てること

ができる。

5 

(1) 

i 略

(10) 

叫略

i 略

7 

（管理者）

第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指

定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応

型訪問介護事業所の他の職務又は

他の事業所、施設等（当該指定夜間対応型訪問

介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当

該 他の事業所、施設等と一体的に

運営している場合に限る。）の職務に従事する

ことができるものとし、日中のオペレーション

センターサービスを実施する場合であって、指

定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準省

令第 5条第 1項に規定する指定訪問介護事業者

をいう。第83条第 1項において同じ。）の指

定を併せて受けて、一体的に運営するときは、

指定訪間介護事業所の職務に従事することがで

きるものとする。

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針）

第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定

夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。

(1) 

i 略

(4) 

坦指定夜間対応型訪問介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。

位身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

第47条略

2 略

3 略

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内

に次に掲げるいずれかの施設等がある場合にお

いて、当該施設等の入所者等の処遇に支障がな

いときは、前項本文の規定にかかわらず、当該

施設等の職員をオペレーターとして充てること

ができる。

5 

(1) 

！略

(10) 

嬰指定介護療養型医療施設

早略

i 略

7 

（管理者）

第48条指定夜間対応型訪問介護事業者は、指

定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応

型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の

他の事業所、施設等（当該指定夜間対応型訪問

介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当

該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に

運営している場合に限る。）の職務に従事する

ことができるものとし、日中のオペレーション

センターサービスを実施する場合であって、指

定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準省

令第5条第 1項に規定する指定訪問介護事業者

をいう。第83条第 1項において同じ。）の指

定を併せて受けて、一体的に運営するときは、

指定訪問介護事業所の職務に従事することがで

きるものとする。

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針）

第 51条夜間対応型訪問介護従業者の行う指定

夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。

(1) 

｝略

(4) 
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緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

辺略
堡略

旦し略
（記録の整備）

第 58条略

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に

対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5

年間保存しなければならない。

(1) 略

(2)次条において準用する第 20条第 2項四規

定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

盈第51条第6号の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

辺次条において準用する第 28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

豆次条において準用する第 38条第 2項2規

定による苦情の内容等の記録

豆次条において準用する第40条第2項2規

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

（管理者）

第59条の 4 指定地域密着型通所介護事業者は

、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定地域密着型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域

密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又

は 他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）

第 59条の 9 指定地域密着型通所介護の方針は

、次に掲げるところによるものとする。

(1) 

i 略

(4) 

坦指定地域密着型通所介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。

皿身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

皇略
堡略

豆略
堡略
辺略
（記録の整備）

第58条略

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に

対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5

年間保存しなければならない。

(1) 略

(2) 次条において準用する第 20条第 2項ヒ星

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録

皇次条において準用する第 28条に規定する

＿市への通知に係る記録

辺次条において準用する第 38条第 2項ヒ規

定する 苦情の内容等の記録

位次条において準用する第40条第 2項丘規

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

（管理者）

第59条の4 指定地域密着型通所介護事業者は

、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定地域密着型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域

密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）

第 59条の 9 指定地域密着型通所介護の方針は

、次に掲げるところによるものとする。

(1) 

i 略

(4) 

略

略

⑤
＿
⑥
＿
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（記録の整備）

第 59条の 19 略

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に

対する指定地域密着型通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5

年間保存しなければならない。

(1) 略

(2)次条において準用する第20条第2項2塁
定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

坦第59条の 9第6号の規定による身体的拘

束等の態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

辺次条において準用する第28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

豆次条において準用する第 38条第 2項四規

定による苦情の内容等の記録

皿前条第2項の規定による事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

皿略
（準用）

第59条の 20の3 第 9条から第 13条まで、

第 15条から第 18条まで、第 20条、第22

条、第 28条、第32条の 2、第34条から第

3 8条まで、第40条の 2、第41条、第 53

条、第 59条の 2、第59条の4及び第59条

の5第4項並びに前節（第 59条の 20を除く

。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事

業について準用する。この場合において、第 9

条第 1項中「第31条に規定する運営規程」と

あるのは「第59条の 12に規定する重要事項

に関する規程」と、 「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共

生型地域密着型通所介護従業者」という。）」

と、第 32条の 2第2項、第34条第 1項並び

に第40条の 2第 1号及び第3号中「定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第 3

4条第 1項中「運営規程」とあるのは「第 59 

条の 12に規定する重要事項に関する規程」と

、第 59条の 5第4項中「前項ただし書の場合

（指定地域密着型通所介護事業者が第 1項に掲

げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場合に

限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所

の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場合」

と、第 59条の 9第4号、第59条の 10第 5

（記録の整備）

第59条の 19 略

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に

対する指定地域密着型通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5

年間保存しなければならない。

(1) 略

(2)次条において準用する第 20条第 2項丘墨

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録

卑次条において準用する第 28条に規定する

＿市への通知に係る記録

fil次条において準用する第 38条第 2項に規

定する 苦情の内容等の記録

皿前条第 2項に規定する 事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

位略
（準用）

第59条の 20の3 第 9条から第 13条まで、

第 15条から第 18条まで、第 20条、第 22

条、第 28条、第 32条の 2、第 34条から第

3 8条まで、第40条の 2、第41条、第 53 

条、第59条の2、第 59条の4及び第59条

の5第4項並びに前節（第 59条の 20を除く

。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事

業について準用する。この場合において、第 9

条第 1項中「第 31条に規定する運営規程」と

あるのは「第 59条の 12に規定する重要事項

に関する規程」と、 「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密

着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共

生型地域密着型通所介護従業者」という。）」

と、第 32条の 2第 2項、第 34条第 1項並び

に第40条の 2第 1号及び第3号中「定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第 3

4条第 1項中「運営規程」とあるのは「第 59

条の 12に規定する重要事項に関する規程」と

、第59条の 5第4項中「前項ただし書の場合

（指定地域密着型通所介護事業者が第 1項に掲

げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場合に

限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所

の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密

着型通所介護以外のサービスを提供する場合」

と、第 59条の 9第4号、第 59条の 10第 5
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項、第59条の 13第 3項及び第4項並びに第

5 9条の 16第 2項第 1号及び第 3号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護従業者」と、第59条の 18 

第 4項中「第59条の 5第4項の指定地域密着

型通所介護」とあるのは「第59条の 20の3

において準用する第59条の 5第4項の指定地

域密着型通所介護」と、第 59条の 19第 2項

第 2号中「次条において準用する第20条第 2

項」とあるのは「第20条第2項」と、回壁堡

彗中「次条において準用する第 28条」とあ

るのは「第 28条」と、同項第 5号中「次条に

おいて準用する第 38条第 2項」とあるのは「

第 38条第 2項」と読み替えるものとする。

（管理者）

第 59条の 24 指定療養通所介護事業者は、指

定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は 他の

事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

2 略

3 略

（指定療養通所介護の具体的取扱方針）

第 59条の 30 指定療養通所介護の方針は、次

に掲げるところによるものとする。

(1) 略

(2) 略

卑指定療養通所介護の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

辺身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

卑略

皿略
辺略
（記録の整備）

第 59条の 37 略

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する

指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しな

ければならない。

(1) 略

(2) 略

(3) 次条において準用する第 20条第 2項竺規

項、第 59条の 13第 3項及び第4項並びに第

5 9条の 16第 2項第 1号及び第3号中「地域

密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護従業者」と、第 59条の 18 

第4項中「第 59条の 5第 4項の指定地域密着

型通所介護」とあるのは「第 59条の 20の 3

において準用する第 59条の 5第 4項の指定地

域密着型通所介護」と、第 59条の 19第 2項

第 2号中「次条において準用する第20条第2

項」とあるのは「第20条第 2項」と、回壁塾

彗中「次条において準用する第 28条」とあ

るのは「第 28条」と、同項第4号中「次条に

おいて準用する第 38条第 2項」とあるのは「

第 38条第 2項」と読み替えるものとする。

（管理者）

第 59条の 24 指定療養通所介護事業者は、指

定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障

がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

2 略

3 略

（指定療養通所介護の具体的取扱方針）

第 59条の 30 指定療養通所介護の方針は、次

に掲げるところによるものとする。

(1) 略

(2) 略

皇略
旦L略

位略
（記録の整備）

第 59条の 37 略

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する

指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しな

ければならない。

(1)略

(2)略

(3)次条において準用する第20条第 2項正規



-18-

--0123456789

定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

旦第59条の 30第4号の規定による身体的

拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

坦次条において準用する第 28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

豆次条において準用する第 38条第2項竺星

定による苦情の内容等の記録

辺次条において準用する第59条の 18第 2

項の規定による事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

(8) 略

（管理者）

第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型

・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他

の職務に従事し、又は 他の事

業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。

2 略

（利用定員等）

第65条略

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、

指定居宅サービス（法第41条第 1項に規定す

る指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指

定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指

定介護予防サービス（法第 53条第 1項に規定

する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。

）、指定地域密着型介護予防サービス（法第 5

4条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護

予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防支援（法第 58条第 1項に規定する

指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設若しくは健康保険法等の一部を改正する

法律（平成 18年法律第83号）第26条の規

定による改正前の法第48条第 1項第 3号に規

定する指定介護療養型医療施設の運営（第 82 

条第 7項、第 11 0条第 9項及び第 19 1条第

8項において「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について 3年以上の経験を有する者でな

ければならない。

（管理者）

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業

者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録

fil次条において準用する第28条に規定する

＿市への通知に係る記録

豆次条において準用する第 38条第 2項ヒ墨

定する 苦情の内容等の記録

豆次条において準用する第 59条の 18第 2

項に規定する 事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

辺略
（管理者）

第 62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型

・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。

2 略

（利用定員等）

第65条略

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、

指定居宅サービス（法第41条第 1項に規定す

る指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指

定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指

定介護予防サービス（法第 53条第 1項に規定

する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。

）、指定地域密着型介護予防サービス（法第 5

4条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護

予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防支援（法第 58条第 1項に規定する

指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設若しくは

指定介護療養型医療施設の運営（第 82 

条第7項、第 11 0条第9項及び第 19 1条第

8項において「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について 3年以上の経験を有する者でな

ければならない。

（管理者）

第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業

者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
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置かなければならない。ただし、共用型指定認

知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の他の職務に従事し、若しくは

他の事業所、施設等の職務に従事し、

又は当該共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の他の職務及び 他の本体事

業所等の職務に従事することができるものとす

る。

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針

） 

第 70条 指定認知症対応型通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。

(1) 

｝ 略

(4) 

坦指定認知症対応型通所介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

豆身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

立
辺略
(8)略

（認知症対応型通所介護計画の作成）

第 71条 指定認知症対応型通所介護事業所（単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。以下同じ。）の管理者（第62条又は第

6 6条の管理者をいう。以下この条 に

おいて同じ。）は、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓

練等の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した認知症対応型通

所介護計画を作成しなければならない。

2 

i 略

5 

（記録の整備）

第 79条略

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者

に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら5年間保存しなければならない。

(1) 略

(2) 次条において準用する第 20条第 2項2規

定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

置かなければならない。ただし、共用型指定認

知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の他の職務に従事し、若しくは同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事し、

又は当該共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の他の職務及び同一敷地内にある他の本体事

業所等の職務に従事することができるものとす

る。

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針

） 

第 70条指定認知症対応型通所介護の方針は、

次に掲げるところによるものとする。

(1) 

｝ 略

(4) 

豆略
(6)略

（認知症対応型通所介護計画の作成）

第71条指定認知症対応型通所介護事業所（単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所を

いう。以下同じ。）の管理者（第62条又は第

6 6条の管理者をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。）は、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓

練等の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した認知症対応型通

所介護計画を作成しなければならない。

2 

i 略

5 

（記録の整備）

第79条略

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者

に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら5年間保存しなければならない。

(1)略

(2)次条において準用する第 20条第 2項ヒ墨

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録
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図第70条第 6号の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

辺次条において準用する第 28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

早次条において準用する第 38条第 2項空星

定による苦情の内容等の記録

豆次条において準用する第 59条の 18第 2

項の規定による事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

(7) 略

（従業者の員数等）

第 82条略

2 

｝略

5 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項

に定める人員に関する基準を満たす小規模多機

能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当

該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中

欄に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。

当該指定

小規模多

機能型居

宅介護事

業所に中

欄に掲げ

る施設等

のいずれ

かが併設

されてい

る場合

略

7 

l 略

1 3 

（管理者）

指定認知症対応型共 介護職員

同生活介護事業所、

指定地域密着型特定

施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設

、指定介護老人福祉

施設、介護老人保健

施設

又は介護医

療院

略 略

第 83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は

、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専

卑次条において準用する第 28条に規定する

＿市への通知に係る記録

辺次条において準用する第 38条第 2項に星

定する 苦情の内容等の記録

皇次条において準用する第 59条の 18第 2

項に規定する 事故の状況及び事故に際して

採った処置についての記録

(6) 略

（従業者の員数等）

第 82条略

2 

l 略

5 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項

に定める人員に関する基準を満たす小規模多機

能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に

掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当

該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中

欄に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。

当該指定

小規模多

機能型居

宅介護事

業所に中

欄に掲げ

る施設等

のいずれ

かが併設

されてい

る場合

略

7 

｝略

1 3 

（管理者）

指定認知症対応型共 介護職員

同生活介護事業所、

指定地域密着型特定

施設、指定地域密着

型介護老人福祉施設

、指定介護老人福祉

施設、介護老人保健

施設、指定介護療養

型医療施設（医療法

（昭和 23年法律第

2 0 5号）第 7条第

2項第4号に規定す

る療養病床を有する

診療所であるものに

限る。）又は介護医

療院

略 略

第 83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は

、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専
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らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務

に従事し、又は他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

2 前項本文及び第 19 2条第 1項の規定にかか

わらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体

事業所の管理者をもって充てることができる。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条

の2の2に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介

護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所

、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所（第 19 2条第 3項に規

定する指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政

令で定める者をいう。次条、第 11 1条第 3項

、第 11 2条、第 19 2条第3項及び第 19 3 

条において同じ。）として 3年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって

、省令第64条第3項に規定する厚生労働大臣

が定める研修を修了しているものでなければな

らない。

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方

針）

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は

、次に掲げるところによるものとする。

(1) 

l 略

(4) 

(5)指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指

定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればならない。ただし、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務

に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所に併設する前条第6項の表の当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設されている場合の項の

中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、

指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の

指定を併せて受け、一体的な運営を行っている

場合には、これらの事業に係る職務を含む。）

若しくは法第 11 5条の45第1項に規定する

介護予防・日常生活支援総合事業（同項第 1号

ニに規定する第 1号介護予防支援事業を除く。

Lに従事することができるものとする。

2 前項本文及び第 19 2条第 1項の規定にかか

わらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体

事業所の管理者をもって充てることができる。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター（老人福祉法第 20条

の2の2に規定する老人デイサービスセンター

をいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介

護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所

、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定

複合型サービス事業所（第 19 2条第 2項に規

定する指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。）等の従業者又は訪問介護員等

（介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政

令で定める者をいう。次条、第 11 1条第 3項

、第 11 2条、第 19 2条第 2項及び第 19 3 

条において同じ。）として 3年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって

、省令第64条第 3項に規定する厚生労働大臣

が定める研修を修了しているものでなければな

らない。

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方

針）

第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は

、次に掲げるところによるものとする。

(1) 

！略

(4) 

(5)指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指

定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって
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は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等

を行ってはならない。

(6)指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身

体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない

立L指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身

体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 -

ヱ身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を 3月

に1回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。

工身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。

立介護職員その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。

坦略
(9) 略

（居住機能を担う併設施設等への入居）

第 10 6条 略

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の設置）

第 10 6条の 2 指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所における業務の効率化、介護サービスの質の

向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定

期的に開催しなければならない。

（記録の整備）

第 10 7条 略

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用

者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から 5年間保存しなければならない。

(1) 略

(2) 略

(3) 次条において準用する第 20条第 2項2規

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。

(6)指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身

体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない

゜

辺略
(8) 略

（居住機能を担う併設施設等への入居）

第 10 6条略

（記録の整備）

第 107条略

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用

者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の

日から 5年間保存しなければならない。

(1) 略

(2) 略

(3) 次条において準用する第 20条第 2項丘墾
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定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(4) 第 92条第 6号の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第 28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第 38条第 2項2墨

定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第 2項四墨

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(8) 略

（管理者）

第 11 1条 指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、共同生活住居の管理上支障がない場合は

、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。

2 略

3 略

（管理者による管理）

第 12 1条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着

型サービス（サテライト型指定認知症対応型共

同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供

する指定認知症対応型共同生活介護を除く。）

、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着

型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院

、診療所又は社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし、

当該共同生

活住居の管理上支障がない場合は、この限りで

な1,,¥0 

（協力医療機関等）

第 12 5条略

旦指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当た

っては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関

を定めるように努めなければならない。

旦L利用者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常

時確保していること。

皇当該指定認知症対応型共同生活介護事業者

からの診療の求めがあった場合において診療

を行う体制を、常時確保していることQ

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(4) 第 92条第 6号に規定する 身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第 28条に規定する

市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第 38条第 2項丘墨

定する 苦情の内容等の記録

(7)次条において準用する第40条第 2項丘星

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(8) 略

（管理者）

第 11 1条 指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、共同生活住居の管理上支障がない場合は

、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは

併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若

しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の職務に従事することができるものとする。

2 略

3 略

（管理者による管理）

第 12 1条 共同生活住居の管理者は、同時に介

護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着

型サービス（サテライト型指定認知症対応型共

同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供

する指定認知症対応型共同生活介護を除く。）

、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着

型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院

、診療所又は社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし、これらの事業所、施設

等が同一敷地内にあること等により当該共同生

活住居の管理上支障がない場合は、この限りで

なし＼〕

（協力医療機関等）

第 12 5条略
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立指定認知症対応型共同生活介謹事業者は、 1

年に 1回以上、協力医療機関との間で、利用者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

もに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出

なければならない。

土指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成 10年法律第 11 4号）第6条

第 17項に規定する第二種協定指定医療機関（

以下「第二種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定

する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感

染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を

取り決めるように努めなければならない。

立指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協

力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応について

協議を行わなければならない。

旦指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可

能となった場合においては、再び当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居さ

せることができるように努めなければならない

7 略

8 略

（記録の整備）

第 12 7条略

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完

結の日から 5年間保存しなければならない。

(1) 略

(2) 第 11 5条第 2項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)第 11 7条第 6項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第 28条の規定によ

豆市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第 38 条第 2 項四~

定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第 2項竺星

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(7) 略

（準用）

2 略

3 略

（記録の整備）

第 12 7条略

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完

結の日から 5年間保存しなければならない。

(1) 略

(2) 第 11 5条第 2項に規定する 提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)第 11 7条第 6項に規定する 身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第 28条に規定する

＿市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第 38条第 2項丘墨

定する 苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第 2項に想

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(7) 略

（準用）
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第 12 8条第9条、第 10条、第 12条、第 1

3条、第22条、第28条、第 32条の 2、第

34条から第36条まで、第38条、第40条

から第41条まで、第 59条の 11、第59条

の15、第 59条の 16、第59条の 17第1

項から第4項まで、第 99条、第 104条及び

第 106条の 2の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場合

において、第 9条第 1項中「第31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第 12 2条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の2第2項、第34条第 1項並びに第40条の

2第 1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者

」と、第59条の 11第2項中「この節」とあ

るのは「第6章第4節」と、第 59条の 16第

2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59 

条の 17第 1項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応型

共同生活介護について知見を有する者」と、 「

6月」とあるのは「 2月」と、第99条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と読み替えるものとする。

（従業者の員数）

第 13 0条指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置

くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の提供に当たる従業者（以下「地域密着型特定

施設従業者」という。）の員数は、次のとおり

とする。

(1)生活相談員 1以上

(2)看護師若しくは准看護師（以下この章にお

いて「看護職員」という。）又は介護職員

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤

換算方法で、利用者の数が 3又はその端数

を増すごとに 1以上とすること。

イ略

ウ略

(3)機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上

2 

i 略

5 

6 第 1項第4号の計画作成担当者は、専らその

職務に従事する介護支援専門員であって、地域

密着型特定施設サービス計画の作成を担当させ

るのに適当と認められるものとする。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定地

域密着型特定施設における他の職務に従事する

第 12 8条第9条、第 10条、第 12条、第 1

3条、第 22条、第 28条、第32条の 2、第

34条から第 36条まで、第38条、第40条

から第41条まで、第 59条の 11、第59条

の15、第59条の 16、第59条の 17第 1

項から第4項まで、第 99条及び第 104条

の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。この場合

において、第 9条第 1項中「第 31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第 12 2条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第32条

の2第2項、第34条第 1項並びに第40条の

2第 1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者

」と、第59条の11第 2項中「この節」とあ

るのは「第6章第4節」と、第 59条の 16第

2項第 1号及び第3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 59

条の 17第 1項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「認知症対応型

共同生活介護について知見を有する者」と、 「

6月」とあるのは「 2月」と、第 99条中「小

規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と読み替えるものとする。

（従業者の員数）

第13 0条 指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置

くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の提供に当たる従業者（以下「地域密着型特定

施設従業者」という。）の員数は、次のとおり

とする。

(1) 生活相談員 1以上

(2)看護師若しくは准看護師（以下この章にお

いて「看護職員」という。）又は介護職員

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤

換算方法で、利用者の数が 3又はその端数

を増すごとに 1以上とすること。

イ略

ウ略

(3)機能訓練指導員 1以上

(4)計画作成担当者 1以上

2 

｝略

5 

6 第 1項第4号の計画作成担当者は、専らその

職務に従事する介護支援専門員であって、地域

密着型特定施設サービス計画の作成を担当させ

るのに適当と認められるものとする。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定地

域密着型特定施設における他の職務に従事する
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ことができるものとする。

7 第 1項第 1号、第3号及び第4号並びに前項

の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の

生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当

者については、次に掲げる本体施設の場合には

、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める職員により当該サテライト型特定施設の入

居者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。

(1)略

盈略
8 

i 略

1 0 

旦次に掲げる要件のいずれにも適合する場合

における第 1項第 2号アの規定の適用について

は、当該規定中「 1」とあるのは、 「0. 9」

とする。

隼第149条において準用する第 10 6条の

2に規定する委員会において、利用者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減を図るための取組に関する次に掲げる

事項について必要な検討を行い、及び当該事

項の実施を定期的に確認していること。

ヱ利用者の安全及びケアの質の確保

土地域密着型特定施設従業者の負担軽減及

び勤務状況への配慮

立緊急時の体制整備

王業務の効率化、介護サービスの質の向上

等に資する機器（次号において「介護機器

」という。）の定期的な点検

主地域密着型特定施設従業者に対する研修

堡介護機器を複数種類活用していること。

堡利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減を図るため、地域密着

型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っ

ていること。

旦L利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減を図る取組による介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行

われていると認められること。

（管理者）

第 13 1条 指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに

専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定地域密着型特定施設の

管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型

特定施設における他の職務に従事し、又はー一

ことができるものとする。

7 第 1項第 1号、第 3号及び第4号並びに前項

の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の

生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当

者については、次に掲げる本体施設の場合には

、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める職員により当該サテライト型特定施設の入

居者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。

(1)略

盆疇介護支援専門員（指定介護療養型医

療施設の場合に限る。）

(3)略

8 

i 略

1 0 

（管理者）

第 13 1条指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに

専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし、指定地域密着型特定施設の

管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型

特定施設における他の職務に従事し、又は匝二
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他の事業所、施設等若しくは本体

施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合

は、管理者としての職務を除く。）若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若し

くは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

職務に従事することができるものとする。

（協力医療機関等）

第 14 7条 指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者は、利用者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、協力医療機関を定めておか

なければならない。

旦指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定め

るに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力

医療機関を定めるように努めなければならない

旦—

旦）利用者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常

時確保していること。

盈当該指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保しているこ

と〇

旦指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で

、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに、協力医療機関の名称等を、市長

に届け出なければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。

旦指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。

旦指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、

退院が可能となった場合においては、再び当該

指定地域密着型特定施設に速やかに入居させる

ことができるように努めなければならない。

工略
（記録の整備）

第 14 8条略

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から 5年間保存しなけ

敷地内にある他の事業所、施設等若しくは本体

施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合

は、管理者としての職務を除く。）若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若し

くは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

職務に従事することができるものとする。

（協力医療機関等） ｀ 

第 14 7条指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者は、利用者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、協力医療機関を定めておか

なければならない。

旦略
（記録の整備）

第 14 8条略

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から 5年間保存しなけ
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ればならない。

(1) 略

(2)第 13 6条第 2項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)第 13 8条第 5項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第 14 6条第 3項の規定による結果等の記

録

(5)次条において準用する第28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

(6)次条において準用する第38条第 2項2墨

定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第 2項竺規

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(8)略

（準用）

第 14 9条第12条、第 13条、第22条、第

28条、第32条の 2、第34条から第38条

まで、第40条から第41条まで、第 59条の

1 1、第 59条の 15、第 59条の 16、第5

9条の 17第 1項から第4項まで、第 99条及

び第 10 6条の 2の規定は、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業について準用する

。この場合において、第32条の 2第 2項、第

34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第

3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者

」と、第 59条の 11第 2項中「この節」とあ

るのは「第 7章第4節」と、第 59条の 16第

2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業

者」と、第 59条の 17第 1項中「地域密着型

通所介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型特定施設入居者生活介護について

知見を有する者」と、 「6月」とあるのは「 2

月」と、第 99条中「小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業

者」と読み替えるものとする。

（従業者の員数）

第 15 1条 指定地域密着型介護老人福祉施設に

置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理

栄養士との連携を図ることにより当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待

することができる場合であって、入所者の処遇

に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理

栄養士を置かないことができる。

(1) 医師入所者に対し健康管理及び療養上の

ればならない。

(1) 略

(2) 第 13 6条第 2項に規定する 提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)第 13 8条第5項に規定する 身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4)第 14 6条第 3項に規定する 結果等の記

録

(5) 次条において準用する第 28条に規定する

＿市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第 2項正規

定する 苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第 2項ヒ規

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(8)略

（準用）

第 14 9条第12条、第 13条、第 22条、第

28条、第 32条の 2、第 34条から第 38条

まで、第40条から第41条まで、第 59条の

1 1、第 59条の 15、第 59条の 16、第5

9条の 17第 1項から第4項まで及び第 99条

の規定は、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の事業について準用する

。この場合において、第32条の 2第 2項、第

34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第

3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者

」と、第59条の 11第 2項中「この節」とあ

るのは「第7章第4節」と、第59条の 16第

2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業

者」と、第59条の 17第 1項中「地域密着型

通所介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型特定施設入居者生活介護について

知見を有する者」と、 「6月」とあるのは「 2

月」と、第99条中「小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業

者」と読み替えるものとする。

（従業者の員数）

第 15 1条指定地域密着型介護老人福祉施設に

置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理

栄養士との連携を図ることにより当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待

することができる場合であって、入所者の処遇

に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理

栄養士を置かないことができる。

(1) 医師入所者に対し健康管理及び療養上の
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2 

指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 1以上

(3)介護職員又は看護師若しくは准看護師（以

下この章において「看護職員」という。）

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換

算方法で、入所者の数が 3又はその端数を

増すごとに 1以上とすること。

イ 看護職員の数は、 1以上とすること。

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5)機能訓練指導員 1以上

(6)介護支援専門員 1以上

｝略

7 

8 第 1項第 2号及び第4号から第6号までの規

定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活

相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練

指導員又は介護支援専門員については、次に掲

げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める職員により当該サ

テライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かないこ

とができる。

(1)略

(2)略

(3)病院栄養士又は 管理栄養士（病床数

1 0 0以上の病院の場合に限る。）

(4)略， 
｝略

1 7 

（設備）

第 15 2条指定地域密着型介護老人福祉施設の

設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 

｝略

(5) 

(6) 医務室医療法（昭和 23年法律第 20 5 

豆し第 1条の 5第2項に規定する診療所とす

ることとし、入所者を診療するために必要な

医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応

じて臨床検査設備を設けること。ただし、本

体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域

密着型介護老人福祉施設であるサテライト型

居住施設については医務室を必要とせず、入

所者を診療するために必要な医薬品及び医療

機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設

備を設けることで足りるものとする。

2 

指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 1以上

(3)介護職員又は看護師若しくは准看護師（以

下この章において「看護職員」という。）

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換

算方法で、入所者の数が 3又はその端数を

増すごとに 1以上とすること。

イ 看護職員の数は、 1以上とすること。

(4)栄養士又は管理栄養士 1以上

(5)機能訓練指導員 1以上

(6)介護支援専門員 1以上

i 略

7 

8 第 1項第2号及び第4号から第6号までの規

定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活

相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練

指導員又は介護支援専門員については、次に掲

げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める職員により当該サ

テライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かないこ

とができる。

(1)略

(2) 略

(3)病院栄養士若しくは管理栄養士（病床数

1 0 0以上の病院の場合に限る。）又は介護

支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合

に限る。）

(4)略， 
｝ 略

1 7 

（設備）

第 15 2条指定地域密着型介護老人福祉施設の

設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 

i 略

(5) 

(6) 医務室医療法

ー第1条の 5第 2項に規定する診療所とす

ることとし、入所者を診療するために必要な

医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応

じて臨床検査設備を設けること。ただし、本

体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域

密着型介護老人福祉施設であるサテライト型

居住施設については医務室を必要とせず、入

所者を診療するために必要な医薬品及び医療

機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設

備を設けることで足りるものとする。
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(7) 

［略

(9) 

2 略

（緊急時等の対応）

第 16 5条の 2 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供を行っているときに入所者

の病状の急変が生じた場合その他必要な場合の

ため、あらかじめ、第 15 1条第 1項第 1号に

掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当

該医師及び当該協力医療機関との連携方法その

他の緊急時等における対応方法を定めておかな

ければならない。

旦指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の

医師及び協力医療機関の協力を得て、 1年に 1

回以上、緊急時等における対応方法の見直しを

行い、必要に応じて緊急時等における対応方法

の変更を行わなければならない。

（管理者による管理）

第 16 6条 指定地域密着型介護老人福祉施設の

管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の職務に従事する常勤の者でなければな

らない。ただし、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の管埋上支障がない場合は、

他の事業所、施設等又は本体施設の職

務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理

者としての職務を除く。）に従事することがで

きる。

（計画担当介護支援専門員の責務）

第 16 7条 計画担当介護支援専門員は、第 15 

8条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。

(1) 

！ 略

(4) 

(5)第 15 7条第 5項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行

二こと。

(6) 第 17 7条において準用する第 38条第 2

項の規定による苦情の内容等の記録を行うこ

と。

(7) 第 17 5条第 3項の規定による事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

を行うこと。

（協力医療機関等）

第 17 2条 指定地域密着型介護老人福祉施設は

、入所者の病状の急変等に備えるため 、あら

かじめ、次の各号に掲げる要件全満］こす協力医

(7) 

t 略

(9) 

2 略

（緊急時等の対応）

第 16 5条の 2 指定地域密着型介護老人福祉施

設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供を行っているときに入所者

の病状の急変が生じた場合その他必要な場合の

ため、あらかじめ、第 15 1条第 1項第 1号に

掲げる医師

との連携方法その

他の緊急時等における対応方法を定めておかな

ければならない。

（管理者による管理）

第 16 6条 指定地域密着型介護老人福祉施設の

管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の職務に従事する常勤の者でなければな

らない。ただし、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地

内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職

務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理

者としての職務を除く。）に従事することがで

きる。

（計画担当介護支援専門員の責務）

第 16 7条計画担当介護支援専門員は、第 15 

8条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。

(1) 

？ 略

(4) 

(5) 第 15 7条第 5項に規定する 身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する

こと。

(6) 第 17 7条において準用する第 38条第 2

項に規定する 苦情の内容等を記録する こ

と。

(7) 第 17 5条第 3項に規定する 事故の状況

及び事故に際して採った処置について記録す

る こと。

（協力病院等）

第 17 2条指定地域密着型介護老人福祉施設は

、入院治療を必要とする入所者のために、あら

かじめ、協力病院
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療機関（第 3号に掲げる要件を満たす協力医療

機関にあっては、病院に限る。）を定めておか を定めておか

なければならない。ただし、複数の医療機関を lなければならない。

協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。

旦L入所者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常

時確保していること。

盈当該指定地域密着型介護老人福祉施設から

の診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を、常時確保していること。

堡入所者の病状が急変した場合等において、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師

又は協力医療機関その他の医療機関の医師が

診療を行い、入院を要すると認められた入所

者の入院を原則として受け入れる体制を確保

していること。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、 1年に

1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに

、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なけ

ればならない。

立指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応を取り決めるように努めなければな

らない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医

療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。

旦指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者

が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定地域密着

型介護老人福祉施設に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。

旦略
（記録の整備）

第 17 6条略

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者

に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。

(1) 略

(2) 第 15 5条第 2項の規定による提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)第 15 7条第 5項の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心身の

旦略
（記録の整備）

第 17 6条略

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者

に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。

(1) 略

(2) 第 15 5条第 2項に規定する 提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(3)第 15 7条第 5項に規定する 身体的拘束

等の態様及び時間、その際の入所者の心身の
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状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4)次条において準用する第28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

(5)次条において準用する第38条第 2項竺墨

定による苦情の内容等の記録

(6)前条第 3項の規定による事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(7)略

（準用）

第 17 7条第9条、第 10条、第 12条、第 1

3条、第 22条、第28条、第32条の 2、第

34条、第 36条、第38条、第40条の 2、

第41条、第 59条の 11、第 59条の 15.)__ 

第59条の 17第 1項から第4項まで及び第 1

06条の 2の規定は、指定地域密着型介護老人

福祉施設について準用する。この場合において

、第9条第 1項中「第31条に規定する運営規

程」とあるのは「第 16 8条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第 32条の 2第2

項、第34条第 1項並びに第40条の 2第 1号

及び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 13 

条第 1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入

所の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支

援（法第46条第 1項に規定する指定居宅介護

支援をいう。以下同じ。）が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」

と、第 59条の 11第2項中「この節」とある

のは「第8章第4節」と、第59条の 17第1

項中「地域密着型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」と

、 「6月」とあるのは「 2月」と読み替えるも

のとする。

（勤務体制の確保等）

第 18 7条略

2 

i 略

4 

旦ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研

修を受講するよう努めなければならない。

6 略

（準用）

第18 9条第9条、第 10条、第 12条、第 1

3条、第 22条、第28条、第 32条の 2、第

34条、第 36条、第 38条、第40条の 2、

第41条、第 59条の 11、第59条の 15、

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4)次条において準用する第28条に規定する

＿市への通知に係る記録

(5)次条において準用する第 38条第 2項に屋

定する 苦情の内容等の記録

(6)前条第 3項に規定する 事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(7)略

（準用）

第17 7条第9条、第 10条、第 12条、第 1

3条、第22条、第 28条、第32条の 2、第

34条、第 36条、第 38条、第40条の 2、

第41条、第 59条の 11、第59条の 15及

び第59条の 17第 1項から第4項まで

の規定は、指定地域密着型介護老人

福祉施設について準用する。この場合において

、第9条第 1項中「第 31条に規定する運営規

程」とあるのは「第 16 8条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第32条の 2第2

項、第 34条第 1項並びに第40条の 2第 1号

及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 13 

条第 1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入

所の際に」と、同条第 2項中「指定居宅介護支

援（法第46条第 1項に規定する指定居宅介護

支援をいう。以下同じ。）が利用者に対して行

われていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」

と、第 59条の 11第 2項中「この節」とある

のは「第8章第4節」と、第59条の 17第 1

項中「地域密着型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」と

、 「6月」とあるのは「 2月」と読み替えるも

のとする。

（勤務体制の確保等）

第 18 7条略

2 

i 略

4 

旦略
（準用）

第18 9条第9条、第 10条、第 12条、第 1

3条、第22条、第 28条、第 32条の 2、第

34条、第36条、第 38条、第40条の 2、

第41条、第 59条の 11、第59条の 15、
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第 59条の 17第 1項から第4項まで、第 10 

6条の 2、第 15 3条から第 15 5条まで、第

1 5 8条、第 16 1条、第 16 3条から第 16 

7条まで及び第 17 1条から第 17 6条までの

規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設について準用する。この場合において、

第 9条第 1項中「第 31条に規定する運営規程

」とあるのは「第 18 6条に規定する重要事項

に関する規程」と、同項、第 32条の 2第 2項

、第 34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及

び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪間介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と、第 13条

第 1項中「指定定期巡回・随時対応型訪間介護

看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居

の際に」と、同条第 2項中「指定居宅介護支援

（法第46条第 1項に規定する指定居宅介護支

援をいう。以下同じ。）が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介詭認定」とあるのは「要介護認定」と

、第59条の 11第2項中「この節」とあるの

は「第 8章第 5節」と、第 59条の 17第 1項

中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「 2月」と、第 16 7条中

「第 15 8条」とあるのは「第 18 9条におい

て準用する第 15 8条」と、同条第 5号中「第

1 5 7条第 5項」とあるのは「第 18 2条第7

項」と、同条第 6号中「第 17 7条」とあるの

は「第 18 9条」と、同条第 7号中「第 17 5 

条第 3項」とあるのは「第 18 9条において準

用する第 17 5条第 3項」と、第 17 6条第 2

項第 2号中「第 15 5条第 2項」とあるのは「

第 18 9条において準用する第 15 5条第 2項

」と、同項第 3号中「第 15 7条第 5項」とあ

るのは「第 18 2条第 7項」と、同項第4号及

び第 5号中「次条」とあるのは「第 18 9条」

と、同項第 6号中「前条第 3項」とあるのは「

第 18 9条において準用する前条第 3項」と読

み替えるものとする。

（従業者の員数等）

第 19 1条略

2 

｝略

6 

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次

の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されて

いる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従

業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人

第 59条の 17第 1項から第4項まで

、第 15 3条から第 15 5条まで、第

1 5 8条、第 16 1条、第 16 3条から第 16 

7条まで及び第 17 1条から第 17 6条までの

規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設について準用する。この場合において、

第9条第 1項中「第 31条に規定する運営規程

」とあるのは「第 18 6条に規定する重要事項

に関する規程」と、同項、第 32条の 2第 2項

、第 34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及

び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「従業者」と、第 13条

第 1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居

の際に」と、同条第 2項中「指定居宅介護支援

（法第46条第 1項に規定する指定居宅介護支

援をいう。以下同じ。）が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と

、第59条の 11第 2項中「この節」とあるの

は「第 8章第 5節」と、第 59条の 17第 1項

中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「 2月」と、第 16 7条中

「第 15 8条」とあるのは「第 18 9条におい

て準用する第 15 8条」と、同条第 5号中「第

1 5 7条第 5項」とあるのは「第 18 2条第 7

項」と、同条第 6号中「第 17 7条」とあるの

は「第 18 9条j と、同条第 7号中「第 17 5 

条第3項」とあるのは「第 18 9条において準

用する第 17 5条第3項」と、第 17 6条第 2

項第 2号中「第 15 5条第 2項」とあるのは「

第 18 9条において準用する第 15 5条第 2項

」と、同項第 3号中「第 15 7条第 5項」とあ

るのは「第 18 2条第 7項」と、同項第4号及

び第 5号中「次条」とあるのは「第 18 9条」

と、同項第6号中「前条第 3項」とあるのは「

第 18 9条において準用する前条第 3項」と読

み替えるものとする。

（従業者の員数等）

第 19 1条略

2 

｝ 略

6 

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次

の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されて

いる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従

業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人
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員に関する基準を満たす従業者を置いていると

きは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者

は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事する

ことができる。

(1) 

i 略

(3) 

辺略
8 

｝略

1 4 

（管理者）

第 19 2条 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し、又は

ー他の事業所、施設等

の職務に従事する

ことができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない

場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができる。

3 第 1項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定複合型サービス事業所（指定複合型サービス

の事業を行う事業所をいう。以下同じ。）等の

従業者若しくは訪問介護員等として 3年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、省令第 17 2条第2項に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているもの又

は保健師若しくは看護師でなければならない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針）

第 19 7条 指定看護小規模多機能型居宅介護の

方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1)指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用

者が住み慣れた地域での生活を継続すること

ができるよう、利用者の病状、心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ

員に関する基準を満たす従業者を置いていると

きは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者

は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事する

ことができる。

(1) 

i 略

(3) 

旦L指定介護療養型医療施設（療養病床を有す

る診療所であるものに限る。）

坦略
8 

！略

1 4 

（管理者）

第19 2条 指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内

ヒ些ゑ他の事業所、施設等若しくは当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前

条第7項各号に掲げる施設等の職務に従事する

ことができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない

場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができる。

3 第1項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業

所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定複合型サービス事業所（指定複合型サービス

の事業を行う事業所をいう。以下同じ。）等の

従業者若しくは訪問介護員等として 3年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、省令第 17 2条第 2項に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているもの又

は保健師若しくは看護師でなければならない。

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取

扱方針）

第19 7条指定看護小規模多機能型居宅介護の

方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1)指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用

者が住み慣れた地域での生活を継続すること

ができるよう、利用者の病状、心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ
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スを柔軟に組み合わせることにより、当該利

用者の居宅において、又はサービスの拠点に

通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活

上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又

は必要な診療の補助を妥当適切に行うものと

する。

(2) 

［ 略

(5) 

(6)指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は

、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

辺指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は

、身体的拘束等の適正化を図るため‘次に掲

げる措置を講じなければならない。

二身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を 3月

に 1回以上開催するとともに、その結果に

ついて、看護小規模多機能型居宅介護従業

者に周知徹底を図ること。

工身体的拘束等の＿適正化のための指針を整

備すること。

之看護小規模多機能型居宅介護従業者に対

し、身体的拘束等の適正化のための研修を

疇的に実施すること。

(8) 略

(9)略

旦位略
旦旦略
旦盆略
（記録の整備）

第 20 1条略

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から 5年間保存しなければならない

(1) 略

(2) 略

(3)第 19 7条第 6号の規定による身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 略

(5) 略

(6) 次条において準用する第 20条第 2項旦星

定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

スを柔軟に組み合わせることにより、療養上

の管旦馴汀□で

する。

(2) 

｝略

(5) 

妥当適切に行うものと

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は

、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

皇略
(8) 略

旦L 略

旦見略
旦旦略
（記録の整備）

第 20 1条略

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、

利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から 5年間保存しなければならない

(1) 略

(2) 略

(3) 第 19 7条第 6号に規定する 身体的拘束

等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 略

(5) 略

(6) 次条において準用する第 20条第 2項丘墨

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録



-36-

--0123456789

(7)次条において準用する第28条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

(8)次条において準用する第38条第 2項竺墨

定による苦情の内容等の記録

(9) 次条において準用する第40条第 2項竺規

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(10) 略

（準用）

第202条第9条から第 13条まで、第20条

、第22条、第28条、第 32条の 2、第 34

条から第 38条まで、第40条から第41条ま

で、第 59条の 11、第59条の 13、第 59 

条の 15から第59条の 17まで、第87条か

ら第 90条まで、第93条から第95条まで、

第 97条、第98条、第 10 0条、第 10 1条

、第 10 3条、第 104条、第 10 6条及び第

1 0 6条の 2の規定は、指定看護小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場合

において、第9条第 1項中「第 31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第202条において

準用する第 100条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第 32条の 2第2項、第 3

4条第 1項並びに第40条の 2第1号及び第 3

号中「定期巡回・随時対応型訪間介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第 59条の 11第2項中「この節

」とあるのは「第 9章第4節」と、第59条の

1 3第 3項及び第4項並びに第59条の 16第

2項第 1号及び第3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第59条の 17第 1項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、 「6月」とあるのは「

2月」と、 「活動状況」とあるのは「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況

」と、第87条中「第82条第 12項」とある

のは「第 19 1条第 13項」と、第89条及び

第97条中「小規模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第 10 6条中「第82条第6項の表中

欄」とあるのは「第 19 1条第7項各号」と読

み替えるものとする。

（電磁的記録等）

第203条 指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、

作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

(7)次条において準用する第28条に規定する

＿市への通知に係る記録

(8)次条において準用する第38条第 2項正墨

定する 苦情の内容等の記録

(9) 次条において準用する第40条第 2項ヒ屋

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(10) 略

（準用）

第202条第9条から第 13条まで、第 20条

、第22条、第28条、第 32条の 2、第 34

条から第38条まで、第40条から第41条ま

で、第 59条の 11、第 59条の 13、第 59

条の 15から第59条の 17まで、第87条か

ら第90条まで、第93条から第95条まで、

第97条、第 98条、第 10 0条、第 10 1条

、第 10 3条、第 10 4条及び第 10 6条

の規定は、指定看護小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場合

において、第 9条第 1項中「第31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第 202条において

準用する第 10 0条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第 32条の 2第2項、第 3

4条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第3

号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第59条の 11第2項中「この節

」とあるのは「第 9章第4節」と、第 59条の

1 3第3項及び第4項並びに第 59条の 16第

2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」と、第59条の 17第 1項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、 「6月」とあるのは「

2月」と、 「活動状況」とあるのは「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況

」と、第87条中「第 82条第 12項」とある

のは「第 19 1条第 13項」と、第89条及び

第97条中「小規模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第 10 6条中「第82条第6項の表中

欄」とあるのは「第 19 1条第 7項各号」と読

み替えるものとする。

（電磁的記録等）

第203条指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、

作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形
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その他の人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）により行うことが

規定されているもの又は想定されるもの（第 1

2条第 1項（第59条、第 59条の 2、第 59 

条の 20の3、第 59条の 38、第80条、第

1 0 8条、第 12 8条、第 14 9条、第 17 7 

条、第 18 9条及び前条において準用する場合

を含む。）、第 11 5条第 1項、第 13 6条第

1項及び第 15 5条第 1項（第 18 9条におい

て準用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録

ーにより行うことができる。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説

明、同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この条

例において書面により行うことが規定されてい

るもの又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の

知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。

その他の人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）により行うことが

規定されているもの又は想定されるもの（第 1

2条第 1項（第59条、第 5・9条の 2、第 59 

条の 20の3、第 59条の 38、第80条、第

1 0 8条、第 12 8条、第 14 9条、第 17 7 

条、第 18 9条及び前条において準用する場合

を含む。）、第 11 5条第 1項、第 13 6条第

1項及び第 15 5条第 1項（第 18 9条におい

て準用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説

明、同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この条

例において書面により行うことが規定されてい

るもの又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の

知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。

（茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

（基本方針） （基本方針）

第3条指定居宅介護支援（法第46条第 1項に第3条指定居宅介護支援（法第46条第 1項に

規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。 規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。

）の事業は、要介護状態となった場合において ）の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において も、その利用者が可能な限りその居宅において

、その有する能力に応じ自立した日常生活を営 、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるように配慮して行われるもので むことができるように配慮して行われるもので

なければならない。 なければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の 2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の

状況、その置かれている環境等に応じて、利用 状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及 者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的 び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われる かつ効率的に提供されるよう配慮して行われる

ものでなければならない。 ものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者（法第46条第 1項 3 指定居宅介護支援事業者（法第46条第 1項

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以

下同じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当た 下同じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当た

っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に つては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に

利用者の立場に立って、利用者に提供される指 利用者の立場に立って、利用者に提供される指

定居宅サービス等（法第8条第24項に規定す 定居宅サービス等（法第8条第 24項に規定す

る指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が る指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）が
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特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者

（法第41条第 1項に規定する指定居宅サービ

ス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏す

ることのないよう、公正中立に行われなければ

ならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の事業の運営に当たっては、市、地域包括支

援センター（法第 11 5条の46第1項に規定

する地域包括支援センターをいう。以下

同じ。）、老人介護支援センタ

- （老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）

第20条の 7の2第 1項に規定する老人介護支

援センターをいう。）、他の指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者（法第 58条

第 1項に規定する指定介護予防支援事業者をい

う。以下同じ。）、介護保険施設、指定特定相

談支援事業者（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成 17年法

律第 12 3号）第 51条の 17第 1項第 1号に

規定する指定特定相談支援事業者をいう。）等

との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の

擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援を提供するに当たっては、法第 11 8条の 2

第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。

（従業者の員数）

第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に

係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」

という。）ごとに 1以上の員数の指定居宅介護

支援の提供に当たる介護支援専門員であって常

勤であるものを置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数」

当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支

援事業者の指定を併せて受け、又は法第 11 5 

条の 23第 3項の規定により地域包括支援セン

ターの設置者である指定介護予防支援事業者か

ら委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所

において指定介護予防支援（法第58条第 1項

に規定する指定介護予防支援をいう。以下この

項及び第 15条第 32号において同じ。）を行

う場合にあっては、当該事業所における指定居

宅介護支援の利用者の数に当該事業所における

指定介護予防支援の利用者の数に 3分の 1を乗

じた数を加えた数。次項において同じ。）が 4

土又はその端数を増すごとに 1とする。

特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者

（法第41条第 1項に規定する指定居宅サービ

ス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏す

ることのないよう、公正中立に行われなければ

ならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の事業の運営に当たっては、市、地域包括支

援センター（法第 11 5条の 46第 1項に規定

する地域包括支援センターをいう。第 15条第

3 0号において同じ。）、老人介護支援センタ

- （老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）

第20条の 7の2第 1項に規定する老人介護支

援センターをいう。）、他の指定居宅介護支援

事業者、指定介護予防支援事業者（法第 58条

第 1項に規定する指定介護予防支援事業者をい

う。以下同じ。）、介護保険施設、指定特定相

談支援事業者（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成 17年法

律第 12 3号）第 51条の 17第 1項第 1号に

規定する指定特定相談支援事業者をいう。）等

との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の

擁謹、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援を提供するに当たっては、法第 11 8条の 2

第 1項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。

（従業者の員数）

第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に

係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」

という。）ごとに 1以上の員数の指定居宅介護

支援の提供に当たる介護支援専門員であって常

勤であるものを置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数亙

3 5 

＿又はその端数を増すごとに 1とする。
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立前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援

事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会（

昭和 34年 1月 1日に社団法人国民健康保険中

央会という名称で設立された法人をいう。）が

運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及

び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子

計算機と接続された居宅サービス計画（法第8

条第 24項に規定する居宅サービス計画をいう

。以下同じ。）の情報の共有等のための情報処

理システムを利用し、かつ、事務職員を配置し

ている場合における第 1項に規定する員数の基

準は、利用者の数が49又はその端数を増すご

とに 1とする。

（管理者）

第 5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。

2 略

3 第 1項に規定する管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、次に

掲げる場合は、この限りでない。

(I)略

(2) 管理者が 他の事業所、施

設等の職務に従事する場合（その管理する指

定居宅介謹支援事業所の管理に支障がない場

合に限る。）

（内容及び手続の説明及び同意）

第 6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第 20条に規定す

る運営規程の概要その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記載

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければなら

ない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、居宅サービス計画

が第 3条に規定する基本方針及

び利用者の希望に基づき作成されるものであり

、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができること

（管理者）

第 5条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなけれ

ばならない。

2 略

3 第 1項に規定する管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、次に

掲げる場合は、この限りでない。

(1) 略

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事する場合（その管理する指

定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場

合に限る。）

（内容及び手続の説明及び同意）

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第 20条に規定す

る運営規程の概要その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記載

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければなら

ない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ

、居宅サービス計画（法第 8

条第 24項に規定する居宅サービス計画をいう

。以下同じ。）が第 3条に規定する基本方針及

び利用者の希望に基づき作成されるものであり

、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができること、前 6月

間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画の総数のうちに訪間介

護、通所介設、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この項において「訪問介護等」と

いう。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービ

ス計画の数が占める割合、前 6月間に当該指定

居宅介護支扱事業所において作成された居宅サ
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ービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又

は指定地域密着型サービス事＿業者によって提供

等につき説明を行い、 されたものが占める割合等につき説明を行い、

理解を得なければならない。 1 理解を得なければならない。

立指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、前 6月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス

計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉

用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項

において「訪間介護等」という。）がそれぞれ

位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合及び前 6月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画に位置

付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一

の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型

サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合につき説明を行い、理解を得るよう努め

なければならない。

4 略

立指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又は

その家族からの申出があった場合には、第 1項

の規定による文書の交付に代えて、第 8項で定

めるところにより、当該利用申込者又はその家

族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この

場合において、当該指定居宅介護支援事業者は

、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

イ 指定居宅介謹支援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録され

た第 1項に規定する重要事項を電気通信回

線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧

に供し、当該利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、指定居

宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機

旦略

上指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又は

その家族からの申出があった場合には、第 1項

の規定による文書の交付に代えて、第 7項で定

めるところにより、当該利用申込者又はその家

族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この

場合において、当該指定居宅介護支援事業者は

、当該文書を交付したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録され

た第 1項に規定する重要事項を電気通信回

線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧

に供し、当該利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、指定居

宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機
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に備えられたファイルにその旨を記録する

方法）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第 36条第 1項において同

じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに第 1項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法

旦略
工第5項第 1号の「電子情報処理組織」とは、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算

機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。

旦指定居宅介護支援事業者は、第 5項の規定に

より第 1項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又は

その家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。

(1) 第 5項各号に規定する方法のうち指定居宅

介護支援事業者が使用するもの

(2) 略

9 略

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第 15条 指定居宅介護支援の方針は、第 3条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。

(1) 略

(2) 略

皇指定居宅介護支援の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行っ

てはならない。

辺身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

なv¥o 

豆L略

(6) 略

(7) 略

(8) 略

(9) 略

旦旦略
叫介謹支援専門員は、サービス担当者会議

に備えられたファイルにその旨を記録する

方法）

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物

をもって調

製するファイルに第 1項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法

5 略

旦第4項第 1号の「電子情報処理組織」とは、

指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算

機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。

_]_ 指定居宅介護支援事業者は、第4項の規定に

より第 1項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又は

その家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。

(1) 第4項各号に規定する方法のうち指定居宅

介護支援事業者が使用するもの

(2) 略

8 略

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

第 15条指定居宅介護支援の方針は、第 3条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。

(1) 略

(2) 略

皇略
皇略
豆略
豆略
辺略
旱略
旦上介護支援専門員は、サービス担当者会議
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（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付

けた指定居宅サービス等の担当者（以下この

条において「担当者」という。）を招集して

行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。こ

の場合において、利用者又はその家族（以下

この号において「利用者等」という。）が参

加するときにあっては、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）をいう。以下同じ。）の開催

により、利用者の状況等に関する情報を担当

者と共有するとともに、当該居宅サービス計

画の原案の内容について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る

。）の心身の状況等により、主治の医師又は

歯科医師（以下この条において「主治の医師

等」という。）の意見を勘案して必要と認め

る場合その他のやむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等により意

見を求めることができるものとする。

饂略

旦並略
旦位略
饂介護支援専門員は、居宅サービス計画の

作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを

含む。以下「モニタリング」という。）を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、

指定居宅サービス事業者等との連絡調整その

他の便宜の提供を行うものとする。

饂介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受けた

ときその他必要と認めるときは、利用者の服
くう

薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は

生活の状況に係る情報のうち必要と認めるも

のを、利用者の同意を得て主治の医師等

又は薬剤師に提供するものとする

嬰介護支援専門員は、モニタリングに当た

っては、利用者及びその家族、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。

ア少なくとも 1月に 1回

--、利用者に面接すること。

エアの規定による面接は、利用者の居宅を

（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付

けた指定居宅サービス等の担当者（以下この

条において「担当者」という。）を招集して

行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。こ

の場合において、利用者又はその家族（以下

この号において「利用者等」という。）が参

加するときにあっては、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）をいう。以下同じ。）の開催

により、利用者の状況等に関する情報を担当

者と共有するとともに、当該居宅サービス計

画の原案の内容について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。た

だし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る

。）の心身の状況等により、主治の医師又は

歯科医師（以下この条において「主治の医師

等」という。）の意見を勘案して必要と認め

る場合その他のやむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等により意

見を求めることができるものとする。

饂略

止旦略
早略
旦翌介護支援専門員は、居宅サービス計画の

作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握

（利用者についての継続的なアセスメントを

含む。以下「モニタリング」という。）を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、

指定居宅サービス事業者等との連絡調整その

．他の便宜の提供を行うものとする。

直介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受けた

ときその他必要と認めるときは、利用者の服
くう

薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は

生活の状況に係る情報のうち必要と認めるも

のを、利用者の同意を得て主治の医師若しく

は歯科医師又は薬剤師に提供するものとする

饂介護支援専門員は、モニタリングに当た

っては、利用者及びその家族、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡を継続的に行うことと

し、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。

ア 少なくとも 1月に 1回、利用者の居宅を

訪問し、利用者に面接すること。
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訪問することによって行うこと。ただし、

次のいずれにも該当する場合であって、少

なくとも 2月に 1回、利用者の居宅を訪問

し、利用者に面接するときは、利用者の居

宅を訪間しない月においては、テレビ電話

装置等を活用して、利用者に面接すること

ができるものとする。

立Lテレビ電話装置等を活用して面接を行

うことについて、文書により利用者の同

意を得ていること。

皇サービス担当者会議等において、次に

掲げる事項について主治の医師、担当者

その他の関係者の合意を得ていること。

土利用者の心身の状況が安定している

こと。

上利用者がテレビ電話装置等を活用し

て意思疎通を行うことができること。

ニ介護支援専門員が、テレビ電話装置

等を活用したモニタリングでは把握で

きない情報について、担当者から提供

を受けること。

立略

旦旦略

旦旦第 5号から第 14号までの規定は、墾上

互竺に規定する居宅サービス計画の変更につ

いて準用する。

旦見略
旦旦略

旦旦略

旱略

旱略

旦旦略

旱略

旦互略
OO略

旱略

旱介護支援専門員は、利用者が提示する被

保険者証に認定審査会意見（法第 73条第 2

項に規定する認定審査会意見をいう。）又は

法第 37条第 1項の規定による指定に係る居

宅サービス若しくは地域密着型サービスの種

類についての記載がある場合には、利用者に

その趣旨（同項の規定による指定に係る居宅

サービス又は地域密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請ができることを含む

。）を説明し、理解を得た上で、その内容に

沿って居宅サービス計画を作成しなければな

らない。

旦旦略

旦旦指定居宅介護支援事業者は、法第 11 5 

工略
旦旦略

旦互~ 第 3号から第 12号までの規定は、堕上

彗に規定する居宅サービス計画の変更につ

いて準用する。

旦旦略

旦翌略

旱略

旦旦略

立盆略
旱略

旱略

旱略

旱略

図略
旦翌介護支援専門員は、利用者が提示する被

保険者証に認定審査会意見（法第 73条第 2

項に規定する認定審査会意見をいう。）又は

法第 37条第 1項の規定による指定に係る居

宅サービス若しくは地域密着型サービスの種

類についての記載がある場合には、利用者に

その趣旨（同項の規定による指定に係る居宅

サービス又は地域密着型サービスの種類につ

いては、その変更の申請ができることを含む

。）を説明し、理解を得た上で、その内容に

沿って居宅サービス計画を作成しなければな

らない。

旦旦略

皇皇指定居宅介謹支援事業者は、法第 11 5 
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条の 23第 3項の規定に基づき、地域包括支

援センターの設置者である指定介謹予防支援

事業者から指定介護予防支援

の業務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業

者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実

施できるよう配慮しなければならない。

旱略
（掲示）

第26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項（以下この条において「重要事項」

という。）を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項

＿を記載した書面を当該指定居宅介護支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、匝璽の規定に

よる掲示に代えることができる。

旦指定居宅介護支援事業者は、原則として、重

要事項をウェブサイトに掲載しなければならな

し‘

（゚記録の整備）

第 34条略

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しな

ければならない。

(1) 第 15条第 15号に規定する指定居宅サー

ビス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 略

皇第 15条第4号の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

旦L第 18条の規定による市への通知に係る記

録

但第30条第 2項の規定による苦情の内容等

の記録

豆第31条第 2項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

（準用）

第 35条第3条並びに第 2章及び前章（第 30 

条第6項及び第 7項を除く。）の規定は、基準

該当居宅介護支援（法第47条第 1項第 1号に

規定する基準該当居宅介護支援をいう。）の事

業について準用する。この場合において、第 6

条第 1項中「第20条」とあるのは「第35条

において準用する第 20条」と、同条第 2項中

条の 23第 3項の規定に基づき、地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援

事業者から指定介護予防支援（法第 58条第

1項に規定する指定介護予防支援をいう。）

の業務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業

者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実

施できるよう配慮しなければならない。心

旦旦略
（掲示）

第 26条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅

介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項

を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する

甕墨を記載した書面を当該指定居宅介護支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、回璽の規定に

よる掲示に代えることができる。

（記録の整備）

第 34条略

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しな

ければならない。

(I) 第 15条第 13号に規定する指定居宅サー

ビス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 略

皇第 18条に規定する 市への通知に係る記

録

辺第30条第2項に規定する 苦情の内容等

の記録

豆上第 31条第 2項に規定する 事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

（準用）

第 35条第3条並びに第 2章及び前章（第30

条第6項及び第 7項を除く。）の規定は、基準

該当居宅介護支援（法第47条第 1項第 1号に

規定する基準該当居宅介護支援をいう。）の事

業について準用する。この場合において、第 6

条第 1項中「第 20条」とあるのは「第 35条

において準用する第 20条」と、同条第 2項中
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「第3条」とあるのは「第 35条において準用

する第 3条」と、第 12条第 1項中「指定居宅

介護支援（法第46条第4項の規定に基づき居

宅介護サービス計画費（同条第 1項に規定する

居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該

当居宅介護支援」と、 「居宅介護サービス計画

費の」とあるのは「特例居宅介護サービス計画

費の」と、第 13条中「前条第 1項」とあるの

は「第 35条において読み替えて準用する前条

第 1項」と、第 15条中「第3条」とあるのは

「第 35条において準用する第 3条」と、 「前

条」とあるのは「第 35条において準用する前

条」と、第 34条第 2項第 1号中「第 15条第

1 5号」とあるのは「第 35条において準用す

る第 15条第 15号」と、同項第4号中「第 1

8条」とあるのは「第 35条において準用する

第 18条」と、同項第 5号中「第 30条第 2項

」とあるのは「第 35条において準用する第 3

0条第 2項」と、同項第6号中「第 31条第2

項」とあるのは「第35条において準用する第

3 1条第 2項」と読み替えるものとする。

（電磁的記録等）

第36条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本

、副本、複本その他文字、図形その他の人の知

覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）により行うことが規定されている

もの又は想定されるもの（第 9条（前条におい

て準用する場合を含む。）及び第 15条第 30

旦（前条において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

により行うことができる

「第3条」とあるのは「第 35条において準用

する第 3条」と、第 12条第 1項中「指定居宅

介護支援（法第46条第4項の規定に基づき居

宅介護サービス計画費（同条第 1項に規定する

居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該

当居宅介護支援」と、 「居宅介護サービス計画

費の」とあるのは「特例居宅介護サービス計画

費の」と、第 13条中「前条第 1項」とあるの

は「第 35条において読み替えて準用する前条

第 1項」と、第 15条中「第3条」とあるのは

「第35条において準用する第 3条」と、 「前

条」とあるのは「第 35条において準用する前

条」と、第 34条第 2項第 1号中「第 15条第

1 3号」とあるのは「第35条において準用す

る第 15条第 13号」と、同項第 3号中「第 1

8条」とあるのは「第 35条において準用する

第 18条」と、同項第4号中「第 30条第 2項

」とあるのは「第 35条において準用する第 3

0条第 2項」と、同項第 5号中「第 31条第2

項」とあるのは「第35条において準用する第

3 1条第 2項」と読み替えるものとする。

（電磁的記録等）

第 36条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本

、副本、複本その他文字、図形その他の人の知

覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）により行うことが規定されている

もの又は想定されるもの（第 9条（加条におい

て準用する場合を含む。）及び第 15条第 28

旦（前条において準用する場合を含む。）並び

に次項に規定するものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録」璽

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことができる

2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支 2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支

援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承 援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」 諾その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例において書面によ

り行うことが規定されているもの又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識ず

という。）のうち、この条例において書面によ

り行うことが規定されているもの又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す
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ることができない方法をいう。）によることが ることができない方法をいう。）によることが

できる。 できる。

（茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正）

（管理者）

第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は 他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。

2 略

（利用定員等）

第 9条略

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定居宅サービス（法第41条第 1項

に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ

。）、指定地域密着型サービス（法第42条の

2第 1項に規定する指定地域密着型サービスを

いう。以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第

46条第 1項に規定する指定居宅介護支援をい

う。）、指定介護予防サービス（法第 53条第

1項に規定する指定介護予防サービスをいう。

以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは指定介護予防支援（法第58条第 1

項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事

業又は介護保険施設若しくは健康保険法等の一

部を改正する法律（平成 18年法律第83号）

第26条の規定による改正前の法第48条第 1

項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設

の運営（第46条第 7項及び第 71条第

9項において「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について 3年以上の経験を有する者でな

ければならない。

（管理者）

第 10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他

（管理者）

第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければ

ならない。ただし、単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。

2 略

（利用定員等）

第 9条略

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定居宅サービス（法第41条第 1項

に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ

。）、指定地域密着型サービス（法第42条の

2第 1項に規定する指定地域密着型サービスを

いう。以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第

46条第 1項に規定する指定居宅介護支援をい

う。）、指定介護予防サービス（法第 53条第

1項に規定する指定介護予防サービスをいう。

以下同じ。）、指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは指定介護予防支援（法第 58条第 1

項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事

業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医

療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（

平成 18年法律第83号）附則第 13 0条の 2

第 1項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第26条の規定による改正前の法

第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養

型医療施設をいう。第46条第6項において同

じ。）の運営（第46条第 7項及び第71条第

9項において「指定居宅サービス事業等」とい

う。）について 3年以上の経験を有する者でな

ければならない。

（管理者）

第 10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他
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の職務に従事し、若しくは 他

の事業所、施設等の職務に従事し、又は当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の他の職務及び 他の本体事業

所等の職務に従事することができるものとする

2 略

（内容及び手続の説明及び同意）

第 11条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者（単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）

は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、第27条に規定する運営規程の

概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者（

第5条第 1項又は第8条第 1項の従業者をいう

。以下同じ。）の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該

提供の開始について利用申込者の同意を得なけ

ればならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に代え

て、第 5項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「

電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接

続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された前項に規定する重要事

項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに当該重要事項を記録する

方法（電磁的方法による提供を受ける旨の

の職務に従事し、若しくは同一敷地内にある他

の事業所、施設等の職務に従事し、又は当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の他の職務及び同一敷地内にある他の本体事業

所等の職務に従事することができるものとする

2 略

（内容及び手続の説明及び同意）

第11条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者（単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）

は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族に対し、第 27条に規定する運営規程の

概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者（

第5条第 1項又は第8条第 1項の従業者をいう

。以下同じ。）の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該

提供の開始について利用申込者の同意を得なけ

ればならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に代え

て、第 5項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「

電磁的方法」という。）により提供することが

できる。この場合において、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。

(1)電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者の使用に係る電子計算機と利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを接

続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録された前項に規定する重要事

項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに当該重要事項を記録する

方法（電磁的方法による提供を受ける旨の



-48-

--0123456789

承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルにその旨を記録する方法）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第 91条第 1項において同

じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法

3 略

4 略

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、第2項の規定により第 1項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当

該利用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。

(I)第 2項各号に規定する方法のうち指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者が使用する

もの

(2) ファイルヘの記録の方式

6 略

（心身の状況等の把握）

第 16条 指定介誰予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援

事業者が開催するサービス担当者会議（茅ヶ崎

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成 27年茅ヶ崎市条例第9号。以下「指

定介護予防支援等基準条例」という。）第 35 

条第 11号に規定するサービス担当者会議をい

う。以下この章において同じ。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。

（掲示）

第 33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護

予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下この条において「

重要事項」という，）を掲示しなければならな

し‘。

承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルにその旨を記録する方法）

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物

をもって調

製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法

3 略

4 略

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、第 2項の規定により第 1項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当

該利用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。

(I)第 2項各号に規定する方法のうち指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者が使用する

もの

(2) ファイルヘの記録の方式

6 略

（心身の状況等の把握）

第 16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援

事業者が開催するサービス担当者会議（茅ヶ崎

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成 27年茅ヶ崎市条例第 9号。以下「指

定介護予防支援等基準条例」という。）第 35 

条第 9号 に規定するサービス担当者会議をい

う。以下この章において同じ。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。

（掲示）

第 33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護

予防認知症対応型通所介獲従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項

を掲示しなければならな

し‘
゜
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2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、重要事項 を記載した書面を当該指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え

付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、皿皇の規定による掲示に

代えることができる。 → 

旦指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。、

（記録の整備）

第42条略

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し

、その完結の日から 5年間保存しなければなら

ない。

(1) 略

(2)第 21条第2項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

堡第44条第 11号の規定による身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「

身体的拘束等」という。）の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録

fil第 24条の規定による市への通知に係る記

録

卑第37条第2項の規定による苦情の内容等

の記録

豆第3貸8条第 2項の規定による事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

皿略
（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的

取扱方針）

第44条 指定介護予防認知症対応型通所介護の

方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。

(1) 

l 略

(9) 

旦位指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。

⑪ 身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。

旦盆~ 略

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え

付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、匝壁の規定による掲示に

代えることができる。

（記録の整備）

第42条略

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は

、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し

、その完結の日から 5年間保存しなければなら

ない。

(1)略

(2)第 21条第 2項に規定する 提供した具体

的なサービスの内容等の記録

卑第24条に規定する 市への通知に係る記

録

辺第37条第 2項に規定する 苦情の内容等

の記録

坦第38条第2項に規定する 事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

(6) 略

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的

取扱方針）

第44条 指定介護予防認知症対応型通所介護の

方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。

(1) 

！ 略

(9) 

饂略
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饂略

騨略

饂略

饂第1号から第 14号までの規定は、前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介護計

画の変更について準用する。

（従業者の員数等）

第46条略

2 

i 略

5 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項

に定める人員に関する基準を満たす介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従

事することができる。

当該指定 指定認知症対応型共 介護職員

介護予防 同生活介護事業所、

小規模多 指定地域密着型特定

機能型居 施設、指定地域密着

宅介護事 型介護老人福祉施設

業所に中 、指定介護老人福祉

欄に掲げ 施設、介護老人保健

る施設等 施設

のいずれ

かが併設

されてい

る場合

又は介護医

療院

略 略 略

7 第 1項の規定にかかわらず、サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であ

って、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行う当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第 19 1条第 1項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業

叫略

旦盆略
旦並略
嬰第1号から第 12号までの規定は、前号

に規定する介護予防認知症対応型通所介護計

画の変更について準用する。

（従業者の員数等）

第46条略

2 

i 略

5 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項

に定める人員に関する基準を満たす介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表

の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従

事することができる。

当該指定 指定認知症対応型共 介護職員

介護予防 同生活介護事業所、

小規模多 指定地域密着型特定

機能型居 施設、指定地域密着

宅介護事 型介護老人福祉施設

業所に中 、指定介護老人福祉

欄に掲げ 施設、介護老人保健

る施設等 施設、指定介護療養

のいずれ 型医療施設（医療法

かが併設 （昭和 23年法律第

されてい 205号）第 7条第

る場合 2項第4号に規定す

る療養病床を有する

診療所であるものに

限る。）又は介護医

療院

略 略 略，

7 第 1項の規定にかかわらず、サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であ

って、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行う当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第 19 1条第 1項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業
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8 

所をいう。以下同じ。） （指定居宅サービス事

業等その他の保健医療又は福祉に関する事業に

ついて 3年以上の経験を有する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者（同項に規定する指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。

）により設置されるものに限る。以下この章に

おいて「本体事業所」という。）との密接な連

携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者については、

本体事業所の職員により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の処遇が適切に行われると認められるときは

、1人以上とすることができる。

｝略

1 3 

（管理者）

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は他の事業所、施設等の職務

8 

所をいう。以下同じ。） （指定居宅サービス事

業等その他の保健医療又は福祉に関する事業に

ついて 3年以上の経験を有する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者（同項に規定する指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。

）により設置されるものに限る。以下この章に

おいて「本体事業所」という。）との密接な連

携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者については、

本体事業所の職員により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の処遇が適切に行われると認められるときは

、1人以上とすることができる。

i 略

1 3 

（管理者）

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所に併設する前条第 6項の表の当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内

の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービ

ス基準条例第6条第 1項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。）

が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域

密着型サービス基準条例第47条第 1項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。）

、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

1 1年厚生省令第 37号。以下「指定居宅サー

ビス等基準省令」という。）第5条第 1項に規

定する指定訪問介護事業者をいう。）又は指定

訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準省令

第60条第 1項に規定する指定訪問看護事業者

をいう。）の指定を併せて受け、一体的な運営

を行っている場合には、これらの事業に係る職

務を含む。）若しくは法第 11 5条の 45第 1
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に従事することができるものと

する。

2 略

3 略

（身体的拘束等の禁止）

第55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的＿拘束等

を行ってはならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない

立指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。

旦L身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を 3月に 1回

以上開催するとともに、その結果について、

介謹職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と
゜

皇身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。

皐介護職員その他の従業者に対し、身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。

項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

（同項第 1号二に規定する第 1号介護予防支援

事業を除く。）に従事することができるものと

する。

2 略

3 略

（身体的拘束等の禁止）

第 55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者は、指定介謹予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急や和

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならない

（居住機能を担う併設施設等への入居） （居住機能を担う併設施設等への入居）

第 63条略 第 63条略

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の設置）

第63条の 2 指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における業務の効率化、介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資

する取組の促進を図るため、当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所における利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催しなければ

ならない。

（記録の整備） （記録の整備）
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第 64条略

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。

(1)略

(2)略

(3) 次条において準用する第 21条第 2項2墨

定による提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(4) 第 55条第 2項の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第 24条の規定によ

ゑ市への通知に係る記録

(6)次条において準用する第 37条第 2項竺墨

定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第 38条第 2項2墨

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(8)略

（管理者）

第 72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならな'

い。ただし、共同生活住居の管理上支障がない

場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し

、又は＿ 他の事業所、施設等

ーの職務に従事することができるものとする

2゚ 略

3 略

（管理者による管理）

第 79条 共同生活住居の管理者は、同時に介護

保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型

サービス、指定介護予防サービス若しくは地域

密着型介護予防サービス（サテライト型指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合

は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護を除く。）の事業を行う事

業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理す

る者であってはならない。ただし、

当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、

この限りでない。

（協力医療機関等）

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるた

第 64条略

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から 5年間保存しなければ

ならない。

(1) 略

(2)略

(3) 次条において準用する第 21条第 2項正墨

定する 提供した具体的なサービスの内容等

の記録

(4) 第 55条第 2項に規定する 身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第 24条に規定する

＿市への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第 37条第 2項に規

定する 苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第 38条第 2項正規

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(8)略

（管理者）

第 72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、共同生活住居の管理上支障がない

場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し

、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等惹

しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事

塾匝の職務に従事することができるものとする

2 略

3 略

（管理者による管理）

第 79条 共同生活住居の管理者は、同時に介護

保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型

サービス、指定介護予防サービス若しくは地域

密着型介護予防サービス（サテライト型指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合

は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護を除く。）の事業を行う事

業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理す

る者であってはならない。ただし、これらの事

業所、施設等が同一敷地内にあること等により

当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、

この限りでない。

（協力医療機関等）

第 83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるた
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め、あらかじめ、協力医療機関を定めておかな め、あらかじめ、協力医療機関を定めておかな

ければならない。 1 ければならない。

旦指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定め

るに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力

医療機関を定めるように努めなければならない

え

旦L利用者の病状が急変した場合等において医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常

時確保していること。

旦当該指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者からの診療の求めがあった場合にお

いて診療を行う体制を、常時確保しているこ

と〇

旦指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で

、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認

するとともに、協力医療機関の名称等を、市長

に届け出なければならない。

土指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10年法律第 11 4号

）第6条第 17項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第

7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9

項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努

めなければならない。

旦指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。

旦指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、

退院が可能となった場合においては、再び当該

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

に速やかに入居させることができるように努め

なければならない。

工略
8 略

（記録の整備）

第85条略

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から 5年間保存しなけ

2 略

旦略
（記録の整備）

第 85条略

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から 5年間保存しなけ
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ればならない。

(1) 略

(2) 第 76条第 2項の規定による提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3) 第 78条第 2項の規定による身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4)次条において準用する第 24条の規定によ

豆市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第 37条第 2項2星

定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第 38条第 2項竺墨

定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(7) 略

（準用）

第86条 第 11条、第 12条、第 14条、第 1

5条、第 23条、第 24条、第 26条、第 29 

条、第 31条から第 35条まで、第 37条から

第41条まで（第 38条第4項及び第41条第

5項を除く。）、第 58条、第 62条及び第6

3条の 2の規定は、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第 11条第 1項中「第 27条に規

定する運営規程」とあるのは「第80条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者（第 5条第 1

項又は第 8条第 1項の従業者をいう。以下同じ

。）」とあり、並びに第 29条第 2項、第 32 

条第 2項第 1号及び第 3号、第 33条第 1項並

びに第 39条第 1号及び第 3号中「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第 26条第 2項中「この節」とあ

るのは「第4章第4節」と、第41条第 1項中

「介護予防認知症対応型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「 2月」と、第 58条中「

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と読み替えるものとする

（電磁的記録等）

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事業

者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供

に当たる者は、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形その他の人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）に

ればならない。

(1) 略

(2) 第 76条第 2項に規定する 提供した具体

的なサービスの内容等の記録

(3) 第 78条第 2項に規定する 身体的拘束等

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第 24条に規定する

＿市への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第 37条第 2項に星

定する 苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第 38条第 2項丘星

定する 事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録

(7) 略

（準用）

第86条第11条、第 12条、第 14条、第 1

5条、第23条、第 24条、第 26条、第 29 

条、第 31条から第 35条まで、第37条から

第41条まで（第 38条第4項及び第41条第

5項を除く。）、第 58条及び第 62条

の規定は、指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業について準用する。この場

合において、第 11条第 1項中「第 27条に規

定する運営規程」とあるのは「第80条に規定

する重要事項に関する規程Jと、同項中「介護

予防認知症対応型通所介護従業者（第 5条第 1

項又は第 8条第 1項の従業者をいう。以下同じ

。）」とあり、並びに第 29条第 2項、第 32 

条第 2項第 1号及び第 3号、第 33条第 1項並

びに第 39条第 1号及び第 3号中「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第26条第 2項中「この節」とあ

るのは「第4章第4節」と、第41条第 1項中

「介護予防認知症対応型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応

型共同生活介護について知見を有する者」と、

「6月」とあるのは「 2月」と、第 58条中「

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と読み替えるものとする

（電磁的記録等）

第91条 指定地域密着型介護予防サービス事業

者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供

に当たる者は、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形その他の人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）に
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＼ 

より行うことが規定されているもの又は想定さ

れるもの（第 14条第 1項（第65条及び第8

6条において準用する場合を含む。）及び第 7

6条第 1項並びに次項に規定するものを除く。

）については、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録

により行

うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び

指定地域密着型介護予防サービスの提供に当た

る者は、交付、説明、同意、承諾その他これら

に類するもの（以下「交付等」という。）のう

ち、この条例において書面により行うことが規

定されているもの又は想定されるものについて

は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に

代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法

その他人の知覚によって認識することができな

い方法をいう。）によることができる。

より行うことが規定されているもの又は想定さ

れるもの（第 14条第 1項（第65条及び第8

6条において準用する場合を含む。）及び第 7

6条第 1項並びに次項に規定するものを除く。

）については、書面に代えて、当該書面に係る

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び

指定地域密着型介護予防サービスの提供に当た

る者は、交付、説明、同意、承諾その他これら

に類するもの（以下「交付等」という。）のう

ち、この条例において書面により行うことが規

定されているもの又は想定されるものについて

は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に

代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法

その他人の知覚によって認識することができな

い方法をいう。）によることができる。

（茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正）

（従業者の員数）

第4条 地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業

所

＿ごとに 1以上の員数の指定介護予防支援の提

供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護

予防支援に関する知識を有する職員（以下「担

当職員」という。）を置かなければならない。

旦指定居宅介護支援事業者である指定介護予防

支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに 1

以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる

必要な数の介護支援専門員を置かなければなら

ない。

（管理者）

第 5条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に

係る事業所（以下「指定介護予防支援事業所」

という。）ごとに常勤の管理者を置かなければ

ならない。

2 地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者が前項の規定により置く管理

者は、専らその職務に従事する者でなければな

らない。ただし、指定介護予防支援事業所の管

理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援

事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護

予防支援事業者である地域包括支援センターの

職務に従事することができるものとする。

3 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防

（従業者の員数）

第4条指定介護予防支援事業者

は、当該指定に係る事業

所（以下「指定介護予防支援事業所」という。

Lごとに 1以上の員数の指定介護予防支援の提

供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護

予防支援に関する知識を有する職員（以下「担

当職員」という。）を置かなければならない。

（管理者）

第5条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援事業所

ごとに常勤の管理者を置かなければ

ならない。

2 前項に規定する

管理

者は、専らその職務に従事する者でなければな

らない。ただし、指定介護予防支援事業所の管

理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援

事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護

予防支援事業者である地域包括支援センターの

職務に従事することができるものとする。
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支援事業者が第 1項の規定により置く管理者は

、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第

3 6号）第 14 0条の 66第 1号イ (3) に規定

する主任介護支援専門員（以下この項において

「主任介護支援専門員」という。）でなければ

ならない。ただし、主任介護支援専門員の確保

が著しく困難である等やむを得ない理由がある

場合については、介護支援専門員（主任介護支

援専門員を除く。）を第 1項に規定する管理者

とすることができる。

上 前項の管理者は、専らその職務に従事する者

でなければならない。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。

旦L管理者がその管理する指定介護予防支援事

業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

盈管理者が他の事業所の職務に従事する場合

（その管理する指定介護予防支援事業所の管

理に支障がない場合に限る。）

（内容及び手続の説明及び同意）

第 6条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第 19条に規定す

る運営規程の概要その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得なければならな

し‘。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、介護予防サービス計画（法

第8条の 2第 16項に規定する介護予防サービ

ス計画をいう。以下同じ。）が第 3条に規定す

る基本方針及び利用者の希望に基づき作成され

るものであり、利用者は複数の指定介護予防サ

ービス事業者（法第 53条第 1項に規定する指

定介謹予防サービス事業者をいう。以下同じ。

）等を紹介するよう求めることができること等

につき説明を行い、理解を得なければならない

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、利用者について、病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合には、担当

職員（指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者の場合にあっては＼介護支且見専

（内容及び手続の説明及び同意）

第6条指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第 19条に規定す

る運営規程の概要その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得なければならな

し‘。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ

、介護予防サービス計画（法

第8条の 2第 16項に規定する介護予防サービ

ス計画をいう。以下同じ。）が第 3条に規定す

る基本方針及び利用者の希望に基づき作成され

るものであり、利用者は複数の指定介護予防サ

ービス事業者（法第 53条第 1項に規定する指

定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。

）等を紹介するよう求めることができること等

につき説明を行い、理解を得なければならない

3 指定介謹予防支援事業者は、指定介護予防支

援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、利用者について、病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合には、担当

職員

門員。以下この章及び次章において同じ。）の の

氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝える 氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝える

よう求めなければならない。 よう求めなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又は 4 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又は

その家族から申出があった場合には、第 1項の その家族から申出があった場合には、第 1項の
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規定による文書の交付に代えて、第 7項で定め

るところにより、当該利用申込者又はその家族

の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を使用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合

において、当該指定介護予防支援事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録され

た第 1項に規定する重要事項を電気通信回

線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧

に供し、当該利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、指定介

護予防支援事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する

方法）

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。第 38条第 1項において同

じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに第1項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法

5 略

6 略

7 指定介護予防支援事業者は、第4項の規定に

より第 1項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又は

その家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。

(1) 第4項各号に規定する方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの

(2) ファイルヘの記録の方式

8 略

（利用料等の受領）

規定による文書の交付に代えて、第 7項で定め

るところにより、当該利用申込者又はその家族

の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を使用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合

において、当該指定介護予防支援事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理糾織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの

ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録され

た第 1項に規定する重要事項を電気通信回

線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧

に供し、当該利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、指定介

護予防支援事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する

方法）

(2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物

をもって調

製するファイルに第 1項に規定する重要事項

を記録したものを交付する方法

5 略

6 略

7 指定介護予防支援事業者は、第4項の規定に

より第 1項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該利用申込者又は

その家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。

(1) 第4項各号に規定する方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの

(2) ファイルヘの記録の方式

8 略

（利用料等の受領）
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第 12条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援（法第 58条第4項の規定に基づき介

護予防サービス計画費（同条第 1項に規定する

介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）を提供した際にその利

用者から支払を受ける利用料（介護予防サービ

ス計画費の支給の対象となる費用に係る対価を

いう。以下同じ。）と、介護予防サービス計画

費の額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。

旦指定居宅介護支援事業者である指定介護予防

支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の

居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合に

は、それに要した交通費の支払を利用者から受

けることができる。

旦指定居宅介護支援事業者である指定介護予防

支援事業者は、前項に規定する費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第 13条 指定介護予防支援事業者は、提供した

指定介護予防支援について前条第 1項の利用料

の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を

記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者

に対して交付しなければならない。

（指定介護予防支援の業務の委託）

第 14条 地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者は、法第 11 5条の 2

3第 3項の規定により指定介護予防支援の一部

を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。

(1) 

i 略

(3) 

(4)委託する指定居宅介護支援事業者に対し、

指定介護予防支援の業務を実施する介護支援

専門員が、第3条、この章及び次章（第 35 

条第 33号を除く。）の規定を遵守するよう

措置させなければならないこと。

（掲示）

第 25条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項（以下この条において「重要事項」＿という

←Lを掲示しなければならない。

第 12条指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援（法第58条第4項の規定に基づき介

護予防サービス計画費（同条第 1項に規定する

介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。）

が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場

合に係るものを除く。）を提供した際にその利

用者から支払を受ける利用料（介護予防サービ

ス計画費の支給の対象となる費用に係る対価を

いう。以下同じ。）と、介護予防サービス計画

費の額との間に、不合理な差額が生じないよぅ

にしなければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第 13条指定介護予防支援事業者は、提供した

指定介護予防支援について前条 の利用料

の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を

記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者

に対して交付しなければならない。

（指定介護予防支援の業務の委託）

第 14条地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者は、法第 11 5条の 2

3第 3項の規定により指定介護予防支援の一部

を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。

(1) 

i 略

(3) 

(4)委託する指定居宅介護支援事業者に対し、

指定介護予防支援の業務を実施する介護支援

専門員が、第 3条、この章及び次章

の規定を遵守するよう

措置させなければならないこと。

（掲示）

第25条指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項

を掲示しなければならない。
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2 指定介護予防支援事業者は、重要事項

＿を記載した書面を当該指定介護予防支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、煎璽の規定に

よる掲示に代えることができる。

立指定介護予防支援事業者は、原則として、重

要事項をクェブサイトに掲載しなければならな

し‘

（゚秘密保持）

第 26条略

2 略

3 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者

会議（第 35条第 11号に規定するサービス担

当者会議をいう。）等において、利用者の個人

情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用

者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の

同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ

ばならない。

（記録の整備）

第 33条略

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する

指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しな

ければならない。

(1) 第 35条第 16号に規定する指定介護予防

サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記

載した介護予防支援台帳

ア略

イ 第 35条第 9号に規定するアセスメント

の結果の記録

ウ 第35条第 11号に規定するサービス担

当者会議等の記録

工 第35条第 16号に規定するモニタリン

グの結果の記録

オ 第35条第 18号の規定による評価の結

果の記録

図第35条第4号の規定による身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（同条第 3

号及び第4号において「身体的拘束等」とい

う。）の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

旦と第 17条の規定による市への通知に係る記

録

豆第29条第 2項の規定による苦情の内容等

の記録

豆第30条第 2項の規定による事故の状況及

2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する

甕璽を記載した書面を当該指定介護予防支援事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、回璽の規定に

よる掲示に代えることができる。

（秘密保持）

第 26条略

2 略

3 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者

会議（第 35条第 9号 に規定するサービス担

当者会議をいう。）等において、利用者の個人

情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用

者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の

同意を、あらかじめ文書により得ておかなけれ

ばならない。

（記録の整備）

第 33条略

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する

指定介護予防支援の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しな

ければならない。

(1)第 35条第 14号に規定する指定介護予防

サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記

載した介護予防支援台帳

ア略

イ 第 35条第 7号に規定するアセスメント

の結果の記録

ウ 第 35条第 9号 に規定するサービス担

当者会議等の記録

工 第 35条第 14号に規定するモニタリン

グの結果の記録

オ第35条第 16号に規定する 評価の結

果の記録

凶第 17条の規定による市への通知に係る記

録

(4) 第 29条第 2項に規定する 苦情の内容等一

の記録

早第30条第 2項に規定する 事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 び事故に際して採った処置についての記録

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介謹予防支援の具体的取扱方針）

第 35条指定介護予防支援の方針は、第 3条に 第35条指定介護予防支援の方針は、第 3条に
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規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。

(1) 略

(2) 略

卑指定介護予防支援の提供に当たっては、当

該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

旦身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

立凸＿
皿略
(6)略

皿略
俎略
皿担当職員は、前号に規定する支援すべき総

合的な課題の把握（以下「アセスメント」と

いう。）に当たっては、利用者の居宅を訪問

し、利用者及びその家族に面接して行わなけ

ればならない。この場合において、担当職員

は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得なければならない

饂略

叫担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のために

、利用者及びその家族の参加を基本としつつ

、介護予防サービス計画の原案に位置付けた

指定介護予防サービス等の担当者（以下この

条において「担当者」という。）を招集して

行う会議（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この場合において

、利用者又はその家族（以下この号において

「利用者等」という。）が参加するときにあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならない。）

をいう。以下同じ。）の開催により、利用者

の状況等に関する情報を担当者と共有すると

ともに、当該介護予防サービス計画の原案の

内容について、担当者から、専門的な見地か

らの意見を求めるものとする。ただし、やむ

を得ない理由がある場合については、担当者

に対する照会等により意見を求めることがで

きるものとする。

旦盆略
旦並略
直略
饂略

規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき、次に掲げるところによるものと

する。

(1)略

(2)略

(3)略

(4)略

皿略
(6)略

皿担当職員は、前号に規定する支援すべき総

合的な課題の把握（以下「アセスメント」と

いう。）に当たっては、利用者の居宅を訪問

し、利用者及びその家族に面接して行わなけ

ればならない。この場合において、担当職員

は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得なければならない

皐略
旱担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のために

、利用者及びその家族の参加を基本としつつ

、介護予防サービス計画の原案に位置付けた

指定介護予防サービス等の担当者（以下この

条において「担当者」という。）を招集して

行う会議（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この場合において

、利用者又はその家族（以下この号において

「利用者等」という。）が参加するときにあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならない。）

をいう。以下同じ。）の開催により、利用者

の状況等に関する情報を担当者と共有すると

ともに、当該介護予防サービス計画の原案の

内容について、担当者から、専門的な見地か

らの意見を求めるものとする。ただし、やむ

を得ない理由がある場合については、担当者

に対する照会等により意見を求めることがで

きるものとする。

旦虹略
叫略

饂略

旦翌~ 略
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旦位担当職員は、介護予防サービス計画の作

成後、介護予防サービス計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメント

を含む。以下「モニタリング」という。）を

行い、必要に応じて介護予防サービス計画の

変更、指定介護予防サービス事業者等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うものとする

旦互略

旦旦担当職員は、介護予防サービス計画に位

置づけた期間が終了するときは、当該介護予

防サービス計画の目標の達成状況について評

価しなければならない。

旦旦担当職員は、モニタリングに当たっては

、利用者及びその家族、指定介護予防サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行うこととし

、特段の事情のない限り、次に定めるところ

により行わなければならない。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月

の翌月から起算して 3月に 1回

、利用者に面接すること。

エアの規定による面接は、利用者の居宅を

訪問することによって行うこと。ただし、

次のいずれにも該当する場合であって、サ

ービスの提供を開始する月の翌月から起算

して 3月ごとの期間（以下この号において

「期間」という。）について、少なくとも

連続する 2期間に 1回、利用者の居宅を訪

問し、面接するときは、利用者の居宅を訪

問しない期間において、テレビ電話装置等

を活用して、利用者に面接することができ

る

立゚Lテレビ電話装置等を活用して面接を行

うことについて、文書により利用者の同

意を得ていること。

旦サービス担当者会議等において、次に

掲げる事項について主治の医師、担当者

その他の関係者の合意を得ていること。

土利用者の心身の状況が安定している

こと。

上利用者がテレビ電話装置等を活用し

て意思疎通を行うことができること。

ニ担当職員が、テレビ電話装置等を活

用したモニタリングでは把握できない

情報について、担当者から提供を受け

ること。

之サービスの評価期間が終了する月及び利

用者の状況に著しい変化があったときは、

旦且担当職員は、介護予防サービス計画の作

成後、介護予防サービス計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメント

を含む。以下「モニタリング」という。）を

行い、必要に応じて介護予防サービス計画の

変更、指定介護予防サービス事業者等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うものとする

旦旦略

旦旦担当職員は、介護予防サービス計画に位

置づけた期間が終了するときは、当該介護予

防サービス計画の目標の達成状況について評

価しなければならない。

旦互担当職員は、モニタリングに当たっては

、利用者及びその家族、指定介護予防サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行うこととし

、特段の事情のない限り、次に定めるところ

により行わなければならない。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月

の翌月から起算して 3月に 1回及びサービ

スの評価期間が終了する月並びに利用者の

状況に著しい変化があったときは、利用者

の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
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利用者の居宅＿を訪問し、利用者に面接する

-と'- 0 

三利用者の居宅を訪問しない月（イただし

書の規定によりテレビ電話装置等を活用し

て利用者に面接する月を除く。）において

は、可能な限り、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サービ

ス等基準省令第 11 7条第 1項に規定する

指定介護予防通所リハビリテーション事業

所をいう。）を訪問する等の方法により利

用者に面接するよう努めるとともに、当該

面接ができない場合にあっては、電話等に

より利用者との連絡を実施すること。

主略

早略
叫第5号から第 15号までの規定は、笙上

旦呈に規定する介護予防サービス計画の変更

について準用する。

旱略
旱略
旱担当職員は、利用者が介護予防訪問看護

、介護予防通所リハビリテーション等の医療

サービスの利用を希望している場合その他必

要な場合には、利用者の同意を得て主治の医

師又は歯科医師（次号及び第 26号において

「主治の医師等」という。）の意見を求めな

ければならない。

旱前号の場合において、担当職員は、介護

予防サービス計画を作成した際には、当該介

護予防サービス計画を主治の医師等に交付し

なければならない。

早担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテー

ション等の医療サービスを位置付ける場合に

あっては、当該医療サービスに係る主治の医

師等の指示がある場合に限りこれを行うもの

とし、医療サービス以外の指定介護予防サー

ビス等を位置付ける場合にあっては、当該指

定介護予防サービス等に係る主治の医師等の

医学的観点からの留意事項が示されていると

きは、当該留意点を尊重してこれを行うもの

とする。

旱略
旱略

早略
旱担当職員は、利用者が提示する被保険者

証に、法第 73条第2項に規定する認定審査

会意見又は法第 37条第 1項の規定による指

定に係る介護予防サービス若しくは地域密着

型介護予防サービスの種類についての記載が

エ利用者の居宅を訪問しない月

において

は、可能な限り、指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サービ

ス等基準省令第 11 7条第 1項に規定する

指定介護予防通所リハビリテーション事業

所をいう。）を訪問する等の方法により利

用者に面接するよう努めるとともに、当該

面接ができない場合にあっては、電話等に

より利用者との連絡を実施すること。

之略
直略

饂第3号から第 13号までの規定は、鐙上

4竺に規定する介護予防サービス計画の変更

について準用する。

旱略

旦且略
旱担当職員は、利用者が介護予防訪問看護

、介護予防通所リハビリテーション等の医療

サービスの利用を希望している場合その他必

要な場合には、利用者の同意を得て主治の医

師又は歯科医師（次号及び第24号において

「主治の医師等」という。）の意見を求めな

ければならない。

旱前号の場合において、担当職員は、介護

予防サービス計画を作成した際には、当該介

護予防サービス計画を主治の医師等に交付し

なければならない。

斡担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテー

ション等の医療サービスを位置付ける場合に

あっては、当該医療サービスに係る主治の医

師等の指示がある場合に限りこれを行うもの

とし、医療サービス以外の指定介護予防サー

ビス等を位置付ける場合にあっては、当該指

定介護予防サービス等に係る主治の医師等の

医学的観点からの留意事項が示されていると

きは、当該留意点を尊重してこれを行うもの

とする。

早略
早略
旱略
旱担当職員は、利用者が提示する被保険者

証に、法第 73条第2項に規定する認定審査

会意見又は法第 37条第 1項の規定による指

定に係る介護予防サービス若しくは地域密着

型介護予防サービスの種類についての記載が



-64-

--0123456789

ある場合には、利用者にその趣旨（同項の規

定による指定に係る介護予防サービス又は地

域密着型介護予防サービスの種類については

、その変更の申請ができることを含む。）を

説明し、理解を得た上で、その内容に沿って

介護予防サービス計画を作成しなければなら

ない。

嬰略
旱略

旱指定居宅介護支援事業者である指定介護

予防支援事業者は、法第 11 5条の 30の2

第1項の規定により市長から情報の提供を求

められた場合には、その求めに応じなければ

ならない。

（準用）

第37条第3条及び第2章から前章（第29条

第 6項及び第7項を除く。）までの規定は、基

準該当介護予防支援（法第 59条第 1項第 1号

に規定する基準該当介護予防支援をいう。）の

事業について準用する。この場合において、第

6条第 1項中「第 19条」とあるのは「第 37

条において準用する第 19条」と、第 12条第

旱中「指定介護予防支援（法第 58条第4項

の規定に基づき介護予防サービス計画費（同条

第 1項に規定する介護予防サービス計画費をい

う。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業

者に支払われる場合に係るものを除く。）」と

あるのは「基準該当介護予防支援（法第59条

第 1項第 1号に規定する基準該当介護予防支援

をいう。）」と、 「介護予防サービス計画費の

」とあるのは「同条第 3項に規定する特例介護

予防サービス計画費の」と読み替えるものとす

る。

（電磁的記録等）

第38条 指定介護予防支援事業者及び指定介護

予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本

、副本、複本その他文字、図形その他の人の知

覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）により行うことが規定されている

もの又は想定されるもの（第9条（第 37条に

おいて準用する場合を含む。）及び第 35条第

旦（第37条において準用する場合を含む

。）並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録

ある場合には、利用者にその趣旨（同項の規

定による指定に係る介護予防サービス又は地

域密着型介護予防サービスの種類については

、その変更の申請ができることを含む。）を

説明し、理解を得た上で、その内容に沿って

介護予防サービス計画を作成しなければなら

ない。

旱略

旱略

（準用）

第37条第3条及び第 2章から前章（第29条

第6項及び第 7項を除く。）までの規定は、基

準該当介護予防支援（法第 59条第 1項第 1号

に規定する基準該当介護予防支援をいう。）の

事業について準用する。この場合において、第

6条第 1項中「第 19条」とあるのは「第 37 

条において準用する第 19条」と、第 12条
中「指定介護予防支援（法第 58条第4項

の規定に基づき介護予防サービス計画費（同条

第1項に規定する介護予防サービス計画費をい

う。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業

者に支払われる場合に係るものを除く。）」と

あるのは「基準該当介護予防支援（法第59条

第 1項第 1号に規定する基準該当介護予防支援

をいう。）」と、 「介護予防サービス計画費の

」とあるのは「同条第 3項に規定する特例介護

予防サービス計画費の」と読み替えるものとす

る。

（電磁的記録等）

第38条 指定介護予防支援事業者及び指定介護

予防支援の提供に当たる者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本

、副本、複本その他文字、図形その他の人の知

覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）により行うことが規定されている

もの又は想定されるもの（第 9条（第 37条に

おいて準用する場合を含む。）及び第 35条第

2 8号（第 37条において準用する場合を含む

。）並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理
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により行うこと

ができる。

2 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支

援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例において書面によ

り行うことが規定されているもの又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることが

できる。

の用に供されるものをいう。）により行うこと

ができる。

2 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支

援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承

諾その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例において書面によ

り行うことが規定されているもの又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方の承諾

を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることが

できる。
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茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例参照条文

0介護保険法

第八条略

旦 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅（老人福祉法（昭和三十八年法律

第百三十三号）第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老

人ホーム（以下「有料老人ホーム」という。）その他の厚生労働省令で定める施設における居室を

含む。以下同じ。）において介護を受けるもの（以下「居宅要介護者」という。）について、その

者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護（第十五項第二号に掲げるものに限る。）又は夜間＿対応型訪問介護に該当するものを除く。）を

しヽう。

3 

｝略

2 3 

旦 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居

宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第

四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る

地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むた

めに必要な保健医療サービス又は福祉サービス（以下この項において「指定居宅サービス等」とい

う。）の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状

況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅

サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画（以

下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。）を

作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、

第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域

密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護

者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、 「居宅介護支

援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

2 5 

｝略

2 9 

第八条の二略

2 

］略

1 5 

旦 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介

護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサー

ビス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護

予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予

防・日常生活支援総合事業（市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第

百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号にお

いて同じ。）及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス（以下この項にお

いて「指定介護予防サービス等」という。）の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条

の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅

介護支援を行う事業所の従業者りうち厚生労働省令で定める者が、＿当該居宅要支援者の依頼を受け
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て、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、

利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める

事項を定めた計画（以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号

及び別表において「介護予防サービス計画」という。）を作成するとともに、当該介護予防サービ

ス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指

定介護予防サービス事者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事

業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供

を行うことをいい、 「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

（居宅介護サービス費の支給）

第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保険者」という。）のうち居

宅において介護を受けるもの（以下「居宅要介護被保険者」という。）が、都道府県知事が指定す

る者（以下「指定居宅サービス事業者」という。）から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事

業所により行われる居宅サービス（以下「指定居宅サービス」という。）を受けたときは、当該居

宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用

を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設

入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日

常生活に要する費用として厚生労働省令で定める 用を除く。以下この条において同じ。）につい

て、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規

定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは

、この限りでない。

2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り

、支給するものとする。

3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより

、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービ

スを受けるものとする。

4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額

とする。

一 訪問介護、訪問入浴介護、訪間看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護

、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サ

ービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在

する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用（通所介護及び通

所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要

する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは

、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額

ニ 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの

種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事

業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用（食事

の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定

める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要

した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額

5 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を

聴かなければならない。

6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき（当該居宅要

介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市

町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となって

いる場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。）は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が
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当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護

サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被

保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給が

あったものとみなす。

8 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、そ

の支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、領収証を交付しなければならない。

9 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号

の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び

運営に関する基準（指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支

払うものとする。

1 0 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

1 1 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令

で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労

働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

1 2 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅

介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（地域密着型介護サービス費の支給）

第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である要介護

被保険者（以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。）に係る特定地域密着型サービスにあ

っては、施設所在市町村を含む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着型サービス事業者」と

いう。）から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サー

ビス（以下「指定地域密着型サービス」という。）を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、

当該指定地域密着型サービスに要した費用（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模

多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要

する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条にお

いて同じ。）について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、＿＿

第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密

着型サービスを受けたときは、この限りでない。

2 地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類

ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分

、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該

指定地域密着型サービスに要する平均的な費用（複合型サービス（厚生労働省令で定めるものに

限る。次条第二項において同じ。）に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に

要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘

案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型サ

ービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額と

する。）の百分の九十に相当する額

二 夜間対応型訪間介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サ

ービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当

該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定

地域密着型サービスに要する平均的な費用（地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要

する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省

令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（
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その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域

密着型サービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額

三 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及

び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要

介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業

所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用（

食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令

で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密

着型サービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額

3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を

聴かなければならない。

4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して

厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サー

ビス費の額に代えて、当該市町村（施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型

サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密

着型介護サービス費（特定地域密着型サービスに係るものに限る。）の額にあっては、施設所在市

町村）が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。

5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、

あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経

験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

6 要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき（当

該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじ

め市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対

象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。）は、市町村は、当該要介護被保

険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用

について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度におい

て、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給

があったものとみなす。

8 市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは

、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村（施設所在市町村の長が

第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所

地特例適用要介謹被保険者に係る地域密着型介護サービス費（特定地域密着型サービスに係るもの

に限る。）の請求にあっては、施設所在市町村）が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項

の規定により市町村（施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業

者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密培型介護サー

ビス費（特定地域密着型サービスに係るものに限る。）の請求にあっては、施設所在市町村）が定

める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準（指定地域密着型サービスの取扱

いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支払うものとする。

9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給につ

いて、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、

これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1 0 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス

事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（居宅介護サービス計画費の支給）

第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者（

以下「指定居＿宅介護支援事業者」＿という。）から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所に
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より行われる居宅介護支援（以下「指定居宅介護支援」という。）を受けたときは、当該居宅要介

護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、＿居宅介護サービス計画費を支給

する。

2 居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案

して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、

当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。）とする。

3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か

なければならない。

4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき（当該居宅要

介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつき

あらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。）は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指

定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービ

ス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保

険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支

給があったものとみなす。

6 市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項

の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関

する基準（指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支払うもの

とする。

7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給につ

いて、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これ

らの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居

宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（介護予防サービス費の支給）

第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの（以下「

居宅要支援被保険者」という。）が、都道府県知事が指定する者（以下「指定介護予防サービス事

業者」という。）から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防

サービス（以下「指定介護予防サービス」という。）を受けたとき（当該居宅要支援被保険者が、

第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらか

じめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対

象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に

対し、当該指定介護予防サービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き

、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び

介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要す

る費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条におい

て同じ。）について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三

十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サ

ービスを受けたときは、この限りでない。

2 介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

一 介護予防訪間入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪間リハビリテーション、介謹予防居宅

療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防

サービスの種類ごとに、当該介謹予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該

指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護

予防サービスに要する平均的な費用（介護予防通所リハビリテーションに要する費用については
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、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除

く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指

定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した

費用の額とする。）の百分の九十に相当する額

二 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護

これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係

る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介

護予防サービスに要する平均的な費用（食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日

常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が

定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額

を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相

当する額

3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を

聴かなければならない。

4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、

市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護

予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支

給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者

に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給が

あったものとみなす。

6 市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項

各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介謹予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及

び運営に関する基準（指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査した

上、支払うものとする。

7，第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について

、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これ

らの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介

護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（地域密着型介護予防サービス費の支給）

第五十四条の二 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である居

宅要支援被保険者（以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。）に係る特定地域密着型

介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着

型介護予防サービス事業者」という。）から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行

う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス（以下「指定地域密着型介護予防サービス」

という。）を受けたとき（当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項

に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、

当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚

生労働省令で定めるときに限る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護

予防サービスに要した費用（食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労

働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、地域密着型介護予防サービス

費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けて

いる場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この

限りでない。

2 地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介謹予防サービスの区分に

応じ、当該各号に定める額とする。
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一 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予

防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等

を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用（食事の提供

に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を

勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型

介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービス

に要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額

二 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着

型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に

係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定され

る当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用（食事の提供に要する費用その他

の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに

要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額と

する。）の百分の九十に相当する額

3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を

聴かなければならない。

4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を

勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型

介護予防サービス費の額に代えて、当該市町村（施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指

定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適

用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費（特定地域密着型介護予防サービスに

係るものに限る。）の額にあっては、施設所在市町村）が定める額を、当該市町村における地域密

着型介護予防サービス費の額とすることができる。

5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするとき

は、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学

識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サー

ビスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス

事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介獲

予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支

援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス

費の支給があったものとみなす。

8 市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求が

あったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村（施設所在

市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型

介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス

費（特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。）の請求にあっては、施設所在市町村）

が定める額並びに第百十五条の十四第二項又は第五項の規定により市町村（施設所在市町村の長が

第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サー

ビスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費（特定地域

密着型介護予防サービスに係るものに限る。）の請求にあっては、施設所在市町村）が定める指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地

域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準（指定地域密着型介護予防サービス

の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審壺した上、支払うものとする。

9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給

について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場
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合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1 0 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令

で定める。

（介護予防サービス計画費の支給）

第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村（住所地特例適用居宅要支援被保険者に

係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村）の長が指定する者（以下「指定介護予防支援事業

者」という。）から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援（

以下「指定介護予防支援」という。）を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定

介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。

2 介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案

して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。）とする。

3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か

なければならない。

土 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき（当該居宅要

支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつき

あらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。）は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指

定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介設予防支援に要した費用について、介護予防サービ

ス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援＿被保

険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支

給があったものとみなす。

6 市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項

の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基

準（指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支払うものとする

7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給につい

て、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの

規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介

護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（特例介護予防サービス計画費の支給）

第五十九条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、＿＿特例介護予防サービス計

画費を支給する。

二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス（

指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項

の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、

当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限

る。次号及び次項において「基準該当介護予防支援」という。）を受けた場合において、必要が

あると認めるとき。

二 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であ

って厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護

予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場

合において、必要があると認めるとき。
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三 その他政令で定めるとき。

2 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定

める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するも

のとする。

基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二 基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適

切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働

省令で定めるもの

3 特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前

条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護予防支援又

はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相

当するサービスに要した費用の額とする。）を基準として、市町村が定める。

4 市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給

に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者（以下この

項において「介護予防支援等を担当する者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該

介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

5 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の

規定による権限について準用する。

（共生型地域密着型サービス事業者の特例）

第七十八条の二の二 地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定める地域密着型サービスに係る事

業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定（当該事業所により行われる地域密着

型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。）又は

障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定（当該事業所により行わ

れる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るもの

に限る。）を受けている者から当該事業所に係る前条第一項（第七十八条の十二において準用する

第七十条の二第四項において準用する場合を含む。）の申請があった場合において、次の各号のい

ずれにも該当するときにおける前条第四項（第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四

項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、前条第四

項第二号中「第七十八条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型サービス

に従事する従業者に係る」と、 「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、 「員数又は同条第五

項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同

項第三号中「第七十八条の四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし

、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

ニ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型サービスに従事

する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること

立＿

二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準

に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができると認められること。

2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については

厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で

定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参

酌するものとする。

ー 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積

小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの

二

三

四
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適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労

働省令で定めるもの

五 指定地域密着型サービスの事業（第三号に規定する事業を除く。）に係る利用定員

3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定地域密着型サービスの取扱い

に関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定

を受けたときは、その者に対しては、第七十八条の四第二項から第六項までの規定は適用せず、次

の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十二条の二第八 第七十八条の四第二項又は第五項 第七十八条の二の二第一項第二号

項

第七十八条の三第一 次条第二項又は第五項 前条第一項第二号

項

第七十八条の四第一 市町村の条例で定める基準に従い 第七十八条の二の二第一項第一号の

項 指定地域密着型サービスに従事する

従業者に係る市町村の条例で定める

基準に従い同号の

第七十八条の九第一 第七十八条の四第一項の 第七十八条の二の二第一項第一号の

項第二号 指定地域密着型サービスに従事する

従業者に係る

若しくは同項 又は同号

員数又は同条第五項に規定する指定 員数

地域密着型サービスに従事する従業

者に関する基準

若しくは当該市町村 又は当該市町村

員数又は当該指定地域密着型サービ 員数

スに従事する従業者に関する基準

第七十八条の九第一 第七十八条の四第二項又は第五項 第七十八条の二の二第一項第二号

項第三号

第七十八条の十第四 第七十八条の四第一項の 第七十八条の二の二第一項第一号の

方ロ 指定地域密着型サービスに従事する

従業者に係る

若しくは同項 又は同号

員数又は同条第五項に規定する指定 員数

地域密着型サービスに従事する従業
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者に関する基準

第七十八条の十第五 第七十八条の四第二項又は第五項 第七十八条の二の二第一項第二号

万ロ

5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたもの

は、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業（当該指定に係る事業所

において行うものに限る。）又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サー

ビスの事業（当該指定に係る事業所において行うものに限る。）を廃止し、又は休止しようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当

該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは

、当該指定に係る指定地域密着型サービスの事業について、第七十八条の五第二項の規定による事

業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

第七十八条の四 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で

定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サー＿ビスに従事する従業者を有

しなければならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市

町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚

生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定

める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌

するものとする。

指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積

認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサ

ービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとし

て厚生労働省令で定めるもの

五 指定地域密着型サービスの事業（第三号に規定する事業を除く。）に係る利用定員

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定地域密着型サービスの取扱い

に関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

5 市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚

生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関

する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

6 市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及

び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじ

め、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有す

る者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をし

たとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該

指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）を受けていた者

又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても

引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅

サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事

業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律

二

三

四
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に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数

の介護支援専門員を有しなければならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定

める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める

基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものと

する。

ー 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な

利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令

で定めるもの

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定居宅介護支援の取扱いに関す

る部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければなら

ない。

5 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、

当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休

止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対

し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者

との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づ

く命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第百十五条の十四 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町

村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに

従事する従業者を有しなければならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及＿び運営に関する基準

は、市町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚

生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定

める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌

するものとする。

指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサ

ービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして

厚生労働省令で定めるもの

五 指定地域密着型介護予防サービスの事業（第三号に規定する事業を除く。）に係る利用定員

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定地域密着型介護予防サービス

の取扱いに関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴

かなければならない。

5 市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚

生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従

業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定め

ることができる。

6 市町村は‘前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関す

二

三

四
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る基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとする

ときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及

び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出

をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者で

あって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービ

スに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよ

う、指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡

調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又は

この法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

（指定介護予防支援の事業の基準）

第百十五条の二十三 指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準

に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその

提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予

防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険

者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者

に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。

旦 第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事

業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める

者に委託することができる。

第百十五条の二十四 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定

める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなけれ

ばならない。

旦 前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める

基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものと

する。

ー 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二 指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な

利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令

で定めるもの

4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定介護予防支援の取扱いに関す

る部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければなら

ない。

5 指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、

当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休

止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対

し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者

との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づ

く命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

（介護予防支援事業に関する情報提供の求め等）

第百十五条の三十の二 市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービ
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ス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護

予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めること

ができる。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業の適切

かつ有効な実施のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援セ

ンターに対し、必要な助言を求めることができる。

（地域支援事業）

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を

除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保

険者を含む。 三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。）の要介護

状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日

常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、

地域支援事業として、次に掲げる事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。ゃ）を行

うものとする。

二居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者（以下「居宅要支援被保険者等」

という。）に対して、次に掲げる事業を行う事業（以下「第一号事業」という。）

イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において

、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援

を行う事業（以下この項において「第一号訪問事業」という。）

ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生

労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機

能訓練を行う事業（以下この項において「第一号通所事業」という。）

ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サ

ービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果がある

と認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省

令で定めるものを行う事業（二において「第一号生活支援事業」という。）

三居宅要支援被保険者等（指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防

支援を受けている者を除く。）の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って

、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号

訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に

提供されるよう必要な援助を行う事業（以下「第一号介護予防支援事業」という。）

― 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽

減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービ

ス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。）

2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防

するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする

一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、

公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その

他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のた

め必要な援助を行う事業

三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サ

ービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用

状況その他の状況に関する定期的な協譲その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立

した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医
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療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業（前号に掲げる事

業を除く。）

五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介

護状態等の軽減若しくは應化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防

止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う

事業

3 市町村は、介護予防。日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で

定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

介護給付等に要する費用の適正化のための事業

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所地特例

対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。）の地域における自立した日常生

活の支援のため必要な事業

4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況

、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする

5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連

情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。

6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業（高齢者の医療の確保に関する法

律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号

において同じ。）を行う後期高齢者医療広域連合（同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域

連合をいう。以下この条において同じ。）との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び

社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなも

のとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特

性に応じた事業（同号において「国民健康保険保健事業」という。）と一体的に実施するよう努め

るものとする。

7 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市

町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービス

に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百

二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第

一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定

による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報とし

て厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

8 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

9 市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情

報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サー

ビスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若し

くは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用す

ることができる。

1 0 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求

することができる。

（地域包括支援センター）

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係

るものを除く。）及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業（以下「包括的支援事業」とい

う。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の撞進を包括的に支援すること
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を目的とする施設とする。

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

3 次条第一項の規定による委託を受けた者（第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲

げる事業のみの委託を受けたものを除く。）は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定

める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定め

る事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措

置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。

5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の

条例で定める基準を遵守しなければならない。

6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職

員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚

生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業

者、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、被保険者の地域

における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減

若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。

8 地域包括支援センターの設置者（設匿者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその

職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。

9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとと

もに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければな

らない。

1 0 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する

情報を公表するよう努めなければならない。

1 1 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同

条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1 2 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

0介護保険法（健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 83号）第 26 

条の規定による改正前のもの）

（施設介護サービス費の支給）

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以下「指定施設サービス等」

という。）を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(

食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で

定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、施設介護サービス費を支給する。ただ

し、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該

指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福祉施設」という。）により

行われる介護福祉施設サービス（以下「指定介護福祉施設サービス」という。）

二 介護保健施設サービス

二 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介譲療養型医療施設」という。）に

より行われる介護療養施設サービス（以下「指定介護療養施設サービス」という。）

2 施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの

種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指

定施設サービス等に要する平均的な費用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日

常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定
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める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超え

るときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額と

する。

3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か

なければならない。

4 要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介

護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設

介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に

代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があっ

たものとみなす。

6 市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣

が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

（指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。）、第九十七条第三項に規定する介護

老人保健施設の設備及び運営に関する基準（介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。

）又は第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準（指定介護

療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支払うものとする。

7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について

、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し

必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス

費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

0健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18年法律第 83号）

附則

（健康保険法等の一部改正に伴う経過措置）

第百三十条の二 第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法（以下この

条において「旧介護保険法」という。）第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法

第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保

険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規

定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、 1日介

護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十

七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船

員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の

規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改

正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第百十一条

の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定（これらの

規定に基づく命令の規定を含む。）は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

旦 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規

定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付について

は、同日後も、なお従前の例による。

旦第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第

二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分

については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法

第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の

指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を

有するものとされた規定を適用する。
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0老人福祉法

（老人デイサービスセンター）

第二十条の二の二 旦人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護

保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応

型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密

着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは第一号通所事業であって厚生労働省令で定めるも

のを利用する者その他の政令で定める者（その者を現に養護する者を含む。）を通わせ、第五条の

二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。

（老人介護支援センター）

第二十条の七の二 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、

その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主

として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事

業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする

事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする

施設とする。

2 老人介護支援センターの設置者

職員又はこれらの職にあった者は、

はならない。

（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその

正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らして

0感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（定義等）

第六条 この法律において「感染症」とは、

類感染症、新型インフルエンザ等感染症、

2 この法律において「一類感染症」とは、

エボラ出血熱

ニ クリミア・コンゴ出血熱

三痘そう

四南米出血 熱

五ペスト

六 マールブルグ病

七ラッサ熱

3 この法律において「二類感染症」

急性灰白髄炎

ニ結核

三ジフテリア

四 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるもの

に限る。）

五 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限

る。）

六 鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって

その血清亜型が新型インフルエンザ等感染症（第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症

及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十五項第一

号において同じ。）の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるもので

あるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。）

この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

ー類感染症、二類感染症、三類感染症、

指定感染症及び新感染症をいう。

次に掲げる感染性の疾病をいう。

四類感染症、五

とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

4
 

二
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四腸チフス

五パラチフス

5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

E型肝炎

― A型肝炎

― 黄熱

四 Q熱

五狂犬病

六炭疸

七 鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）

八 ボツリヌス症

九 マ ラ リア

十野兎病

十ー 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、

飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健

康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

― ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

― クリプトスポリジウム症

四 後天性免疫不全症候群

五性器クラミジア感染症

六梅毒

七麻しん

八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病（四類感染症を除く。）であって

、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省

令で定めるもの

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

ニ 新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体

とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことか

ら、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ

れがあると認められるものをいう。）

三 再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行する

ことなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、

一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の

全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めら

れるものをいう。）

ニ新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイ

ルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないこ

とから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える

おそれがあると認められるものをいう。）

四 再興型コロナウイルス感染症（かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感

染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるも

のが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得してい

ないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康＿に重大な影響を

与えるおそれがあると認められるものをいう。）

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病（一類感＿染症、二類感染
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症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）であって、第三章から第七章までの規

定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を

与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

旦 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知ら

れている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場

合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を

与えるおそれがあると認められるものをいう。

1 0 この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。

1 1 この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当

該感染症の症状を呈していないものをいう。

1 2 この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定

医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結

核指定医療機関をいう。

1 3 この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症

、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生

労働大臣が指定した病院をいう。

1 4 この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は新型イン

フルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう

1 5 この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフルエンザ等

感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。

1 6 この法律において「第一種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知

（同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）又は第三十六条の三第一項に規定する

医療措置協定（同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）に基づき、新型インフルエンザ

等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供す

る医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所をいう。

上エ この法律において「第二種協定指定医療機関」とは、第三十六条の二第一項の規定による通知

（同項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）又は第三十六条の三第一項

に規定する医療措置協定（第三十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる措置をその内容に含む

ものに限る。）に基づき、第四十四条の三の二第一項（第四十四条の九第一項の規定に基づく政令

によって準用される場合を含む。）又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供す

る医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令で

定めるものを含む。次項、第三十八条第二項、第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項及び

第五十条の四第一項において同じ。）又は薬局をいう。

1 8 この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療

機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局をいう。

1 9 この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。

2 0 この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体

内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの（人工的に合成された物質で、その構造式が

いずれかの寄素の構造式と同一であるもの（以下「人工合成毒素」という。）を含む。）をいう。

2 1 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四

種病原体等をいう。

2 2 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等（医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項、第二

十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の

二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他こ

れに準ずる病原体等（以下「医薬品等」という。）であって、人を発病させるおそれがほとんどな

いものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。
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ー アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及

びラッサウイルス

ニ エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウ

イルス及びレストンエボラウイルス

三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス（別名痘そうウイルス）

四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス（別名クリミア・コンゴ

出血熱ウイルス）

五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス

六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健

康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

2 3 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等（医薬品等であって、人を発病

させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。

エルシニア属ペスティス（別名ペスト菌）

ー クロストリジウム属ボッリヌム（別名ボツリヌス菌）

― ベータコロナウイルス属 SARSコロナウイルス

四 バシラス属アントラシス（別名炭疸菌）

五 フランシセラ属ツラレンシス種（別名野兎病薗）亜種ツラレンシス及びホルアークテイカ

六 ボツリヌス毒素（人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一である

ものを含む。）

七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

24 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等（医薬品等であって、人を発病

させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。

ー コクシエラ属バーネッティイ

ニ マイコバクテリウム属ツベルクローシス（別名結核菌） （イソニコチン酸ヒドラジド、リファ

ンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに

限る。）

三 リッサウイルス属レイビーズウイルス（別名狂犬病ウイルス）

四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健

康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

2 5 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等（医薬品等であって、人を発病

させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。）をいう。

ー インフルエンザウイルス A属インフルエンザAウイルス（血清亜型が政令で定めるものである

もの（新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。）又は新型インフルエンザ等感染症の病原

体に限る。）

— ェシェリヒア属コリー（別名大腸菌） （腸管出血性大腸菌に限る。）

— ェンテロウイルス属ポリオウイルス

四 クリプトスポリジウム属パルバム（遣伝子型が一型又は二型であるものに限る。

五 サルモネラ属エンテリカ（血清亜型がタイフィ又はパラタイフィ Aであるものに限る。

六 志賀毒素（人工合成毒素であって、その構造式が志賀粛素の構造式と同一であるものを含む。

七 シゲラ属（別名赤痢菌）ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ

八 ビブリオ属コレラ（別名コレラ菌） （血清型が0ー又は0一三九であるものに限る。

九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス（別名黄熱ウイルス）

十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス（前項第二号に掲げる病原体を除く。）

十ー 前各号に掲げるもののほか、削各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影

響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの

2 6 厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじ
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め、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

0障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（計画相談支援給付費）

第五十一条の十七 市町村は、次の各号に掲げる者（以下「計画相談支援対象障害者等」という。）

に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用につ

いて、計画相談支援給付費を支給する。

＝ 第二十二条第四項（第二十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定により、サービ

ス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害

者若しくは障害児の保護者又は第五十一条の七第四項（第五十一条の九第三項において準用する

場合を含む。）の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項

若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行

う者（以下「指定特定相談支援事業者」という。）から当該指定に係るサービス利用支援（次項

において「指定サービス利用支援」という。）を受けた場合であって、＿当該申請に係る支給決定

等を受けたとき。

二 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に

係る継続サービス利用支援（次項において「指定継続サービス利用支援」という。）を受けたと

き。

2 計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援（以下「指定

計画相談支援」という。）に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の

額（その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談

支援に要した費用の額）とする。

3 計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市

町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画

相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し

支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事

業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の

支給があったものとみなす。

5 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の主

務大臣が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の

運営に関する基準（指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払

うものとする。

6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

7 前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談

支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

0介護保険法施行規則

（法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準）

第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げ

る基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

ニ 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該

職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及び口に掲げる基準

工 ーの地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以

上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のと

おりとすること。

(1) 保健師その他これに準ずる者 一人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
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皇主任介護支援専門員（介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定

する主任介護支援専門員研修を修了した者（当該研修を修了した日（以下この (3) において

「修了日」という。）から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年

を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員

更新研修を修了している者に限る。）をいう。）その他これに準ずる者 ニム
ロ イの規定にかかわらず、次の (1) から（3) までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援

センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数

に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

(1) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場

合

(2) 市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第二条第二項に規定す

る合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連

合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域

包括支援センター運営協議会（指定居宅サービス事業者等（法第二十二条第三項に規定する

指定居宅サービス事業者等をいう。）又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等

の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い

又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有

する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをい

う。以下同じ。）において認められた場合

(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一

の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会に

おいて認められた場合

担当する区域における 人員配置基準

第一号被保険者の数

おおむね千人未満 イの（1) から（3) までに掲げる者のうちから一人又は二人

おおむね千人以上二千 イの（1) から（3) までに掲げる者のうちから二人（うち一人は専ら

人未満 その職務に従事する常勤の職員とする。）

おおむね二千人以上三 専らその職務に従事する常勤のイの (1) に掲げる者一人及び専らそ

千人未満 の職務に従事する常勤のイの（2) 又は（3) に掲げる者のいずれか一

人

二 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該

職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 次のイ及びロ

に掲げる基準

イ 地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することに

より、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規

定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のため

の必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において

自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。

ロ 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて

、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

0指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（訪問介護員等の員数）
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第五条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪問介護の提供

に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節＿から第四節

までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、ニ・五以上とする。

2 指定訪間介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該

指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪間事業（地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年

法律第八十三号。以下「整備法」という。）第五条による改正前の法（以下「1日法」という。）第

八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。）

に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の

指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪間介護又は当該第一号訪問事業

の利用者。以下この条において同じ。）の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサー

ビス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数につい

ては、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。

4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪

問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪間介護の提

供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業所（指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号

。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随

時対応型訪間介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域

密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜問対応型訪間介護事業所をいう。）に従事する

ことができる。

5 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供

責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービ

ス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置く

べきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とするこ

とができる。

6 指定訪問介護事業者が第二項に規定する第一号訪間事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については、市町村の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって

、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

0指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和 6年厚

生労働省令第 16号）第4条の規定による改正後のもの）

（管理者）

第六十四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文及び第百七十二条第一項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管

理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所

の管理者をもって充てることができる。

立 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老人福祉法第二十条の二

の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院
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、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所（第百七十三条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）等の

従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条

、第九十一条第三項、第九十二条、第百七十二条第三項及び第百七十三条において同じ。）として

三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）

第六十五条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対

応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならな

（゚管理者）

第百七十二条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

旦 前項本文の規定にかかわらず、指定看謹小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもっ

て充てることができる。

3 第一項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護

医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しく

は看護師でなければならない。

0指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第百十七条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる

従業者（以下「介護予防通所リハビリテ＿ーション従業者上＿ーという。）の員数は、次のとおりとする

旦

ニ医匪 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要なー以上の数

三 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章におい

て「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる

塾
工指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準第百十一

条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指

定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この

節及び次節において同じ。）の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯（以下この条に

おいて「提供時間」という。）を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚土又は看護職員若しくは介護職員の数が一
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以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当

該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること

ぇ＿

旦 イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわ

らず、次のとおりとすることができる。

ー 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時

間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利

用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が

、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類す

るサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、 O・ ー以上確保される

こと。

3 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サ

ービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。

）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテ

ーション（指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サー

ビス等基準第百十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

0茅ヶ崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例

（サービスの提供の記録）

第 20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定

期巡回・随時対応型訪間介護看護について法第42条の 2第6項の規定により利用者に代わって支

払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載

した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

旦 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ

た場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなら

なし＼

（利用者に関する市への通知）

第 28条 指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪間介護看

護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市に通知しなければならない。

旦）正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないこと

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

皇偽りその他不正な行為によって保険給付を受け＿、＿又は受けようとしたとき。

（苦情処理）

第 38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看謹事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪
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間介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

旦 指定定期巡回・随時対応型訪問介謹看護事業者ーは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情

の内容等を記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪間介護

看護に関し、法第 23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当

該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力す

るとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市に報告しなければならない。

5 指定定期巡回。随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪間介護

看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33年法律

第 19 2号）第45条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第

1 7 6条第 1項第 3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第40条 指定定期巡回。随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る

指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

旦 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に~して採った処

置について記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看謹の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

なし‘。

（準用）

第 59条 第 9条から第 22条まで、第 27条、第 28条、第 32条の 2から第 38条まで及び第4

0条から第41条までの規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第 9条第 1項中「第 31条に規定する運営規程」とあるのは「第 55条に規定する重要事項

に関する規程」と、同項、第 19条、第 32条の 2第 2項、第 33条第 1項並びに第 3項第 1号及

び第 3号、第 34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪間介護従業者」と、第 14条中「計画作成責任者」とあ

るのは「オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、

訪間介護員等）」と、第 27条中「定期巡回・随時対応型訪間介護看護従業者」とあるのは「訪間

介護員等」と、 「指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護（随時対応サービスを除く。）」とある

のは「指定夜間対応型訪間介護」と読み替えるものとする。

（事故発生時の対応）

第 59条の 18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供

により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

旦 指定地域密着型通所介＿護事業者ーは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、第 59条の 5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービ

スの提供により事故が発生した場合は、第 1項及び第 2項の規定に準じた必要な措置を講じなけれ
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ばならない。

（準用）

第 59条の 20 第 9条から第 13条まで、第 15条から第 18条まで、第 20条、第 22条、第 2

8条、第 32条の 2、第 34条から第 38条まで、第40条の 2、第41条及び第 53条の規定は

、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第 9条第 1項中「第 31 

条に規定する運営規程」とあるのは「第 59条の 12に規定する重要事項に関する規程」と、同項

、第 32条の 2第 2項、第 34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

（準用）

第 59条の 38 第 10条から第 13条まで、第 16条から第 18条まで、第 20条、第 22条、第

2 8条、第 32条の 2、第 34条から第 38条まで、第40条の 2、第41条、第 59条の 7 （第

3項第 2号を除く。）、第 59条の 8及び第 59条の 13から第 59条の 18までの規定は、指定

療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第 32条の 2第 2項、第 34条第 1項

並びに第 40条の 2第 1号及び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪間介護看護従業者」とあるのは

「療養通所介護従業者」と、第 34条第 1項中「運営規程」とあるのは「第 59条の 34に規定す

る重要事項に関する規程」と、第 59条の 13第 3項及び第4項並びに第 59条の 16第 2項第 1

号及び第 3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第 59条の

1 7第 1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について

知見を有する者」と、 「6月」とあるのは「 12月」と、同条第 3項中「当たっては」とあるのは

「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第 59条の 18第4項中「第 59条の5第 4項」とあ

るのは「第 59条の 26第4項」と読み替えるものとする。

（準用）

第80条 第 9条から第 13条まで、第 15条から第 18条まで、第 20条、第 22条、第 28条、

第 32条の 2、第 34条から第 38条まで、第40条の 2、第41条、第 53条、第 59条の 6、

第 59条の 7、第 59条の 11及び第 59条の 13から第 59条の 18までの規定は、指定認知症

対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第 9条第 1項中「第 31条に規定す

る運営規程」とあるのは「第 73条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第 32条の 2第

2項、第 34条第 1項並びに第40条の 2第 1号及び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第 53条中「訪問介護員等」とあるの

は「認知症対応型通所介護従業者」と、第 59条の 13第 3項及び第 4項並びに第 59条の 16第

2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介謹従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者

」と、第 59条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知

症対応型通所介護について知見を有する者」と、第 59条の＿18第4項中「第59条の5第4項」

とあるのは「第 63条第 4項」と読み替えるものとする。

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者）

第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービス

センター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応

型共同生活介謹事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症

である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携

わった経験を有する者であって、省令第65条に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了してい

るものでなければならない。

（準用）

第 10 8条 第 9条から第 13条まで、第 20条、第 22条、第 28条、第 32条の 2、第 34条か

ら第 38条まで、第40条から第 41条まで、第 59条の 11、第 59条の 13及び第 59条の 1

5から第 59条の 17までの規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、第 9条第 1項中「第 31条に規定する運営規程」とあるのは「第 10 0条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第 32条の 2第 2項、第 34条第 1項並びに第 40条の 2第

1号及び第3号中「定期巡回＿・随時対応型訪問介設看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅
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介護従業者」と、第 59条の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 5章第 4節」と、第 59条の

1 3第 3項及び第4項並びに第 59条の 16第 2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 59条の 17第 1項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介設について知見を有する者」と

、 「6月」とあるのは「 2月」と、 「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

（サービスの提供の記録）

第 11 5条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居してい

る共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければ

ならない。

旦 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供し迄際には、提

供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針）

第 11 7条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日

常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければならな

しヽ。

2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を

持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画ー的な

ものとならないよう配慮して行われなければならない。

4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行わなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。

立 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質

の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常

にその改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 第 12 8条において準用する第 59条の 17第 1項に規定する運営推進会議における評価

（サービスの提供の記録）

第 13 6条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者

証に記載しなければならない。

旦 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない，



-95-

--0123456789

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針）

第 13 8条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥

当適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然か

つ画ー的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

立指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。

(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（勤務体制の確保等）

第 14 6条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着

型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によっ

て指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着

型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、こ

の限りでない。

旦 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特

定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあって

は、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない

lL.. 

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定地域密着型特定施

設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者（看護職員、介護福祉士又は介護支

援専門員の資格を有する者、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これらに類する者を

除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介

護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

（サービスの提供の記録）

第 15 5条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している
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介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しな

ければならない。

旦 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供し

た際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針）

第 15 7条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の

要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を

妥当適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫

然かつ画ー的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事

項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に

当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。

立 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（地域密着型施設サービス計画の作成）

第 15 8条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施＿設サービ

ス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

旦 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援

専門員」という。）は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般

を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用＿も含めて地域密

着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

立 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱え

る問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決す

べき課題を把握しなければならない。

土 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、

計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得な

ければならない。

立 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、

入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、

生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成

時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介謹老人福祉施設

入所者生活＿介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成
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しなければならない。

旦計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この場合において、入

所者又はその家族（以下この項において「入所者等」という。）が参加するときにあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。）をいう。第 11項にお

いて同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

上計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

旦~ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施

設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

旦計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計

画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて地

域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。

旦計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」という。

）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情

のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

旦L定期的に入所者に面接すること。

皇定期的にモニタリングの結果を記録すること。

上_l_ 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者

に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。

旦L入所者が法第 28条第 2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

旱入所者が法第 29条第 1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

上呈 第 2項から第 8項まての規定は、第9項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更につい

て準用する。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第 17 5条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲

げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため

の指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、

その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。

立 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項笠ー事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない

0茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（受給資格等の確認）
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第 9条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示

する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定（法第 19条第 1項に規定する要介護認定を

いう。以下同じ。）の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。

（指定居宅介護支援の基本取扱方針）

第 14条 指定居宅介護支援は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われると

ともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

旦 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価iを行い、常にその改

善を図らなければならない。

（利用者に関する市への通知）

第 18条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

旱正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介

護状態の程度を増進させたと認められるとき。

皇偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

（苦情処理）

第 30条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画

に位置付けた指定居宅サービス等（第 6項において「指定居宅介護支援等」という。）に対する利

用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

旦指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第 23条の規定により市

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、

及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場

合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しな

ければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地

域密着型サービス（法第 42条の 2第 1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。）に対する

苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければなら

なし‘。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会が行う法第 17 6条第 1項第 3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅

介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合には、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第 31条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生し

た場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな茅ヶ崎市指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設ければならない。

旦 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処＿置について記録しなけ

ればならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

0茅ヶ崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例
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第 4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護（以下「指定介

護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は、その認知症（法第 5条の 2第 1項に規定する

認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある

者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ

う、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り

、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

（サービスの提供の記録）

第 21条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介獲予防認知症対応型通所介護を提供

した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症

対応型通所介護について法第 54条の 2第 6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密

着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面

又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

旦 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際

には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合に

は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

（利用者に関する市への通知）

第 24条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受け

ている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知

しなければならない。

旦上正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことによ

り、要支援状態の程度を増進ぎせたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき

2 

皇偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

（苦情処理）

第 37条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介

護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

旦 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関

し、法第 23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するととも

に、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市に報告しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係

る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 19 2 

号）第45条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 17 6条

第 1項第 3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合

には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第 38条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防

支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事陸の状況及び事故iこ際しご挫った処置に
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ついて記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第 7条第 4項の単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第 1項及び第 2項の規定に

準じた必要な措置を講じなければならない。

（準用）

第 65条第 11条から第 15条まで、第 21条、第 23条、第 24条、第 26条、第 28条、第 2

9条及び第 31条から第41条まで（第 38条第4項を除く。）の規定は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第 11条第 1項中「第 27条に規定

する運営規程」とあるのは「第 59条に規定する重要事項に関する規程」と、同項中「介護予防認

知症対応型通所介護従業者（第 5条第 1項又は第 8条第 1項の従業者をいう。以下同じ。）」とあ

り、並びに第 28条第 3項及び第 4項、第 29条第 2項、第 32条第 2項第 1号及び第 3号、第 3

3条第 1項並びに第 39条第 1号及び第 3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 26条第 2項中「この節」とあるのは「第 3

章第 4節」と、第 41条第 1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、 「6月」とあるのは「 2

月」と、 「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読

み替えるものとする。

（従業者の員数）

第 71条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当

たる従業者（以下「介護従業者」という。）の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに

、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介

護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者（当該指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第 11 0 

条第 1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護（指定

地域密着型サービス基準条例第 10 9条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所にお

ける指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下こ

の条及び第 74条において同じ。）の数が 3又はその端数を増すごとに 1以上とするほか、夜間及

び深夜の時間帯を通じて 1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（夜問及び深夜の時間帯に行わ

れる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。以下この項において同じ。）を行わせるために必要な数以

上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数

が 3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な

利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されている

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごと

に置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて 2以上の介護従業者に夜間及び深

夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によ

る。

3 第 1項の介護従業者のうち 1以上の者は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第 82条第 1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。

以下同じ。）が併設されている場合において、前 3項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか
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、同条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす同条第 1項に規定

する小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介設従業者は、当該小規模多機能型

居宅介譲事業所の職務に従事することができる。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有す

る者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるも

のを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事するこ

とができるものとする。

6 前項の計画作成担当者は、省令第 70条第 6項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了して

いる者でなければならない。

7 第 5項の計画作成担当者のうち 1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。

ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより

当該指定介護予防認知症対応型共同生活介謹事業所の効果的な運営を期待することができる場合で

あって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。

8 前項の介護支援専門員は、介謹支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとす

る。

旦 第 7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行う当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について 3年以上の経験を有する指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置されるものに限る。以下この章において「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については、介

護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第 6項の厚生労働大臣が定める研修を修了している

者を置くことができる。

1 0 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別蓑護老人ホームの生活相談員、介護老人保健施

設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有する

と認められる者をもって充てることができるものとする。

1 1 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介謹予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活

介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サ

ービス基準条例第 11 0条第 1項から第 10項までに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（サービスの提供の記録）

第 76条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居

している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しな

ければならない。

旦 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（身体的拘束等の禁止）

第 78条 指定介護予防認知症対応型共同生活介調事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

旦 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。
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(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。

0茅ヶ崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

（基本方針）

第3条 指定介護予防支援（法第 58条第 1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。）の

事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように

配慮して行われるものでなければならない。

呈指定介獲予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して行われるものでなければならない。

旦指定介護予防支援事業者（法第 58条第 1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同

じ。）は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等（法第 8条の 2第 16項に規定する指

定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業を行う

者若しくは地域密着型介護予防サービス事業を行う者（以下「介護予防サービス事業者等」という

。）に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

土指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター（法第 11 5 

条の 46第 1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）、老人介護支援センター（

老人福祉法（昭和 38年法律第 13 3号）第 20条の 7の2第 1項に規定する老人介護支援センタ

ーをいう。）、指定居宅介護支援事業者（法第46条第 1項に規定する指定居宅介謹支援事業者を

いう。以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、介獲保険施設、指定特定相談支援事業者（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 12 3号）第 51 

条の 17第 1項第 1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。）、住民による自発的な活動に

よるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

立 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁謹、虐待の防止等のため、必要な体制りー整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

旦 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第 11 8条の 2第 1

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ばならない。

（受給資格等の確認）

第 9条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供を求められた場合には、その者の提示

する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定（法第 19条第 2項に規定する要支援認定を

いう。以下同じ。）の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

（利用者に関する市への通知）

第 17条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

fil正当な理由なしに介護給付等対象サービス（法第 24条第 2項に規定する介護給付等対象サー

ビスをいう。）の利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと

認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

直偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

（苦情処理）
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第 29条 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援又は自ら介護予防サービス計

画に位置付けた指定介護予防サービス等（第 6項において「指定介護予防支援等」という。）に対

する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

旦 指定介護予防支援事業者は、前項の苫情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。

3 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した指定介護予防支援に関し、法第 23条の規定により市

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、

及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場

合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しな

ければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、自ら介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス（法

第 53条第 1項に規定する指定介護予防サービスをいう。）又は指定地域密着型介護予防サービス

（法第 54条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。）に対する苦情の国

民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会が行う法第 17 6条第 1項第 3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定介護

予防支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

7 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第 30条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生し

た場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

し‘。

旦 指定介護予防支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ

ればならない。

3 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（指定介護予防支援の基本取扱方針）

第34条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスと

の連携に十分配慮して行わなければならない。

旦指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現

するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を作成しなけれ

ばならない。

立 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指筵］介護予防支援の質の評価を行い-'—常＿にその改

善を図らなければならない。
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介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第

る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
三
十
六
条
の
三
（
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

第

る
基
準
（
以
下
「
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
三
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第

外号（
一
条
の
三
（
新
介
護
医
療
院
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
し
な
け
れ
ば
」
と

~
；
~
 

（
口
腔
衛
生
の
管
理
に
係
る
経
過
措
懺
）

第
五
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
八
十
五
条
の
二
及
び
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
―
―
―
十
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

~
?
…
~
：
~
：
~
~
~
~
~
：
~
：
:
~
 

「
行
わ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

（
協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
経
過
措
置
）

一
第
六
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
二
条
第
一
項
（
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
規
―

報
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冒
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＂

い

い

い
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□旦＿汀一

第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
．
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
新
介
護
医
療
院
基
準
第
三
十
四
条
第
一
項
（
新
介
護
医
療
院
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。
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官
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
（
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る

法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
が
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
当
該
申
出
に

係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院
の
開
設
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
別
段
の
申
出
を
行
っ
た
と
き
又
は
そ
の
指
定
の
時
前
に
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
一
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は

第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一
当
該
申
出
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
名
称
及
び
開
設
の
場
所
並
び
に
開
設
者
及
び
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
当
該
申
出
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
前
号
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
不
要
と
す
る
旨

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
み
な
さ
れ
た
者
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
は
、
当
該
指
定
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
つ
い
て
、
法
第
九
十
四
条
の
―
―
第
一
項
若
し
く
は
第
百

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
又
は
法
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
一
二
十
五
第
六
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
四
十
四
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
取
消
し
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

3

第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
（
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項

本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
中
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以
降
の
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
に
現
に
」
と
、
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
に
]
と
‘
「
第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日

l

と
あ
る
の
は
「
訪
問
リ
八
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
法
第
七
十
条
の
二
第
―
―
瑣
に
規
定
す
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

4

第
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る

法
第
百
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
つ
い
て
、
前
一
＿
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
介
設

予
防
サ
ー
ビ
ス
」
と
、
「
法
第
七
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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七
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
ハ
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

ィ
i
二
（
略
）

ホ
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
行
う
事
業
所
（
当
該
事
業
を
行
う
部
分
に
限
る
。
）
に
お
け
る

入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
定
員

ヘ
s
ヌ
（
略
）

八
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
ハ
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

ィ
sリ
（
略
）

ヌ
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び

診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
協
力
歯
科
医
療
機

関
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
当
該
協
力
歯
科
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
を
含
む
。
）

ル
・
ヲ
（
略
）

九
・
+
（
略
）

七
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
ハ
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
S
二
（
略
）

ホ
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
行
う
事
業
所
（
当
該
事
業
を
行
う
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
入
院
患
者
又
は
入
所
者
の
定
員
（
当
該
事
業
所
が
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等
基
準
第
百
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
入
院
患
者
の
推
定
数
を
含
む
。
）

へ5
ヌ
（
略
）

八
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
ハ
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
5
リ
（
略
）

ヌ
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
力
医
療
機
関
の
名
称
及
び

診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
力
歯
科
医
療
機

関
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
当
該
協
力
歯
科
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
を
含
む
。
）

ル
・
ヲ
（
略
）

九
・
+
（
略
）

隔
m

貝

（
施
行
期
日
）

第
＿
条
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
六
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
条
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
重
要
事
項
の
掲
示
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）

第
三
十
二
条
第
三
項
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十

条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
及
び
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
四
条
第
三
項
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
福
祉

用
具
貸
与
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以

下
「
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
三
項
（
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
原
則
と

し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
三
十
二
第
三
項
（
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
|
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十

七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
の
四
第
三
項
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
新

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十

五
条
及
び
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ

る
の
は
「
削
除
」
と
、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
七
十
四
条
第
三
項
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
貝
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
三
項
（
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
三
項
（
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
三
項
（
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
原
則
と
し

て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
介
護
老
人
保

健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
―
―
十
一
条
第
三
項
（
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
（
新
軽
費

老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
新
介
護
医
療
院
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
三
項
（
新
介
護
医
療
院
基
準

第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
介
護
医
療
院
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
削
除
」
と
す
る
。
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4

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療

機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

5

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応

に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関

に
入
院
し
た
後
に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
.
8

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
八
十
四
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

三
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況

並

び

に

緊

急

や

む

を

得

な

い

理

由

の

記

録

‘

‘

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た

処
圏
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
準
用
）

第
八
十
五
条
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、

第
二
十
八
条
の
二
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
（
第
三
十
七

条
第
四
項
及
び
第
一
―
―
十
九
条
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
八
条
の
二
、
第
六
十
条
及
び
第
六
十

二
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に

規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
三
号
、
第
三
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の

は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を

有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六

月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
五
十
六
条
中
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
五
十
八
条
の
二
中
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
八
十
四
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
1
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

三
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処

置
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
準
用
）

第
八
十
五
条
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、

第
二
十
八
条
の
二
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
（
第
三
十
七

条
第
四
項
及
び
第
三
十
九
条
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
条
の
規
定
は
、

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一

条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に

関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
一
一
．
号
、
第
三
十

二
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、

第
五
十
六
条
中
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
五

十
八
条
の
二
中
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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（
記
録
の
整
備
）

第
六
十
三
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

三
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等

の
記
録

四
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た

処
懺
に
つ
い
て
の
記
録

八
（
略
）

（
管
理
者
）

第
七
十
一
条
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専
ら
そ
の
職

務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な

い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
七
十
八
条
共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
八
十
二
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医
療
機
関
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
滴
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う
体
制
を
、
常
時

確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
診
療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

31
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、

利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
新
設
）

（
記
録
の
整
備
）

第
六
十
三
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

型
居
宅
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
．
―
-
（
略
）

三
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

記
録

四
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

置
に
つ
い
て
の
記
録

八
（
略
）

（
管
理
者
）

第
七
十
一
条
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か

い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
他

若
し
く
は
併
設
す
る
指
定
小
規
模
多
機

る。
2
.
3

（略）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
七
十
八
条
共
同
生
活
住
居
の
管
理
者

型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
）
の

る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
八
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）
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（
管
理
者
）

第
四
十
五
条
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指

定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
五
十
三
条
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2

（略）

3

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職

員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る

こ
と
。

（
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た

め
の
委
員
会
の
設
置
）

第
六
十
二
条
の
二
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に

資
す
る
取
組
の
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利
用

者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委

員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
新
設
） （

管
理
者
）

第
四
十
五
条
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指

定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
に
併
設
す
る
前
条
第
六
項
の
表
の
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄

に
掲
げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
、
同
一
敷
地

内
の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
務
（
当

該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
係
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
定
期
巡
同
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第

六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
一
体
的

な
運
営
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
職
務
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
百
十
五
条
の
四
十

五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
同
項
第
一
号
二
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予

防
支
援
事
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
五
十
三
条
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」

と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2

（略）

（
新
設
）
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’ 略ヽ

令
和

表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小

機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満

日一業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従

-、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。曜
木畑

定介

型居
B-

25->[
月一

□― 6 場合る ずれかい 摺にlにl9多機能型 該指定i 当

が掲げ居宅i >併設る 予

れさ等施設 防

ていの 規模小

介護設又は 苺介老 地域密着型 所指定地‘ 指症定認知

放医院 g 社施設 介嗅老 域若密 対応型

介蔑老人、 福祉施設人 型特施定設 共同生

保健施 指定‘ 指定 活i 事要

旦胃

官―（略）

者の員数等）

条（略）

索一第一号から第十四号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画

ー更について準用する。

十五（略）

前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

1第四十二条指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条
第する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

外一（略）

定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の
号i

3（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）
号

吋第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

）七（略）

剛第二十四条の規定による市町村への通知に係る記録

五第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録

司第四十二条第十一号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録



-110-

--0123456789

令和 6年 1月 25日 木曜日 官 報 （号外第 18号） 182 

（
利
用
定
員
等
）

第
九
条
（
略
）

2

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法

第
五
十
八
条
第
．
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
又
は
介
護
保
険
施
設
（
法
第
八
条
第

二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
）
若
し
く
は
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
運
営
（
第
四
十
四
条
第
七
項
及
び
第
七
十
条
第
九
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
）

第
十
条
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の

管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
か
つ
、
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

2

（略）

（
掲
示
）

第
三
十
二
条
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
の
勤
務
の
体

制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

31
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ヘ

（
記
録
の
整
備
）

第
四
十
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

（
利
用
定
員
等
）

第
九
条
（
略
）

2

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ピ
ス
を
い
う
。
）
、
指
定
地
域
密
渚
型
介
護
予
防
サ
ー
ピ
ス
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法

第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
又
は
介
護
保
険
施
設
（
法
第
八
条
第

二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
い
う
。
第
四
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
営
（
第

四
十
四
条
第
七
項
及
び
第
七
十
条
第
九
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
三

年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
）

第
十
条
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
し

て
も
差
し
支
え
な
い
。

2

（略）

（
掲
示
）

第
三
十
二
条
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
の
勤
務
の
体

制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲

覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
記
録
の
整
備
）

第
四
十
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録
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（
趣
旨
）

第
＿
条
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一
5
三
（
略
）

四
法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
十
一
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
二
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

十
一
条
第
二
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第

六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八

十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
二
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
七
条
第
二
項
、

第
七
十
七
条
並
び
に
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準

五
・
六
（
略
）

（
管
理
者
）

第
六
条
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が

な
い
場
合
は
、
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（略）

2
 

改

正

後

二
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
な
い
月
（
口
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
利

用
者
に
面
接
す
る
月
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
）
を
訪
問
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
利
用
者
に
面
接
す
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
当
該
面
接
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
話
等
に
よ
り
利
用
者
と
の
連
絡
を
実
施
す
る

こ
と
。

ホ
（
略
）

十
七
S
二
十
八
（
略
）

二
十
九
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
一
＿
一
十
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2
 

ハ
．
（
略
）

十
七
5
二
十
八

（
新
設
）

（略）

改

正

前

口
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
な
い
月
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
）
を
訪
問
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
利
用
者
に
面
接
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に
、
当
該
面
接
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
話
等
に
よ
り
利
用
者
と
の
連
絡
を
実
施

す
る
こ
と
。

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
土

六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
趣
旨
）

第
一
条
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

-
i
三
（
略
）

四
法
第
百
卜
五
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
十
一
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
二
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
―
―

十
一
条
第
一
•
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
ー
．
十
三
条
（
第

六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八

十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
七
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
及
び
第
八
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
基
準

五
・
六
（
略
）

（
管
理
者
）

第
六
条
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が

な
い
場
合
は
、
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（略）
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国
第
三
十
条
第
二
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
第
三
十

条
第
二
号
の
二
及
び
第
二
号
の
一
＿
一
に
お
い
て
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の

利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

吋
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
三
十
条
指
定
介
護
予
防
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本

取
扱
力
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
ニ
（
略
）

コ
叫
コ
．
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体

を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

コ
叫
コ
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

――
-
S
十
五
（
略
）

十
六
担
当
職
員
は
、
第
十
四
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
に
当

た
っ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ

と
と
し
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
少
な
く
と
も
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
三
月
に
一
回
、
利
用
者
に
面
接

す
る
こ
と
。

司
イ
の
規
定
に
よ
る
面
接
は
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
三
月

ご
と
の
期
間
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
期
間
]
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
連
続
す
る
―
―

期
間
に
一
回
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
面
接
す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
な
い
期
間
に

お
い
て
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

叶
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
面
接
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
文
書
に
よ
り
利
用
者
の
同
意
を
得

て
い
る
こ
と
。

叫
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
主
治
の
医
師
、
担
当
者
そ
の
他

の
関
係
者
の
合
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

m
利
用
者
の
心
身
の
状
況
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
。

曲
利
用
者
が
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

価
担
当
職
員
が
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
は
把
握
で
き
な
い
情
報
に
つ

い
て
、
担
当
者
か
ら
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

ハ
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
期
間
が
終
了
す
る
月
及
び
利
用
者
の
状
況
に
著
し
い
変
化
が
あ
っ
た
と
き
は

r

利
用

者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

ゴ
第
十
五
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

国
第
二
十
五
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

司
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
屈
に
つ
い
て
の
記
録

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
三
十
条
指
定
介
護
予
防
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
一
一
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本

取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
．
―
-
（
略
）

（
新
設
）

―――
i
十
五
（
略
）

十
六
担
当
職
員
は
、
第
十
四
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
に
当

た
っ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ

と
と
し
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
少
な
く
と
も
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
三
月
に
一
回
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

評
価
期
間
が
終
了
す
る
月
並
び
に
利
用
者
の
状
況
に
著
し
い
変
化
が
あ
っ
た
と
き
は
、
利
用
者
の
居
宅
を

訪
問
し
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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（
利
用
料
等
の
受
領
）

第
十
条
（
略
）

21
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
前
項
の
利
用
料
の
ほ
か
、
利
用
者
の

選
定
に
よ
り
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
以
外
の
地
域
の
居
宅
を
訪
問
し
て
指
定
介
護
予
防
支
援
を
行
う
場
合
に

は
、
そ
れ
に
要
し
た
交
通
費
の
支
払
を
利
用
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

31
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
費
用
の
額
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

及
び
費
用
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
険
給
付
の
請
求
の
た
め
の
証
明
書
の
交
付
）

第
十
一
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
利
用
料

の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
利
用
料
の
額
等
を
記
載
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援
提
供
証
明
書
を
利
用
者

に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
）

第
十
二
条
地
城
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二

十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
支
援
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
口
②
に
規
定
す
る
地
城
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会
を
い
う
。
）
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ニ
・
―
―
-
（
略
）

四
委
託
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
を
実
施
す
る
介
護
支
援
専

門
員
が
、
第
．
条
の
二
、
こ
の
章
及
び
第
四
章
の
規
定
（
第
三
十
条
第
二
十
九
号
の
規
定
を
除
く
。
）
を
遵
守

す
る
よ
う
措
置
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（
掲
示
）

第
二
十
＿
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程

の
概
要
、
担
当
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重

要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
備
え

付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

31
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
記
録
の
整
備
）

第
二
十
八
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
個
々
の
利
用
者
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
予
防
支
援
台
帳

ィ
s
ハ
（
略
）

二
第
三
十
条
第
十
五
号
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
の
記
録

ホ
（
略
）

（
保
険
給
付
の
請
求
の
た
め
の
証
明
書
の
交
付
）

第
十
＿
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援
に
つ
い
て
前
条
の
利
用
料
の
支
払

を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
利
用
料
の
額
等
を
記
載
し
た
指
定
介
護
予
防
支
援
提
供
証
明
書
を
利
用
者
に
対
し

て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
）

第
十
二
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防

支
援
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
託
に
当
た
っ
て
は
、
中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
城
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
口
③
に

規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ニ
・
―
―
-
（
略
）

四
委
託
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
を
実
施
す
る
介
護
支
援
専

門
員
が
、
第
一
条
の
二
、
こ
の
章
及
び
第
四
章
の
規
定
を
遵
守
す
る
よ
う
措
置
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と。
（
掲
示
）

第
二
十
一
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程

の
概
要
、
担
当
職
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重

要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
記
録
の
整
備
）

第
二
十
八
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
（
略
）

二
個
々
の
利
用
者
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
介
護
予
防
支
援
台
帳

ィ
i
ハ
（
略
）

二
第
三
卜
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
評
価
の
結
果
の
記
録

ホ
（
略
）

（
新
設
）

（
利
用
料
等
の
受
領
）

第
十
条
（
略
）

（
新
設
）
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四
法
第
百
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町

村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
条
、
第
十
八
条
の

二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
並
び
に
第
三
十
条
第
二
号
の
二
及

び
第
二
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
基
準

五
（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業

所
ご
と
に
一
以
上
の
員
数
の
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
保
健
師
そ
の
他
の
指
定
介
護

予
防
支
援
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
職
員
（
以
下
「
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
ご
と
に
一

以
上
の
員
数
の
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
介
護
支
援
専
門
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
管
理
者
）

第
＿
二
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
」

と
い
う
。
）
ご
と
に
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
置
く
管
理

者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
管

理
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
指
定
介
護

予
防
支
援
事
業
者
で
あ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
く
管
理
者

は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
一
＿
一
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ
③
に

規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
主
任
介
護
支
援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
等
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
（
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
除
く
。
）
を
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

前
項
の
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
管
理
者
が
そ
の
管
理
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合

二
管
理
者
が
他
の
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
管
理

に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望

に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
は
複
数
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
五
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
利
用
者
に
つ
い
て
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
担
当

職
員
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
介
護
支
援
専
門

員
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
伝
え
る
よ
う

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
i
8

（略）

4
S
8
 

i
 

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条
（
略
）

2

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
甚
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
利
用
者
は
複
数
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
き
説
明

を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
利
用
者
に
つ
い
て
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
担
当

職
員
の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
伝
え
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（略）

四
法
第
百
卜
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町

村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
条
、
第
十
八
条
の

二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
六
条
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
基
準

五
（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
」

と
い
う
。
）
ご
と
に
一
以
上
の
員
数
の
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
保
健
師
そ
の
他
の
指

定
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
職
員
（
以
下
「
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
新
設
）

（
管
理
者
）

第
三
条
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
ご
と
に
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
に
規
定
す
る
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介

護
予
防
支
援
事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
で
あ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）
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（
趣
旨
）

第
＿
条
基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
九
条
第
．
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法

第
五
十
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
二
十
四
第
三
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
二
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に

よ
る
基
準
と
す
る
。

-
（
略
）

二
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
条
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
八
条
の
二
（
第

三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
条
の
二
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
、
第
二
十
二
条
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
（
第
三
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
の
二
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
並
び
に
第
三
十
条
第
二
号
の
二
及
び
第
二
号
の
三
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
基
準

三
（
略
）

改

正

後

（略）

十
一
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
！
十
五
（
略
）

十
六
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計

画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
八
十
八
条
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る

介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
老

人
保
健
施
設
基
準
第
．
―
-
十
九
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

ニ
・
三
（
略
）

四
介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
医

療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
（
介
護
医
療
院
基
準
第
四
十
三
条

に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
い
う
。
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

九
S
十
二
（
略
）

十
三
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計

画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
八
十
八
条
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
甚
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る

介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
老

人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）

第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

ニ
・
三
（
略
）

四
介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
医

療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及

び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
ユ

ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
い
う
。
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
を
除

く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

2
.
3

（略）

d

に

指

に

係

る

た

第
七
条
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
趣
旨
）

第
一
条
基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法

第
五
十
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
二
十
四
第
三
項
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に

よ
る
基
準
と
す
る
。

-
（
略
）

二
法
第
五
卜
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
条
（
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
八
条
の
二
（
第

．
―
-
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
条
の
二
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
、
第
二
十
二
条
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
（
第
三
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
六
条
の
二
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準 改

正

前

2
.
3
 
（略）

（
新
設
）
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（
趣
旨
）

第
一
条
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
、
共
生
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」

改

正

後

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

八
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

九
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

+
（
略
）

（
準
用
）

第
百
八
十
二
条
第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条

の
三
十
九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
一
条

ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
四
条

ま
で
、
第
八
十
六
条
及
び
第
八
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、

同
項
、
第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び

第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
条
第

三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介

護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る

者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
、
第
六
十
八
条
中
「
第
六
十
三
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十

一
条
第
十
三
項
」
と
、
第
七
十
条
及
び
第
七
十
八
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
六
条
中
「
第
六
十
三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
七
十
一
条
第
七
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

改

正

前

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

八
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

九
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ

た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

+
（
略
）

（
準
用
）

第
百
八
十
二
条
第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
一
ー
一
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条

の
．
二
十
九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
一
―
―
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
一
条

ま
で
、
第
七
卜
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
四
条

ま
で
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
ー
一
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
三
条

の
．
二
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」

と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
条
第
一
「
項
及
び
第
四

項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知

見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」

と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等

の
活
動
状
況
」
と
、
第
六
十
八
条
中
「
第
六
十
―
-
．
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
十
三
項
」

と
、
第
七
十
条
及
び
第
七
十
八
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
六
条
中
「
第
六
十
三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第

七
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
卜
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
趣
旨
）

第
＿
条
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
、
共
生
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
に
係
る
法
第
百
十
五
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
法
第
五
卜
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
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（
略
）

8
S
1
4

（略）

（
管
理
者
）

第
百
七
十
二
条
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
百
七
十
七
条
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
利
用
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
通
い

サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
利
用
者
の

居
宅
に
お
い
て
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
に
通
わ
せ
、
若
し
く
は
短
期
間
宿
泊
さ
せ
、
日
常
生
活
上
の
世
話

及
び
機
能
訓
練
並
び
に
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診
療
の
補
助
を
妥
当
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

ニ
5
六
（
略
）

ti
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

孔
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
―
―
一
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

叫
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

刈
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。

八
i
十
二
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
八
十
＿
条
（
略
）

2

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

三
第
百
七
十
七
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の

状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
・
五
（
略
）

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記
録

（
削
る
）

副
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

却
（
略
）

8
S
1
4

（略）

（
管
理
者
）

第
百
七
十
二
条
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
当
該
指
定

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
併
設
す
る
前
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
百
七
十
七
条
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
利
用
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
通
い

サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
療
養
上
の
管
理

の
下
で
妥
当
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

七

s十
一
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
八
十
一
条
（
略
）

2

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

三
第
百
七
卜
七
条
第
六
号
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
•
五
（
略
）

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等

の
記
録

二
i
六

（
新
設
）

（略）
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2
S
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（略）

-

5

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等
に
係
る
研

修
を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
6
1

（略）

-

（

準

用

）

一
第
百
六
十
九
条
第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
一
．
一
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
一
＿
一
条
の

二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
一
＿
一
条
の
三
十
二
、
第
三
条
の
三
十
四
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三

十
八
の
二
、
第
三
条
の
二
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
一
二
十
二
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

八
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
三
条
か
ら
第
百
一
二
十
五
条
ま
で
、
第
百
―
―
―
十
八
条
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十

三
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
五
十
一
条
か
ら
第
百
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
＿
一
条
の
七
第
一
項
中
「
第

三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規

一
程
」
と
、
同
項
、
第
三
条
の
一
二
十
の
二
第
二
項
、
第
一
ー
一
条
の
一
二
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第

一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第

―
―
一
条
の
十
一
第
．
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の

は
「
入
居
の
際
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の

場
合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
認
定
」
と
、
第
二
十
八
条
第

二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
五
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護

に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
つ
い
て

知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
百
四
十
七
条
中
「
第
百
三
十
八
条
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
八
条
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」

ー
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
第
百
五
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十

一
九
条
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

日
i

曜
ー
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
一
二
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

木
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
一
一
一
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六

一
十
九
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

―
―
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

＿
（
従
業
者
の
員
数
等
）

第
百
七
十
一
条
（
略
）

2
S
6

（略）

7

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
施
設
等
が
併
設
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従

業
者
を
置
く
ほ
か
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従
業
者
を
置
い
て
い
る
と

き
は
、
当
該
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
車
す
る
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5

（略）

（
準
用
）

第
百
六
十
九
条
第
三
条
の
七
、
第
一
＿
一
条
の
八
、
第
三
条
の

二
十
六
、
第
―
―
一
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
、
第

十
八
の
二
、
第
三
条
の
一
二
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十

百
二
十
三
条
か
ら
第
百
―
二
十
五
条
ま
で
、
第
百
一
二
十
八
条

七
条
ま
で
及
び
第
百
五
十
一
条
か
ら
第
百
五
十
六
条
ま
で

人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
に
規

三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並

「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と

中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提

と
、
同
条
第
一
．
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に

と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介

と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
五
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一

す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
―
-
月
]
と
、
第
百
四
十
七
条

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
八
条
」
と
、
同
条
第
五

百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
第
百
五
十

第
七
号
中
「
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
項
」
と
、
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
三

お
い
て
準
用
す
る
第
百
―
―
―
十
五
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第

百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中

項
第
六
号
中
「
前
条
第
一
―
―
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十

え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
等
）

第
百
七
十
一
条
（
略
）

2
i
6

（略）

7

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
次
の

い
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関
す
る

業
者
を
置
く
ほ
か
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員

き
は
、
当
該
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は

こ
と
が
で
き
る
。

-
i
三
（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
六
十
七
条
（
略
）

2
S
4

（略）

（
新
設
）
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―
コ
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

―
―
―
入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
医
師
又

は
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行
い
、
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
入
所
者
の

一
ー
入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

一
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病

2
 状

が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生

時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

41
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
一
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

51
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後

に
、
当
該
入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
五
十
六
条
（
略
）

2

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

―
―
―
第
百
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所
者
の
心
身
の

状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
一
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
一
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
準
用
）

第
百
五
十
七
条
第
三
条
の
七
、
第
一
ー
一
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の

二
十
六
、
第
三
条
の
一
二
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
、
第
三
条
の
三
十
四
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三

十
八
の
一
一
、
第
一
．
一
条
の
二
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び

第
八
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
八
条

に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
三
条
の
三
十
の
一
一
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一

項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
一
一
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
一
第
一
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の

提
供
の
開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
の
際
に
」
と
、
同
条
第
一
一
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者

に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要

介
護
認
定
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第

一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
清
型
介
護
老
人
福
祉

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

官報
~ ~ ~ ~ ~』

2

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
五
十
六
条
（
略
）

2

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
（
略
）

二
第
百
三
卜
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

三
第
百
三
卜
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
一
一
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
一
一
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
前
条
第
一
＿
一
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
準
用
）

第
百
五
十
七
条
第
三
条
の
七
、
第
一
一
一
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
一
一
一
条
の

二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
、
第
三
条
の
三
十
四
、
第
一
＿
一
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
一
―
―

十
八
の
二
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
叫
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
は
、
指
定
地
域
密
羞
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七

第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
八
条
に
規
定
す
る
重
要
事

項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
一
一
一
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の

三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従

業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
一
第
一
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際

し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
の
際
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ

て
い
な
い
等
の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
認
定
」
と
、

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密

着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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四
（
略
）

9
i
1
7

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
二
十
八
条
（
略
）

2

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
百
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

三
第
百
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
第
百
二
十
六
条
第
．
―
-
項
の
規
定
に
よ
る
結
果
等
の
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

八
（
略
）

（
準
用
）

第
百
二
十
九
条
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
一
＿
一
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、

第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
一
＿
一
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
一

1

一
条
の
三
十
九
ま
で
、
第
二
十
八

条
、
第
三
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
条
及
び
第
八
十
六
条
の

ゴ
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び

第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業

者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第

一
号
及
び
第
一
＿
一
号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、

第
三
十
四
条
第
．
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
三
十
＿
条
（
略
）

2
5
7

（略）

8

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ

テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

一
・
ニ
（
略
）

三
病
院
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
二
十
八
条
（
略
）

2

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
1
年
間
保
存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

一
（
略
）

二
第
百
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

三
第
百
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
第
百
ニ
ト
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
果
等
の
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ

た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

八
（
略
）

（
準
用
）

第
百
二
十
九
条
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、

第
二
条
の
三
ト
ニ
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十
九
ま
で
、
第
二
十
八

条
、
第
三
十
一
．
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
八
十
条
の
規
定
は
、
指
定

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
三

十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八

条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中

「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
一
一
．
十
四
条
第
一

項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
―
二
十
一
条
（
略
）

2
S
7

（略）

8

第
一
項
第
一
．
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ

テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

一
・
ニ
（
略
）

三
病
院
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
介
護
支
援
専
門

員
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
場
合
に
限
る
。
）

四
（
略
）

9
S
1
7

（略）
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ハ
緊
急
時
の
体
制
整
備

二
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
等
に
資
す
る
機
器
（
次
号
に
お
い
て
「
介
護
機
器
」
と

い
う
。
）
の
定
期
的
な
点
検

ホ
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
に
対
す
る
研
修

二
介
護
機
器
を
複
数
種
類
活
用
し
て
い
る
こ
と
。

三
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
地
域
密
着
型

特
定
施
設
従
業
者
間
の
適
切
な
役
割
分
担
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

四
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
取
組
に
よ
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
管
理
者
）

第
百
十
＿
条
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
ご
と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域
密
培
型
特
定
施
設
の

管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
け
る
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の

事
業
所
、
施
設
等
、
本
体
施
設
の
職
務
（
本
体
施
設
が
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合
は
、
管
理
者
と
し
て
の
職
務

を
除
く
。
）
若
し
く
は
併
設
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
百
二
十
七
条
（
略
）

2

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医
療
機
関
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う
体
制
を
、
常
時

確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
診
療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

3

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、

利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
指

定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

4

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興

感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
．
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応

に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関

に
入
院
し
た
後
に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
速
や
か
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

21 

（略）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
管
理
者
）

第
百
十
一
条
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
ご
と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
の

管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
け
る
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一

敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
、
本
体
施
設
の
職
務
（
本
体
施
設
が
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合
は
、
管

理
者
と
し
て
の
職
務
を
除
く
。
）
若
し
く
は
併
設
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
又
は
指
定
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
百
二
十
七
条
（
略
）

（
新
設
）
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―
―
―
第
九
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
ー
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
準
用
）

第
百
八
条
第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

六
、
第
一
一
一
条
の
三
十
の
一
一
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
一
一
一
条
の
三
十
四
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の

三
十
八
か
ら
第
三
条
の
二
十
九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
、
第
一
ー
．
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
八
十
条
、
第
八
十
一
一
条
の
二
、
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
一
＿
一
条
の
二
十
九

に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第

―
―
一
条
の
一
二
十
の
二
第
一
一
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中

「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
]
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二

項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
第
四
節
l

と
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
一
二
号
中
「
地
域

密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
l

と
、
第
一
＿
一
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る

者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
八
十
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
届
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る

の
は
一
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
二
条
の
二
中
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
十
条
（
略
）

2
S
6

（略）

7

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設
の

生
活
相
談
員
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
計
画
作
成
担
当
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設
の
入
居

者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

-
（
略
）

（
削
る
）

二
（
略
）

8
S
1
0

（略）

1
1
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
規
定
中
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
0
・
九
」
と
す
る
。

一
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
一
一
に
規
定
す
る
委
員
会
に
お
い
て
、
利
用
者
の
安
全

並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の
取
組
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
行
い
、
及
び
当
該
事
項
の
実
施
を
定
期
的
に
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

イ
利
用
者
の
安
全
及
び
ケ
ア
の
質
の
確
保

口
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
の
負
担
軽
減
及
び
勤
務
状
況
へ
の
配
慮

一
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―
―
―
第
九
十
七
条
第
六

並
び
に
緊
急
や
む
を

四
次
条
に
お
い
て
準

五
次
条
に
お
い
て
準

六
次
条
に
お
い
て
準

た
処
置
に
つ
い
て
の

七
（
略
）

（
準
用
）

第
百
八
条
第
三
条
の
七

六
、
第
三
条
の
三
十
の

三
十
八
か
ら
第
三
条
の

第
八
十
条
、
第
八
十
二

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

程
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
項
、
第
三
条
の
三
十

対
応
型
訪
問
介
護
看
護

あ
る
の
は
「
第
五
章
第

業
者
」
と
あ
る
の
は
「

を
有
す
る
者
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
一
．
月
」
と

と
、
第
八
十
一
．
条
の
二

共
同
生
活
介
護
事
業
者

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
十
条
（
略
）

2
5
6

（略）

7

第
一
項
第
一
号
、
第

生
活
相
談
員
、
機
能
訓

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

者
の
処
遇
が
適
切
に
行

-
（
略
）

ニ

病

院

介

護

支

援

三
（
略
）

8
i
l
o

（略）

（
新
設
）
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（
管
理
者
）

第
九
十
＿
条
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該
共
同
生
活
住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
百
一
条
共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
、
本
体
事
業
所
が
提
供
す

る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
百
五
条
（
略
）

2

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う
体
制
を
、
常
時

確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を

行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

3

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
利
用
者

の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
指
定
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
以

下
「
第
一
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て

協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し

た
後
に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
指
定
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
速
や
か
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

7
.
8

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
七
条
（
略
）

2

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の

提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（略）
第
九
十
五
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

（略）

2
.
3
 

（
記
録
の
整
備
）

第
百
七
条
（
略
）

2

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の

提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（略）

第
九
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
管
理
者
）

第
九
十
一
条
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該
共
同
生
活
住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
併

設
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
百
一
条
共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業
所
が
提
供
す

る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
共
同
生
活
住

居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
百
五
条
（
略
）

（
新
設
）
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（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
七
十
三
条
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

「
~
四
（
略
）

五
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

六
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及

び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

七
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刊
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介

護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

口
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

ハ
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

八
・
九
（
略
）

（
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た

め
の
委
員
会
の
設
置
）

第
八
十
六
条
の
二
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進

を
図
る
た
め
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を

活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

第
八
十
七
条
（
略
）

2

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供

に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

三
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記
録

四
第
七
十
三
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

八
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
八
十
七
条
（
略
）

2

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供

に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

＝
一
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等

の
記
録

四
第
七
十
三
条
第
六
号
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

七
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ

た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

八
（
略
）

（
新
設
）

七I． 
八I

（略）

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
七
十
三
条
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
S
四
（
略
）

五
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

六
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及

び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
新
設
）
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（略）
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄
に

掲
げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か

が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合

（略）

（
従
業
者
の
員
数
等
）

第
六
十
三
条

2
S
5

（略）

6

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従
業

者
を
饂
い
て
い
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、
指
定

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施

設
又
は
介
護
医
療
院

7
i
1
3

（略）

（
管
理
者
）

第
六
十
四
条
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職

務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2

（略）

3

前
二
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条

の
二
の
一
一
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護

医
療
院
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
複

合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
第
百
七
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員
等
（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
者
を
い
う
。
次
条
、
第
九
十
一
条
第
三
項
、
第
九
十
二
条
、
第
百
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
百
七
十
三
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
1

一
年
以
上
認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
別
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）

介
護
職
員

（略）
（
従
業
者
の
員
数
等
）

第
六
十
三
条

2
5
5

（略）

6

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従
業

者
を
置
い
て
い
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄
に

掲
げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か

が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合

7
S
1
3

（略）

（
管
理
者
）

第
六
十
四
条
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職

務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
併
設
す
る
前
条
第
六
項
の
表
の
当
該
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
の
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
、
同
一
敷
地
内
の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の

職
務
（
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
が
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
、

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
一
体
的
な
運
営
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
職
務
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
同
項
第
一
号
二
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
を
除
く
。
）

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2

（

略

）

‘

3

前
二
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条

の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護

医
療
院
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
複

合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
第
百
七
十
―
―
一
条
に
規
定
す
る
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員
等
（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
者
を
い
う
。
次
条
、
第
九
十
一
条
第
三
項
、
第
九
十
二
条
及
び
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
三

年
以
上
認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略）
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、
指
定

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施

設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養

病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
介
護
医
療
院

（略）
介
護
職
員
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（
管
理
者
）

第
四
十
七
条
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

2

（略）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
五
十
＿
条
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
5
四
（
略
）

司
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は

身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

Al
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
・
八
（
略
）

（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
作
成
）

第
五
十
二
条
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
者
（
第
四
十
三
条
又
は

第
四
十
七
条
の
管
理
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
希
望
及
び
そ

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
機
能
訓
練
等
の
目
標
、
当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
等
を
記
載
し
た
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
S
5

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
六
十
条
（
略
）

2

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
関

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記
録

三
第
五
十
一
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

剛
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

司
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（略）

七

（
管
理
者
）

第
四
十
七
条
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場

合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
同
一
敷
地
内
に

ti他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

2

（略）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
五
十
一
条
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
S
四
（
略
）

（
新
設
）

五
・
六
（
略
）

（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
の
作
成
）

第
五
十
二
条
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
（
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

所
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
者
（
第
四
十
三
条
又
は

第
四
十
七
条
の
管
理
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
希

望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
機
能
訓
練
等
の
目
標
、
当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体

的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
記
載
し
た
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
5
5

（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
六
十
条
（
略
）

2

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
関

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ピ
ス
の
内
容
等

の
記
録

（
新
設
）

コ
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

剛
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

町
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処

置
に
つ
い
て
の
記
録

六
（
略
）

（
新
設
）
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（
指
定
療
養
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
四
十
条
の
八
指
定
療
養
通
所
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
ニ
（
略
）

コ
指
定
療
養
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保

護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

叫
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
5
七
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
四
十
条
の
十
五
（
略
）

2

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
問
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

＝
一
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
一
一
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記
録

訓
第
四
十
条
の
八
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
問
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の

状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五六
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
一
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

叫
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（略）

（
管
理
者
）

第
四
十
三
条
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2

（略）

（
利
用
定
員
等
）

第
四
十
六
条
（
略
）

2

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
地
域
密
看
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法

第
四
十
六
条
第
．
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
地
域
密
清
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業

又
は
介
護
保
険
施
設
（
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
運
営
（
第
六
十
三
条
第
七
項
、

第
九
十
条
第
九
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
八
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
指
定
療
養
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
四
十
条
の
八
指
定
療
養
通
所
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
ニ
（
略
）

（
新
設
）

三
S
石
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
四
十
条
の
十
五
（
略
）

2

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
療
養
通
所
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
．
―
-
（
略
）

三
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等

の
記
録

（
新
設
）

叫
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

司
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

吋
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処

罹
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
管
理
者
）

第
四
十
三
条
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
惜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
単
独

型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の

事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2

（略）

（
利
用
定
員
等
）

第
四
十
六
条
（
略
）

2

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
届
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法

第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業

又
は
介
護
保
険
施
設
（
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
運
営
（
第
六
十
三
条
第
七
項
、
第
九
十
条
第
九
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
八
項

に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

t::

…~:::::…:;~;

J 



-129-

--0123456789

141 令和 6年 1月 25日 木曜日 官 報 （号外第 18号）

（
記
録
の
整
備
）

第
三
十
六
条
（
略
）

2

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
提
供
に
関
す
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記
録

三
第
二
十
六
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

七
（
略
）

（
準
用
）

第
三
十
七
条
の
三
第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三
か
ら
第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
一
―
-

条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の

―
―
―
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
、
第
一
一
一
条
の
一
二
十
九
、
第
十
二
条
及
び
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第

二
十
二
条
第
四
項
並
び
に
前
節
（
第
三
十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営

規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
を
い
う
。
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密

着
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
共
生
型
地
域
密
沿
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、

第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
一
二
十
二
第
一
項
並
び
に
第
一
一
一
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号

中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
箸
型
通
所
介
護
従
業

竺
と
、
第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項

に
掲
げ
る
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場

合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業

所
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合

l

と
、
第
一
―
十
六
条
第
四
号
、
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
一
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
二

項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護

従
業
者
」
と
、
第
三
十
六
条
第
一
一
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
条
の
十
八
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
条
の
二
十
六
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
）

第
四
十
条
の
二
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事

す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が

な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
.
3

（略）
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の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
当
該
他
の
事
業
所
、
施
設
等
と
一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
日
中
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
万
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問

介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
、
一
体
的
に
運
営
す
る
と
き
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
十
条
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
の
行
う
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
5
四
（
略
）

司
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身

体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

吋
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
5
九
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
十
七
条
（
略
）

2

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
提
供
に
関
す
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記
録

三
第
十
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

叫
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

酎
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

バ
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
一
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て

採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（
管
理
者
）

第
二
十
一
条
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
沿
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域
密
済
型
通
所
介
護
事
業

所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は

他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
二
十
六
条
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
S
四
（
略
）

五
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身

体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

六
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
・
八
（
略
）

五I． 
六I

（
新
設
）

（略）

護
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
当
該
同
一
敷
地
内
の
他
の
事
業
所
、
施
設
等
と
一
体
的
に
運

営
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
日
中
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
、
一
体
的
に
運
営
す
る
と
き

は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
十
条
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
の
行
う
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
S
四
（
略
）

（
新
設
）

五
S
七
（
略
）

（
記
録
の
整
備
）

第
十
七
条
（
略
）

2

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
提
供
に
関
す
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等

の
記
録

（
新
設
）

―
―
一
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

訓
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

町
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
一
条
の
三
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ

た
処
慨
に
つ
い
て
の
記
録

（
管
理
者
）

第
二
十
一
条
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
僅
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業

所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は

同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
二
十
六
条
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
s
四
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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（
記
録
の
整
備
）

第
三
条
の
四
十
（
略
）

2

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

―
―
-
（
略
）

四
第
三
条
の
二
十
四
第
十
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
報
告
書

五
第
三
条
の
二
十
二
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身

の

状

況

並

び

に

緊

急

や

む

を

得

な

い

理

由

の

記

録

｀

六
第
一
一
一
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

七
第
一
一
一
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

刈
第
一
一
一
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記

録（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）

第
六
条
（
略
）

2

（略）

3

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
、
同
一
敷
地
内
の
指
定

訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
又
は
利
用
者
以
外

の
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
施
設
等
の
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
!
+
（
略
）

（
削
る
）

十
一
（
略
）

5

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等
は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事

業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
利
用
者
に
対
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
三
項
本
文
及
び
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
随
時

訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略）

（
管
理
者
）

第
七
条
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の

管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
又
は
他
の
事
業
所
、
施

設
等
（
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
が
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者

:~ 

（
記
録
の
整
備
）

第
三
条
の
四
十
（
略
）

2

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
定
期
巡
同
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
・
一
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
第
三
条
の
十
八
第
一
＿
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

三
（
略
）

四
第
三
条
の
二
十
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
報
告
書

（
新
設
）

五
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

バ
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

叫
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）

第
六
条
（
略
）

2

（略）

3

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
、
同
一
敷
地
内
の
指
定
訪
問

介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
又
は
利
用
者
以
外
の
者

か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
施
設
等
の
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
；
+
（
略
）

十
一
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

十
二
（
略
）

5

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等
は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所

の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

当
該
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
利
用
者
に
対
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
三
項
本
文
及
び
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
随
時
訪
問

サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略）

（
管
理
者
）

第
七
条
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の

管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
又
は
同
．
敷
地
内
の
他

の
事
業
所
、
施
設
等
（
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
が
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

:::

::~~:~:~~~9, 
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叶

（

略

）

6

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等
は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

第

一
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
創
叫
内
に
あ
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指

外号（
一
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
S
1
2

（略）

（
管
理
者
）

一
第
三
条
の
五
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

一
介
護
看
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

C

た
だ
し
、

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従

報
一
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
三
条
の
二
十
二
定
期
巡
回
・
髄
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
の
行
う
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
i
七
（
略
）

八
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者

等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の

行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一
叫
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
・
十
一
（
略
）

（
掲
示
）

第
三
条
の
三
十
二
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和 6年 1月 25日木曜日 官

五
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
六
条
第
四
項
第
五
号
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
六

十
三
条
第
六
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

六

i
+
（略）

（
削
る
）

五
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
六
条
第
四
項
第
五
号
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
六
十
―
―
一
条

第
六
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

六

i
+
（略）

刊
↓
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
一
二
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
一
．
号
に
規
定
す

る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
以
下
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
]
と
い
う
。
）

十
二
（
略
）

6

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等
は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
施
設
内
に
あ
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
夜

間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
i
1
2

（略）

（
管
理
者
）

第
三
条
の
五
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
三
条
の
二
十
二
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
の
行
う
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

-
i
七
（
略
）

（
新
設
）

八
・
九

（
掲
示
）

第
三
条
の
三
十
二
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
定
期
巡
回
。
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

従
業
者
の
勤
務
の
休
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当

該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に

自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（略）

l 
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六
法
第
七
十
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
一
＿
一
条
の
七
第
一
項
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
六
十

一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
八
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第

八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
二
十
二
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
三
条
の
二
十
三
（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
計
画
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
条
の
二
十
五
（
第
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
一
1

十
の
二
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、

第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百

八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
三
十
一
第
三
項
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
三
十
三
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、

第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
条
の
三
十
八
（
第
十
八
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第

六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
四
十
一
第
二
項
（
第
三
条
の
二
十
三
に
係
る
部
分

（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）
、
第
十
条
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
二
十
六
条
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
四

十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
四
十
条
の
十
六
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
五
第
一
項
、
第
四
十
条
の
八
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
五
十
一
条
第
五
号
及
び
第

訃
、
第
五
十
九
条
の
二
、
第
七
十
三
条
第
五
号
か
ら
七
号
ま
で
、
第
七
十
八
条
第
二
項
、
第
九
十
七
条
第

五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
三
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
百
三
十
九
条
第
八
項
、
第
百
四
十
五
条
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五

十
一
条
第
二
項
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
三
条
（
第
百
六
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
六
十
JL
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
六
十
二
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
第
九
項
、
第
百
七
十
七
条
第
五
号
か
ら

第
七
号
ま
で
並
び
に
第
百
七
十
八
条
（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

七
・
八
（
略
）

（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
の
員
数
）

第
三
条
の
四
（
略
）

2
i
4

（略）

5

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
の
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
！
四
（
略
）

六
法
第
七
卜
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が

条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
三
条
の
七
第
一
項
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
六
十

一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
八
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第

八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
二
十
―
―
-
（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の

提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
条
の
二
十
五
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
―
―

条
の
三
十
の
二
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八

条
、
第
百
一
千
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
条
の
一
―
-
+
―
第
三
項
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
一
．
条
の
三
十
三

（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十

九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
三
十
八
（
第
十
八
条
、
第
八
十

八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の

．
二
十
八
の
一
．
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、

第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
三
条
の
四
十
一
第
二
項
（
第
三
条
の
二
十
三
に
係
る
部
分
（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
計
画
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
．
一
項
（
第
四

十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
四
十
条
の
十
六
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
九
条
の
二
、
第
七
十
三
条
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
七
十
八

条
第
二
項
、
第
九
十
七
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
九
十
九
条
第
二
項
、
第
百
十
三
条
第
一
項
か
ら
第

．
二
項
ま
で
、
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
三
十
七
条

第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
三
十
九
条
第
八
項
、
第
百
四
十
五
条
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
一
条
第
二
項
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

五
十
三
条
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
六
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
二
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
第
百
六
十
三
条
第
九
項
、

第
百
七
十
七
条
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
百
七
十
八
条
（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画
及
び

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

七
・
八
（
略
）

（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
の
員
数
）

第
三
条
の
四
（
略
）

2
5
4

（略）

5

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
の
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

-
i
四
（
略
）
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（
趣
旨
）

第
＿
条
共
生
型
地
城
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
（
略
）

二
法
第
七
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
三
条
の
七
第
一
項
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
八
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

第
一
＿
一
条
の
三
十
の
二
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
三
十
三
（
第
三

十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
第
五
号
及
び
第
六
号
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
の
一
＿
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三

十
五
条
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
i
五
（
略
）

改

正

後

（
掲
示
）

第
二
十
二
条
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程

の
概
要
、
介
護
支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら

れ
る
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
備
え

付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
記
録
の
整
備
）

第
二
十
九
条
（
略
）

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

三
第
十
三
条
第
二
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の

状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

五
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

六
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（略）

（
掲
示
）

第
二
十
二
条
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程

の
概
要
、
介
護
支
援
専
門
員
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら

れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
記
録
の
整
備
）

第
二
十
九
条
（
略
）

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
ニ
（
略
）

（
新
設
）第

十
六
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
懺
に
つ
い
て
の
記
録

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
趣
旨
）

第
一
条
共
生
型
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
（
略
）

二
法
第
七
卜
八
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
三
条
の
七
第
一
項
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
八
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

第
三
条
の
三
十
の
二
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
一
＿
．
十
三
（
第
三

十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

及
び
第
三
卜
五
条
（
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
i
五

五1四1三1

改

正

前
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8

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
提
供
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的

方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
五
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
（
略
）

（略）

，
 

（

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

具

体

的

取

扱

方

針

）

‘

第
十
三
条
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本

取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
ニ
（
略
）

訃
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体

を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行

為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

二
の
三
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
！
十
三
（
略
）

十
三
の
二
介
護
支
援
専
門
員
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
利
用
者
に
係
る
情
報
の
提
供
を
受
け

た
と
き
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
者
の
服
薬
状
況
、
口
腔
機
能
そ
の
他
の
利
用
者
の
心
身
又
は

生
活
の
状
況
に
係
る
情
報
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
を
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
主
治
の
医
師
等
又
は
薬

剤
師
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

十
四
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
三
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）

に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ

と
と
し
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
少
な
く
と
も
一
月
に
一
回
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ
と
。

叫
イ
の
規
定
に
よ
る
面
接
は
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
二
月
に
一
回
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
利
用

者
に
面
接
す
る
と
き
は
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
な
い
月
に
お
い
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用

し
て
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

訓
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
面
接
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
文
書
に
よ
り
利
用
者
の
同
意
を
得

て
い
る
こ
と
。

叫
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
主
治
の
医
師
、
担
当
者
そ
の
他

の
関
係
者
の
合
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

田
利
用
者
の
心
身
の
状
況
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
。

叫
利
用
者
が
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

血
介
護
支
援
専
門
員
が
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
は
把
握
で
き
な
い
情

報
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

ハ
（
略
）

十
五
i
二
十
五
（
略
）

二
十
六
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
＿
―
-
第
一
＿
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
か
ら
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
を

受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
務
量
等
を
勘
案
し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
行
う
指
定
居
宅

介
護
支
援
の
業
務
が
適
正
に
実
施
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
七
（
略
）

7

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
提
供
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的

方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
四
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
（
略
）

（略）

8
 （

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

具

体

的

取

扱

方

針

）

．

第
十
三
条
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本

取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
ニ
（
略
）

（
新
設
）

三

s+―
―
-
（
略
）

+1一
の
二
介
護
支
援
専
門
員
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
利
用
者
に
係
る
情
報
の
提
供
を
受
け

た
と
き
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
者
の
服
薬
状
況
、
口
腔
機
能
そ
の
他
の
利
用
者
の
心
身
又
は

生
活
の
状
況
に
係
る
情
報
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
を
、
利
用
者
の
同
意
を
得
て
主
治
の
医
師
若
し
く
は

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

十
四
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
三
号
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）

に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ

と
と
し
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
少
な
く
と
も
一
月
に
一
回
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
利
用
者
に
面
接
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

ロ
（
略
）

十
五
5
二
十
五
（
略
）

二
十
六
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護

予
防
支
援
事
業
者
か
ら
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
務
量
等
を

勘
案
し
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
業
務
が
適
正
に
実
施
で
き
る
よ

う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
七
（
略
）

（
新
設
）
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（
管
理
者
）

第
三
条
（
略
）

2

（略）

3

第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
（
略
）

二
管
理
者
が
他
の
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理

に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条
（
略
）

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
一
一
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
基

づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者
は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

31
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
の
総
数
の
う
ち
に
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸
与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が
占
め
る
割

合
及
び
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
懺
付

け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の
回
数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

（略）

51
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
八
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家

族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
惜
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当

該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（略）

6

（略）

71
第
五
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。

（
管
理
者
）

第
三
条
（
略
）

2

（略）

3

第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

-
（
略
）

二
管
理
者
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条
（
略
）

2

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
茎
本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

利
用
者
は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
前
六
月
間

に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数
の
う
ち
に
訪
問
介

護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸
与
及
び
地
域
密
沿
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」
と

い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が
占
め
る
割
合
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
他
置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の
回

数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ

れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

3

（略）

41
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家

族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当

該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

-
．
―
-
（
略
）

5

（略）

61
第
四
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。
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二
法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
三
十
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
三
条
第
二
号

の
二
、
第
二
号
の
三
、
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二
、

第
十
八
号
の
三
及
び
第
二
十
六
号
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
の
二
（
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
の
一
ー
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
七
条
（
第
三
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
七
条
の
―
-
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
基
準

三
（
略
）

四
法
第
八
十
．
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
条
、
第
十
三
条
第
二
号

の
二
、
第
二
号
の
三
、
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二
、

第
十
八
号
の
二
及
び
第
二
十
六
号
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
―
-
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
七
条
並

び
に
第
一
＿
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
基
準

五
（
略
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二
（
略
）

2
.
3

（略）

4

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一

項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
保
険
施
設
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
.
6

（略）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条
（
略
）

2

前
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の
数
（
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
支

援
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
又
は
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
に
お
い
て
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
十
三
条
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
の
利
用
者
の
数
に
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
利
用
者
の
数
に
三
分
の
一

を
乗
じ
た
数
を
加
え
た
数
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
と
す
る
。

31
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
届
宅
介
護
支
援
事
業
所
が
、
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会
（
昭

和
三
十
四
年
一
月
一
日
に
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
運

用
及
び
管
理
を
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
接
続
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
情
報
の
共
有
等
の
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
か
つ
、

事
務
職
員
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の
数
が
四
十
九
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
と
す
る
。

（
新
設
）

二
法
第
四
卜
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
互
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七

引
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二
、
第
十
八
号
の
三
及
び
第
二

十
六
号
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条
の
二
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
の
二
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
（
第

二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
一
一
十
七
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

並
び
に
第
一
｀
十
七
条
の
二
（
第
一
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
（
略
）

四
法
第
八
ト
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
条
、
第
十
三
条
第
一
項
第
七

引
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
の
二
、
第
十
八
号
の
三
及
び
第
一
―

十
六
号
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
―
-
+
―
―
一
条
、
第
二
十
七
条
並
び
に
第
二
十
七
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
基
準

五
（
略
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二
（
略
）

2
.
3

（略）

4

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一

項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条

の
七
の
二
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
他
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
支
援

事
業
者
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
保

険
施
設
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
と
の
連
携
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
.
6

（略）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条
（
略
）

2

前
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の
数
が
三
十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
．
と
す
る

3
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改

正

後

（
記
録
の
整
備
）

第
百
十
八
条
の
二
（
略
）

2

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供

に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の

記
録

―
―
―
第
百
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状

況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

叫
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
＿
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

司
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
―
―
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

吋
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た

処
置
に
つ
い
て
の
記
録

（
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
百
四
十
三
条
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人

保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
老
人
保
健
施

町
刷
剛
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

ニ
。
一
―
-
（
略
）

四
介
護
底
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し

て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
（
介
護
医
療
院
基
準
第
四
十
三
条
に
規
定
す

る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
い
う
。
第
百
五
十
五
条
の
四
及
び
第
百
五
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

る
基
準
の
一
部
改
正
）

i
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
七
条
第
．
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法

第
四
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
係
る
法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

-
（
略
）

2
.
3
 
（略）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
十
八
条
の
二
（
略
）

2

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供

に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
（
略
）

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記

録（
新
設
）

コ
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

訓
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

町
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処

猶
に
つ
い
て
の
記
録

（
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
百
四
十
三
条
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人

保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
襲
老
人
保
健
施

設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
第
三
十
九

条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す

る
こ
と
と
す
る
。

ニ
・
―
―
-
（
略
）

四
介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し

て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
（
介
護
底
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並

び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
一
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
第
四
十
―
―
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

介
護
医
療
院
を
い
う
。
第
百
五
十
五
条
の
四
及
び
第
百
五
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

2
.
3

（略）
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（
趣
旨
）

第
一
条
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
＝
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
、
共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法

第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
七

十
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
条
第
六
号
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百
三
十
条
第
六
項
（
第
百

四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
条
の
二
十
七
、
第
百
四
十
条
の
二
十
八
、

第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

基
準

二
（
略
）

三
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百

九
条
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第

百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
第

三
号
及
び
第
四
号
（
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
の
二
（
第
四
十
三
条
、

第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

第
三
十
一
条
第
三
項
（
第
四
十
三
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条

（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
条
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、

第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
五

十
条
第
三
号
及
び
第
四
号
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
十
八
条
第
一
二
号
及
び

第
四
号
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
条
第
二
項
（
第
百
九
条
及
び
第
百
四
十

条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
条
の
三
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百

二
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百

三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
九
十
九
条
第
六
号
及

び
第
七
号
（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
三
条
第
六
項
（
第
二
百
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

四
ー
六
（
略
）

改

正

後

四
S
六

（略）

改

正

前

6
 

0
-
I
O厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号

ー
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
及
び
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

Fll
六

．

月

一

日

．

ー

ビ

ス

の

の

人

、

び

に

関

る

の

一

口

を

る

，

令

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

＝ 

]
 

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
趣
旨
）

第
一
条
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
、
共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法

第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
法
第
七

十
四
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
法
第
四
ト
ニ
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以

下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
巾
又
は
中
核
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
条
例
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
五
十
条
第
四
号
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百
三
十
条
第
六
項
（
第
百

四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
十
条
の
二
十
七
、
第
百
四
十
条
の
二
十
八
、

第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

基
準

二
（
略
）

三
法
第
四
|
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府

県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
八
条
第
一
項
（
第
阻
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百

九
条
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第

百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
の
二

（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
第
三
項
（
第
四
十
三
条
及
び
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
皿
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
一
一
．
十
七
条
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の
三

十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
四
十
一
．．
 

条
、
第
五
十

八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四

十
二
条
の
一
．
、
第
百
四
条
第
二
項
（
第
百
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
、
第
百
四
条
の
一
―
-
（
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
（
第
百

四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
百
四
十

条
の
三
十
一
．
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の
一
．．
 

十
二
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
三
条
第
六
項
（
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準
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議案第40号」
茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤消防団員

等の損害補償に係る補償基礎額を改定するため提案する。

2 根拠法規

(1) 消防組織法（昭和 22年法律第 22 6号）第 24条第 1項

(2) 消防法（昭和 23年法律第 18 6号）第 36条の 3

(3) 水防法（昭和 24年法律第 19 3号）第 45条

(4) 災害対策基本法（昭和 36年法律第 22 3号）第 84条第 1項

3 条例の概要

(1) 非常勤消防団員及び消防作業従事者等に係る補償基礎額を改定し、その最低額をそ

れぞれ 9, 1 0 0円とすること等とした。（第 5条、別表関係）

(2) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとし、所要の経過措置を設けるこ

ととした。
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茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

（補償基礎額）

第 5条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補

償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1)非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり

、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又

は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断に

より疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において

当該非常勤消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日から

の勤務年数に応じて別表に定める額とする。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従

事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、旦

, 1 0 0円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日

額に比して公正を欠くと認められるときは、 14, 200円を超えない

範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 略

4 略

別表（第 5条関係）

（補償基礎額）

第 5条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補

償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり

、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態

となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又

は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断に

より疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において

当該非常勤消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日から

の勤務年数に応じて別表に定める額とする。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従

事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、旦

, 9 0 0円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日

額に比して公正を欠くと認められるときは、 14, 200円を超えない

範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 略

4 略

別表（第 5条関係）

補償基礎額表 補償基礎額表

階級 勤務年数 階級 勤務年数

1 0年未満 |1 0年以上 20 

年未満

2 0年以上 1 0年未満 |1 0年以上 20

年未満

2 0年以上
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団長及び副団長 円 円 円 団長及び副団長 円 円 円

12, 500 13! 350 14, 200 12,440 13, 320 14, 200 

分団長及び副分団 10, 800 11, 650 12, 500 分団長及び副分団 10, 670 1 1, 5 5 0 12,440 

長 長

部長、班長及び団 9, 1 0 0 9, 9 5 0 10, 800 部長、班長及び団 8, 9 0 0 9, 7 9 0 10, 670 

員 員

備考略 備考略
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茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例参照条文

0消防組織法

（非常勤消防団員に対する公務災害補償）

第二十四条 消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公

務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、市町村は

、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの

原因によって受ける損害を補償しなければならない。

2 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の選族の福祉に関し

て必要な事業を行うように努めなければならない。

0消防法

第三十六条の三 第二十五条第二項（第三十六条第八項において準用する場合を含む。）又は第二十

九条第五項（第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。）の規定により、

消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第三十五条の十第

一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり又は障害の状態となった場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定め

るところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければな

らない。

皇 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物と

しての用途に供することができるもの（以下この条において「専有部分」という。）がある建築物

その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であって、第二十五条第一項

の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の

者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となったときも、前項と同

様とする。

ニ火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者

三火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定める

ところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場

合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者そ

の他の総務省令で定める者（前号に掲げる者を除く。）

虚第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。

0水防法

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償）

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し

、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しく

は障害の状態となったときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事

務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定めるところにより、その者又

はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

0災害対策基本法

（応急措置の業務に従事した者に対する損害補償）

第八十四条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第

六十五条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定又は同条第二項において準用

する第六十三条第二項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場に

ある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、当該市町村は、政令で定める基準

に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因に
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よって受ける損害を補償しなければならない。

2 都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定める基準に従い

、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって

受ける損害を補償しなければならない。

0原子力災害対策特別措置法

（災害対策基本法の規定の読替え適用等）

第二十八条 原子力災害についての災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定（石油コンビナート

等災害防止法第三十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の適用について

は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の＿下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

略 略 略

第八十四条第一項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊

r 目 等の自衛官

略 略 略

2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基

本法の次の表の上欄に掲げる規定（石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

略

3 原子力緊急事態宣言があった時以後における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定の適用

については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする

略

4 原子力災害については、災害対策基本法第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、適用しない

5 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原

子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関しては、災害対策基本法第五十条、第五十四条、第五

十九条及び第六十六条の規定は、適用しない。

6 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施する地方公共団体の長は、第二項の規定により

読み替えて適用される災害対策基本法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定

によるもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害

の予防、診断及び治療に関する助言その他の緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施する

ために必要な援助を求めることができる。
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令和 6年 2月 9日 金曜日 官 報 （号外第 32号）

総

務

大

臣

松

本

剛

明

国
土
交
通
大
臣
斉
藤
鉄
夫

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
二
条
第
一
一
項
及
び

別
表
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補

償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
「
損
害
補
償
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
日
前

に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
傷
病
補
償
年
金
、
同
条

第
四
号
イ
に
規
定
す
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
条
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
傷
病
補
償
年
金

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
等
を
除
く
。
）

及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
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令和 6年 2月 9日 金曜日 官 報 （号外第 32号） 2
 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
二
十
八
号

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
、
消
防
法
（
昭
和
―
―
十
三

年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
一
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
水
防

法
（
昭
和
―
―
十
四
年
法
律
第
百
九
十
―
―
一
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
―
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
八
千
九
百
円
」
を
「
九
千
百
円
]
に
改
め
る
。

別
表
中
「
一
―
-
、
四
四

0
」
を
「
一
―
-
、
五

0
0」
に
、
「
一
三
、
三
二

0
]
を
「
一
＝
―
、
-
―
-
五

0'一
に
、
「
一

0
、
六

七
0
」
を

[
1
0、
八

0
0」
に
、
「
―
-
、
五
五

0
」
を
「
―
-
、
六
五

0
」
に
、
「
八
、
九

0
0」
を
「
九

‘
1
0
0」

に
、
「
九
、
七
九

0
」
を
「
九
、
九
五

0
」
に
改
め
る
。

令
和
六
年
二
月
九
日

御

名

御

璽

岸

田

文

雄
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1 電子入札区分

2 年度

3 入札執行部局名／入札執行所属名

4 入札方式

5 落札者

6 営業種目

7 開札日

8 件名

9 履行期間（契約期間）

10 予定価格（税抜）

予定価格（税込）

11 落札金額（税抜）

落札金額（税込）

12 最低制限価格（税抜）

最低制限価格（税込）

13 調査基準価格（税抜）

調査基準価格（税込）

14 結果

No. 参加事業者 第 1回入札額

1 新日本厨機株式会社 25,647,450 

2 日本調理機株式会社 26,589,550 

3 株式会社中西製作所 26,750,000 

4 本郷厨設株式会社 26,800,000 

5 有限会社嶺松 30,521,850 

入札結果表

電子入札

令和5年度

経営総務部契約検査課

一般競争入札

新日本厨機株式会社

業務用厨房機器類

令和6年2月21日（水）

ランチボックス及び付属品

□三三―-41号］

市議会議決の日から令和6年8月30日（金）まで

¥25,647,450 

¥28,212,195 

落札

第 2回入札額 第 3回入札額 第4回入札額 摘要

落札
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供給物件内訳書有限会社長谷川書店

小学校 茅ヶ崎 西浜 松浪 浜須賀 柳島 東海岸 浜之郷 緑が浜 汐見台
学校教育

計指導課

指導書（各学校 1セット）
支援級 支援級 支援級 支援級 支援級 支援級

赤本；表現CD （各クラス 1)

1年国語学習指導書（セット） lヽ lヽ 1 1、 lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
1年国語学習指導書別冊（朱書）上 5 1 3 1 6 3 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 38 
1年国語学習指導書別冊（朱書）下 5 1 3 1 6 3 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 38 
1年ワークシート集 1‘‘‘ lヽ 1 1 ............... 1、 1 1‘‘‘ 1 l`  1 10 
1年書写学習指導書（セット） 1 .............. 1~ 1 1、 lヽ 1 1、 1 1、 1 10 

1年算数指導書（セット） ① lヽ 1 .............. 1 1 -.............. 1~ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
1年算数指導書（セット） ② lヽ lヽ 1 1、 lヽ 1 lヽ 1 1‘‘‘ 1 10 
1年 2年生活指導書（セット）上 1 -.............. lヽ 1 l‘‘‘ lヽ 9 1 1、 1 1 --............ 1 10 
1年 2年生活指導書（セット）下 lヽ lヽ 1 lヽ 1‘‘‘ 1 1 ............... 1 1、 1 10 
1年音楽指導書セット lヽ lヽ 1 1、 1、 1 lヽ 1 1 -.............. 1 10 
1年音楽表現CD 5、 3‘‘‘ 6 3‘‘‘ 3,.............. 4 3‘‘‘ 2 2‘‘‘ ‘ 

31 
1年 2年図画工作（セット）上 1̀ ‘‘ 1‘‘‘ 1 1‘‘‘ 1‘‘‘ 1 1‘‘‘~ ク 1 lヽ 1 10 
1年 2年図画工作（セット）下 1 ............... lヽ 1 1、 1 ............... 1 lヽ 1 1、 1 10 
1年道徳指導書（セット） 1‘‘‘ l‘‘‘ 1 1 "-....... 1-........._ 1 1、 1 1、 1 10 
2年国語学習指導書（セット） lヽ lヽ 1 lヽ 1 -.............. 1 1 ヽ 1 1 --............ 1 10 
2年国語学習指導書別冊（朱書）上 5 1 4 1 6 4 1 3 1 5 3 1 2 1 1 1 40 
2年国語学習指導書別冊（朱書）下 5 1 4 1 6 4 1 3 1 5 3 1 2 1 1 1 40 
2年ワークシート集 lヽ 1¥  1 lヽ 1‘‘‘ 1 lヽ 1 1 ............... 1 10 

2年書写学習指導書（セット） 1、 1 --............ 1 1、 1 -............. 1 1、 1 1、 1 10 
2年算数指導書（セット） 上 lヽ lヽ 1 lヽ lヽ 1 1 ............... 1 lヽ 1 10 
2年算数指導書（セット） 下 1 ............... l‘‘‘ 1 1‘‘‘ 1‘‘‘ 1 1.............._ 1 lヽ 1 10 

2年音楽指導書（セット） 1¥  1¥  1 1、 1~ 1 1¥  1 1¥  1 10 

＇ 
2年音楽表現CD 5 .............. 4 ............... 6 4、 3 ............... 5 3~ 2 lヽ ‘ 

33 

2年道徳指導書（セット） 1~ lヽ 1 1 ............... lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 

2年教芸音楽指導書（セット） 1¥  1、 1 1、 lヽ 1 1¥  1 1¥  1 10 よ

2年教芸音楽表現CD 5 4~ 6 4 .............. 3 ヽ 5 3 ............... 2 lヽ ‘ 33 ト

叫n

I 
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供給物件内訳書 有限会社長谷川書店

小学校 茅ヶ崎 西浜 松浪 浜須賀 柳島 東海岸 浜之郷 緑が浜 汐見台 学校教育
計指導課

3年国語学習指導書（セット） lヽ 1`  1 lヽ lヽ 1 lヽ 1 1‘‘‘ 1 10 
3年国語学習指導書別冊（朱書）上 5 1 4 1 6 5 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 41 
3年国語学習指導書別冊（朱書）下 5 1 4 1 6 5 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 41 
3年ワークシート集 lヽ lヽ 1 1、 1`  1 1¥  1 1¥  1 10 
3年書写学習指導書（セット） 1¥  1、 1 1¥  1 -............. 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
3年社会指導書（セット） 1 ............... 1、 1 lヽ 1‘‘‘ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
3 ・ 4 ・ 5 ・ 6年地図セット lヽ 1 ............... 1 1‘‘‘ lヽ 1 lヽ 1 1 -.............. 1 10 
3年算数指導書（セット） 上 lヽ 1、 1 l̀ ‘‘ lヽ 1 lヽ 1 1‘‘‘ 1 10 
3年算数指導書（セット） 下 1........._ 1~ 1 1 -.............. 1 -.............. 1 1¥  1 1、 1 10 
3年理科指導書（セット） 1¥  1、 1 1 -.............. 1‘‘‘ 1 lヽ 1 1、、 1 10 
3年音楽指導書（セット） 1‘‘‘ 1 ............... 1 lヽ lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
3年音楽表現CD 5‘‘‘ 4‘‘‘ 6 5 -.............. 3,.............. 4 3‘‘‘ 2 2 ............... ‘̀‘‘ 34 
3年4年図画工作（セット）上 1‘‘‘ 1‘‘‘ 1 1`  1、 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
3年4年図画工作（セット）下 1‘‘‘ 1,.............. 1 lヽ lヽ 1 1‘‘‘ 1 1`  1 10 
3年4年保健指導書（セット） 1 ............... 1 ............... 1 lヽ lヽ 1 lヽ 1 1`  1 10 
3年道徳指導書（セット） lヽ 1 -............. 1 lヽ lヽ 1 1 ............... 1 1‘‘‘ 1 10 
4年国語学習指導書（セット） 1 -.............. 1 -............. 1 1~ 1............_ 1 1¥  1 1 ............... 1 10 
4年国語学習指導書別冊（朱書）上 4 1 3 1 5 4 1 3 1 4 3 1 3 2 1 1 38 
4年国語学習指導書別冊（朱書）下 4 1 3 1 5 4 1 3 1 4 3 1 3 2 1 1 38 
4年ワークシート集 1‘‘‘ lヽ 1 lヽ lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
4年書写学習指導書（セット） 1 ---.......... lヽ 1 1~ 1 ¥  1 1 ............... 1 l‘‘‘‘ 1 10 

4年社会指導書（セット） lヽ lヽ 1 1 ............... lヽ 1 1‘‘‘ 1 lヽ 1 10 
4年算数指導書（セット） 上 lヽ lヽ 1 l̀ ‘‘ lヽ 1 lヽ 1 1`  1 10 
4年算数指導書（セット） 下 lヽ 1、 1 1`  l `  1 1¥  1 1~ 1 10 
4年理科指導書（セット） 1、 1 ............... 1 lヽ lヽ 1 l‘‘‘ 1 lヽ 1 10 

4年音楽指導書（セット） lヽ 1、 1 1‘‘‘ lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 
4年音楽表現CD 4‘‘‘ 3‘‘‘ 5 4~ 3 ............... 4 3.............._ 3 2‘‘‘ 31 

4年道徳指導書（セット） lヽ 1¥  1 1~ 1 ............... 1 1、 1 1............_ 1 10 

4年教芸音楽指導書（セット） 1、 1¥  1 lヽ lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1 10 

4年教芸音楽表現CD 4‘‘‘ 3 ............... 5 4~ 3¥  4 3-.............. 3 2,.............. ‘ 31 
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供給物件内訳書有限会社長谷川書店

小学校 茅ヶ崎 西浜 松浪 浜須賀 柳島 東海岸 浜之郷 緑が浜 汐見台 学校教育
計指導課

5年国語学習指導書（セット） 1、 1、 1 lヽ lヽ 1 lヽ 1 1`  1 10 
5年国語学習指導書別冊（朱書） 4 1 4 1 5 4 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 38 
5年ワークシート集 lヽ 1、 1 1 ............... 1¥  1 lヽ 1 lヽ 1 10 
5年書写学習指導書（セット） lヽ 1、 1 1‘‘‘ 1、 1 1`  1 lヽ 1 10 
5年社会指導書（セット） lヽ lヽ 1 lヽ 1 ............... 1 lヽ 1 1~ 1 10 
5年算数指導書（セット） 上 1¥  lヽ 1 1~ 1¥  1 1、 1 1、 1 10 
5年算数指導書（セット） 下 1、 lヽ 1 1~ 1、 1 1............._ 1 1¥  1 10 
5年理科指導書（セット） lヽ 1、 1 lヽ 1、 1 1、 1 1‘‘‘ 1 10 
5年音楽指導書（セット） lヽ lヽ 1 lヽ lヽ 1 1¥  1 lヽ 1 10 
5年音楽表現CD 4........_ 4、 5 4~ 3¥  4 3 ............... 2 2 ............... ‘‘‘ 31 
5年 6年図画工作（セット）上 lヽ lヽ 1 1‘‘‘ lヽ 1 1 ............... 1 lヽ 1 10 
5年 6年図画工作（セット）下 1‘‘‘ 1‘‘‘ 1 1‘‘‘ 1¥  1 1 ............... 1 1~ 1 10 
5年 6年家庭科指導書（セット） ① 1、 1‘‘‘ 1 1~ 1 ............... 1 1¥  1 lヽ 1 10 
5年 6年家庭科指導書（セット） ② 1、 1、 1 1'"'-...... 1 ¥  1 lヽ 1 lヽ 1 10 

5年 6年保健指導書（セット） 1、 l‘‘‘ 1 1..........._ 1、 1 1‘‘‘ 1 1.............._ 1 10 
5年英語指導書（セット） 1¥  1、 1 1~ 1 ............... 1 1、 1 lヽ 1 10 
5年道徳指導書（セット） 1、 1‘‘‘ 1 1‘‘‘ 1 ............... 1 1 ............... 1 1 ............... 1 10 
6年国語学習指導書（セット） 1‘̀ ‘ lヽ 1 lヽ lヽ 1 1¥  1 lヽ 1 10 
6年国語学習指導書別冊（朱書） 4 1 4 1 5 4 1 3 1 4 3 1 2 2 1 1 38 
6年ワークシート集 lヽ lヽ 1 lヽ 1 ............... 1 1¥  1 1 --............ 1 10 
6年書写学習指導書（セット） 1、 1、 1 1¥  1¥  1 1¥  1 1 ............... 1 10 
6年社会指導書（セット） lヽ lヽ 1 lヽ 1¥  1 1¥  1 1~ 1 10 
6年算数指導書（セット） 1 ............... 1 ............... 1 1¥  l ¥  1 1~ 1 1、 1 10 
6年理科指導書（セット） 1¥  1、 1 1¥  1、 1 1、 1 1、 1 10 
6年音楽指導書（セット） lヽ lヽ 1 1‘‘‘ 1.............._ 1 lヽ 1 1、 1 10 
6年音楽表現CD 4..........._,__ 4、 5 4 ............... 3、 4 3 .............. 2 2、

｀ 
31 

6年英語指導書（セット） 1、 lヽ 1 1 --............ 1¥  1 1¥  1 lヽ 1 10 
6年道徳指導書（セット） 1‘‘‘ 1‘‘‘ 1 lヽ 1、 1 1、 1 1¥  1 10 
6年教芸音楽指導書（セット） 1~ 1¥  1 1‘‘‘ 1 ¥  1 1 .............. 1 1~ 1 10 
6年教芸音楽表現CD 4 ............... 4‘‘‘ 5 4 ............... 3、 4 3、 2 2.............._ ＼ 31 
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供給物件内訳書有限会社長谷川書店 亡

小学校 茅ヶ崎 西浜 松浪 浜須賀 柳島 東海岸 浜之郷 緑が浜 汐見台 学校教育
計指導課

こくご女 こくご＊＊ こくご**＼ l¥ l¥ ＼ l¥、l¥ ＼ l¥ ＼ 1 1 7 
女 教科書解説

さんすぅ＊ さんすう＊＊ さんす ＼ l¥ 1¥、＼ 1¥、 1¥、＼ l¥ ＼ 1 1 7 
ぅ＊＊＊ 教科書解説

せいかつ女せいかつ＊＊せいか ＼ l¥ 1¥、＼ l¥ l¥ ＼ l¥ ＼ 1 1 7 
っ＊＊＊ 教科書解説

おんがく＊ おんがく＊＊ おんが ＼ l¥ l¥ ＼ l¥ l¥ ＼ l¥ ＼ 1 1 7 
く＊＊＊ 教科書解説

指導書（紙、紙＋デジタル）合計 153 14 136 14 172 143 14 124 14 147 124 14 109 101 14 81 1374 
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供給物件内訳書 有限会社川上書店

小学校 鶴嶺 松林 小出 梅田 香川 鶴が台 小和田 円蔵 今宿 室田 計

指導書（各学校 1セット）
支援級 支援級 支援級 支援級 支援級 支援級 支援級

赤本・表現CD （各クラス 1)

1年国語学習指導書（セット） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
1年国語学習指導書別冊（朱書）上 4 5 1 2 1 4 1 5 2 1 5 2 1 3 1 3 1 42 
1年国語学習指導書別冊（朱書）下 4 5 1 2 1 4 1 5 2 1 5 2 1 3 1 3 1 42 
1年ワークシート集 1 1‘‘‘ lヽ 1、 1 1、 1 1~ l‘‘‘ 1‘‘‘ 10 
1年書写学習指導書（セット） 1 l‘‘‘ l‘‘‘ l ¥  1 l‘‘‘ 1 1、 lヽ l‘‘‘ 10 
1年算数指導書（セット） ① 1 1、 l‘‘‘ 1、 1 lヽ 1 1‘‘‘ 1、 1‘‘‘ 10 
1年算数指導書（セット） ② 1 lヽ lヽ . 1 ヽ 1 1‘‘‘ 1 l‘‘‘ 1、 lヽ 10 

1年 2年生活指導書（セット）上 1 lヽ 1、 1、 1 lヽ 1 lヽ l‘‘‘ 1、 10 
1年 2年生活指導書（セット）下 1 lヽ 1、 1‘‘‘ 1 1、 1 1、 1¥  1、 10 
1年音楽指導書セット 1 1‘‘‘ 1‘‘‘ lヽ 1 l‘‘‘ 1 1、 l‘‘‘ l‘‘‘ 10 

1年音楽表現CD 4 5‘‘‘ 2‘‘‘ 4、 5 2 ............... 5 2‘‘‘ 3、 3~ 35 
1年 2年図画工作（セット）上 1 l‘‘‘ lヽ 1~ 1 1、 1 1、 1、 1‘‘‘ 10 
1年 2年図画工作（セット）下 1 1、 1、 1 --.......___ 1 1、 1 1-........_ l‘‘‘ lヽ 10 
1年道徳指導書（セット） 1 1‘‘‘ 1¥  1、 1 1 -----........ 1 1、 1‘‘‘ lヽ 10 
2年国語学習指導書（セット） 1 1、 lヽ lヽ 1 l‘‘‘ 1 1、 lヽ 1‘‘‘ 10 
2年国語学習指導書別冊（朱書）上 5 4 1 2 1 4 1 4 2 1 5 2 1 3 1 4 1 42 
2年国語学習指導書別冊（朱書）下 5 4 1 2 1 4 1 4 2 1 5 2 1 3 1 4 1 42 
2年ワークシート集 1 l‘‘‘ 1、 1、 1 1、 1 1、 lヽ l‘‘‘ 10 
2年書写学習指導書（セット） 1 1‘‘‘ lヽ l‘‘‘ 1 lヽ 1 lヽ lヽ lヽ 10 

2年算数指導書（セット） 上 1 l‘‘‘ 1、 lヽ 1 1、 1 1‘‘‘ lヽ 1........_ 10 
2年算数指導書（セット） 下 1 1‘‘‘ lヽ lヽ 1 lヽ 1 1‘‘‘ lヽ 1 .............. 10 

2年音楽指導書（セット） 1 l‘‘‘ 1~ 1¥  1 1¥  1 1¥  1、 lヽ 10 
2年音楽表現CD 5 4~ 2、 4~ 4 2¥  5 2、 3、 4‘‘‘ 35 
2年道徳指導書（セット） 1 1,......._ lヽ 1‘‘‘ 1 1‘‘‘ 1 1、 1‘‘‘ lヽ 10 
2年教芸音楽指導書（セット） 1 lヽ lヽ 1、 1 1‘‘‘ 1 1 ............... 1 ............... 1¥  10 
2年教芸音楽表現CD 5 4~ 2、 4‘‘‘ 4 2、 5 2、 3~ 4‘‘‘ 35 
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供給物件内訳書有限会社川上書店

小学校 鶴嶺 松林 小出 梅田 香川 鶴が台 小和田 円蔵 今宿 室田 計

3年国語学習指導書（セット） 1 1 `  lヽ 1¥  1 1、 1 1¥  lヽ lヽ 10 
3年国語学習指導書別冊（朱書）上 6 5 1 2 1 5 1 5 2 1 5 2 1 3 1 4 1 46 
3年国語学習指導書別冊（朱書）下 6 5 1 2 1 5 1 5 2 1 5 2 1 3 1 4 1 46 
3年ワークシート集 1 lヽ 1 ............... lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1、 lヽ 10 
3年書写学習指導書（セット） 1 1、 lヽ lヽ 1 1‘‘‘ 1 l‘‘‘ 1‘‘‘ 1‘‘‘ 10 
3年社会指導書（セット） 1 1 --........... lヽ 1 ¥  1 lヽ 1 lヽ 1、 1‘‘‘ 10 
3 ・ 4 ・ 5 • 6年地図セット 1 1‘‘‘ lヽ lヽ 1 lヽ 1 1、 1‘‘‘ lヽ 10 
3年算数指導書（セット） 上 1 1 ............... , 1 

｀ 
1~ 1 1 --............. 1 1、 1 -.............. 1 ............... 10 

3年算数指導書（セット） 下 1 lヽ 1 ............... 1、 1 1、 1 1、 lヽ 1‘‘‘ 10 
3年理科指導書（セット） 1 1、 1、 1 -.............. 1 lヽ 1 l‘‘‘ 1¥  lヽ 10 
3年音楽指導書（セット） 1 lヽ 1‘‘‘ 1,.............. 1 lヽ 1 lヽ 1,.............. lヽ 10 
3年音楽表現CD 6 5 ............... 2,.............. 5 ............... 5 2,.............. 5 2‘‘‘ 3‘‘‘ 4 ̀‘‘ 39 
3年4年図画工作（セット）上 1 lヽ 1‘‘‘ lヽ 1 1‘‘‘ 1 1、 1¥  lヽ 10 
3年4年図画工作（セット）下 1 lヽ lヽ lヽ 1 lヽ 1 lヽ 1‘‘‘ lヽ 10 
3年4年保健指導書（セット） 1 1‘‘‘ 1‘‘‘ lヽ 1 1‘‘‘ 1 1、 1、 1~ 10 
3年道徳指導書（セット） 1 1、 1、 1、 1 lヽ 1 1 ............... 1、 1、 10 
4年国語学習指導書（セット） 1 1、 1 ¥  1 ............... 1 1、 1 1、 lヽ 1 ............... 10 
4年国語学習指導書別冊（朱書）上 5 4 1 2 1 5 1 5 2 1 5 3 1 3 1 4 1 45 
4年国語学習指導書別冊（朱書）下 5 4 1 2 1 5 1 5 2 1 5 3 1 3 1 4 1 45 
4年ワークシート集 1 lヽ lヽ l‘‘‘ 1 lヽ 1 lヽ l‘‘‘ lヽ 10 
4年書写学習指導書（セット） 1 1、 1、 1¥  1 1 .............. 1 1 ----........ 1、 1 -.............. 10 

4年社会指導書（セット） 1 lヽ lヽ lヽ 1 lヽ 1 1¥  1 ............... lヽ 10 

4年算数指導書（セット） 上 1 l‘‘‘ 1 ............... 1¥  1 1¥  1 1、 1¥  l̀ ‘‘-～・ 10 

4年算数指導書（セット） 下 1 1‘‘‘ lヽ lヽ l lヽ 1 1、 1‘‘‘ 1~ 10 

4年理科指導書（セット） 1 1、 1、 1 -.............. 1 1~ 1 1、 1 ............... 1¥  10 

4年音楽指導書（セット） 1 lヽ lヽ lヽ 1 1 -............. 1 lヽ lヽ lヽ 10 
4年音楽表現CD 5 4‘‘‘ 2~ 5 ............... 5 2 ............... 5 3 ............... 3̀ ‘‘ 4‘‘‘ 38 
4年道徳指導書（セット） 1 1‘‘‘ 1‘‘‘ 1、 1 1‘‘‘ 1 1、 1‘‘‘ 1-........._ 10 

4年教芸音楽指導書（セット） 1 lヽ lヽ lヽ 1 1‘‘‘ 1 lヽ 1¥  1 ............... 10 

4年教芸音楽表現CD 5 4~ 2、 5 .............. 5 2、 5 3¥  3,.............. 4‘‘‘ 38 
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5年国語学習指導書（セット） 1 l¥  1¥  1¥  1 1¥  1 lヽ lヽ lヽ 10 
5年国語学習指導書別冊（朱書） 6 5 1 2 1 5 1 5 2 1 5 2 1 3 1 3 1 45 
5年ワークシート集 1 lヽ 1̀ ‘‘̀  lヽ 1 lヽ 1 1、 1、 lヽ 10 
5年書写学習指導書（セット） 1 1,.............. 1 -............. 1、 1 l‘‘‘ 1 lヽ lヽ 1¥  10 
5年社会指導書（セット） 1 lヽ 1‘‘‘ l‘‘‘ 1 lヽ 1 1‘‘‘ 1‘‘‘ lヽ 10 
5年算数指導書（セット） 上 1 1、 lヽ 1 ............... 1 lヽ 1 1~ 1‘‘‘ lヽ 10 
5年算数指導書（セット） 下 1 1、 lヽ 1、 1 lヽ 1 1 ............... lヽ 1、 10 
5年理科指導書（セット） 1 lヽ 1‘‘‘ 1、 1 lヽ 1 lヽ lヽ 1 ----...._ 10 
5年音楽指導書（セット） 1 1‘‘‘̀  1 ............... 1~ 1 lヽ 1 1̀ ‘‘ 1 ............... 1、 10 
5年音楽表現CD 6 5 ............... 2,............._ 5 ............... 5 2 -............. 5 2¥  3‘‘‘ 3、 38 
5年 6年図画工作（セット）上 1 1‘‘‘ l¥  1 ............... 1 1 ............... 1 lヽ lヽ lヽ 10 

5年6年図画工作（セット）下 1 1‘‘‘ lヽ 1̀ ‘‘ 1 lヽ 1 lヽ 1‘‘‘ lヽ 10 
5年6年家庭科指導書（セット） ① 1 lヽ 1‘‘‘ 1 ............... 1 lヽ 1 1‘‘‘‘ lヽ lヽ 10 

5年 6年家庭科指導書（セット） ② 1 1¥  lヽ 1 1 1、 1 lヽ 1~ 1¥  10 
5年 6年保健指導書（セット） 1 1¥  1、 1、 1 1 ............... 1 1`  1、 1、 10 
5年英語指導書（セット） 1 lヽ l`  lヽ 1 1‘‘‘ 1 1̀ ‘‘ lヽ lヽ 10 
5年道徳指導書（セット） 1 lヽ 1‘‘‘ lヽ 1 lヽ 1 lヽ lヽ 1‘‘‘ 10 
6年国語学習指導書（セット） 1 lヽ lヽ 1、 1 lヽ 1 1‘‘‘ 1 --............. 1‘‘‘ 10 

6年国語学習指導書別冊（朱書） 6 5 1 2 1 4 1 5 2 1 5 2 1 3 1 4 1 45 
6年ワークシート集 1 l‘‘‘ 1、 1 -............._ 1 lヽ 1 1 ............... 1~ lヽ 10 

6年書写学習指導書（セット） 1 1‘‘‘ 1、 1、 1 lヽ 1 1 ............... 1‘‘‘ 1¥  10 

6年社会指導書（セット） 1 1̀ ‘‘ lヽ lヽ 1 1、 1 1¥  1¥  1‘‘‘ 10 

6年算数指導書（セット） 1 1、 lヽ lヽ 1 lヽ 1 lヽ lヽ lヽ 10 

6年理科指導書（セット） 1 1、 1 -.............. 1、 1 1‘‘‘ 1 1 ............. 1 -............. 1 ............... 10 

6年音楽指導書（セット） 1 1¥  1¥  1¥  1 1、 1 1¥  lヽ lヽ 10 

6年音楽表現CD 6 5 -.............. 2‘‘‘ 4 .............. 5 2 ............... 5 2 .............. 3¥  4-.............. 38 

6年英語指導書（セット） 1 1¥  lヽ lヽ 1 lヽ 1 1 ............... 1¥  lヽ 10 

6年道徳指導書（セット） 1 lヽ 1、 1、 1 1¥  1 1¥  1‘‘‘ 1~ 10 

6年教芸音楽指導書（セット） 1 lヽ 1 -.............. lヽ 1 1 -.............. 1 1̀ ‘‘ lヽ 1 ............... 10 

6年教芸音楽表現CD 6 5̀ ‘‘ 2 ............... 4、 5 2 -.............. 5 2 ............... 3~ 4~ 38 
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こくご＊ こくご＊＊ こくご***＼ ＼ 1¥、 l¥ l¥ ＼ 1¥  ＼ l¥ l¥ 1 7 教科書解説

さんすう汝 さんすう女女 さんすう ＼ ＼ l¥ l¥ l¥ ＼ l¥ ＼ l¥ l¥ 1 7 ＊＊＊ 教科書解説

せいかつ女せいかつ＊＊せいかつ＼ ＼ l¥ l¥ l¥ ＼ l¥ ＼ l¥ l¥ 1 7 
＊＊＊ 教科書解説

おんがく＊ おんがく＊＊ おんがく ＼ ¥、 i¥ 11¥  l¥ ＼、 l¥ ＼ l¥、l¥ 1 7 *** 教科書解説

指導書（紙、紙＋デジタル）合計 167 154 14 105 14 152 14 158 105 14 162 109 14 124 14 138 14 1472 
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